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1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

外部からの衝撃による損傷の防止について，設置許可基準規則第

6 条及び技術基準規則第 7 条において，追加要求事項を明確化す 

る。（表 1） 

 

＜概 要＞ 

1．において，設計基準対処設備の設置許可基準規則，技術基準規

則の追加要求事項を明確化するとともに，それら要求に対する東

海第二発電所における適合性を示す。 

 

2．において，設計基準対処設備について，追加要求事項に適合す

るために必要となる機能を達成するための設備又は運用等につい

て説明する。 

 

 

1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

 外部からの衝撃による損傷の防止について，設置許可基準規則

第 6 条及び技術基準規則第 7 条において，追加要求事項を明確

化する。（表 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

 外部からの衝撃による損傷の防止について，設置許可基準規則

第６条及び技術基準規則第７条において，追加要求事項を明確化

する（表１）。 

（別添１－１ 添付資料１，２） 
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 1.2 追加要求事項に対する適合性 

(1) 位置，構造及び設備 

(3) その他の主要な構造 

 本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，

以下の基本的方針のもとに安全設計を行う。 

ａ．設計基準対象施設 

(a) 外部からの衝撃による損傷の防止 

 安全施設は，発電所敷地で想定される洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災

及び高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組合せに遭

遇した場合において，自然現象そのものがもたらす環境条件及び

その結果として施設で生じ得る環境条件においても安全機能を損

なわない設計とする。 

 なお，発電所敷地で想定される自然現象のうち，洪水について

は，立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

上記に加え，重要安全施設は，科学的技術的知見を踏まえ，当該

重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自

然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故

時に生じる応力について，それぞれの因果関係及び時間的変化を

考慮して適切に組み合わせる。 

 また，安全施設は，発電所敷地又はその周辺において想定され

る飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，

有毒ガス，船舶の衝突又は電磁的障害の発電用原子炉施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為による

もの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわない設

計とする。 

 なお，発電所敷地又はその周辺において想定される人為事象の

うち，飛来物（航空機落下）については，確率的要因により設計

上考慮する必要はない。また，ダムの崩壊については，立地的要

因により考慮する必要はない。 

 自然現象及び発電所敷地又はその周辺において想定される発電

用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるもの（故意によるものを除く。）の組合せにつ

いては，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

火山の影響，生物学的事象，森林火災等を考慮する。事象が単独

で発生した場合の影響と比較して，複数の事象が重畳することで

影響が増長される組合せを特定し，その組合せの影響に対しても

安全機能を損なわない設計とする。 

 ・東海第二は，設置許可

本文五号の内容を記

載 
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 ここで，想定される自然現象及び発電所敷地又はその周辺にお

いて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを

除く。）に対して，安全施設が安全機能を損なわないために必要な

安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）へ

の措置を含める。 

【別添資料 1（3.2:21〜32）（4.1:34〜39）】 

 

(a-1) 風（台風） 

 安全施設は，設計基準風速による風荷重に対し，安全施設及び

安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保若しくは風（台風）

による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれら

を適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわない設計と

する。 

(a-2) 竜巻 

 安全施設は，想定される竜巻が発生した場合においても，作用

する設計荷重に対して，その安全機能を損なわない設計とする。

また，安全施設は，過去の竜巻被害状況及び発電所のプラント配

置から想定される竜巻に随伴する事象に対して，安全機能を損な

わない設計とする。 

 竜巻に対する防護設計を行うための設計竜巻の最大風速は，

100m／s とし，設計荷重は，設計竜巻による風圧力による荷重，

気圧差による荷重及び飛来物が安全施設に衝突する際の衝撃荷重

を組み合わせた設計竜巻荷重並びに安全施設に常時作用する荷

重，運転時荷重及びその他竜巻以外の自然現象による荷重等を適

切に組み合わせたものとして設定する。 

 安全施設の安全機能を損なわないようにするため，安全施設に

影響を及ぼす飛来物の発生防止対策を実施するとともに，作用す

る設計荷重に対する安全施設及び安全施設を内包する区画の構造

健全性の確保若しくは飛来物による損傷を考慮して，代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修復等

の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その

安全機能を損なわない設計とする。 

 飛来物の発生防止対策として，飛来物となる可能性のあるもの

のうち，東海発電所を含む当社敷地内の資機材，車両等について

は，飛来した場合の運動エネルギ又は貫通力が設定する設計飛来

物（鋼製材（長さ 4.2m×幅 0.3m×高さ 0.2m，質量 135kg，飛来時

・東海第二は，設置許可

本文五号の内容を記

載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

の水平速度 51m／s，飛来時の鉛直速度 34m／s））より大きなもの

に対し，固縛，固定又は防護すべき施設からの離隔を実施する。 

 なお，当社敷地近傍の隣接事業所から，上記の設計飛来物（鋼

製材）の運動エネルギ又は貫通力を上回る飛来物が想定される場

合は，隣接事業所との合意文書に基づきフェンス等の設置により

飛来物となるものを配置できない設計とすること若しくは当該飛

来物の衝撃荷重を考慮した設計荷重に対し，当該飛来物が衝突し

得る安全施設及び安全施設を内包する区画の構造健全性を確保す

る設計とすること若しくは当該飛来物による安全施設の損傷を考

慮して，代替設備により必要な機能を確保すること若しくは安全

上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に

組み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

(a-3) 凍結 

 安全施設は，設計基準温度による凍結に対し，安全施設及び安

全施設を内包する建屋の構造健全性の確保若しくは凍結を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせ

ることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

(a-4) 降水 

 安全施設は，設計基準降水量を上回る降水による浸水及び荷重

に対し，安全施設及び安全施設を内包する建屋の構造健全性の確

保若しくは降水による損傷を考慮して，代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない期間で修復等の対応を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機能を損

なわない設計とする。 

(a-5) 積雪 

 安全施設は，設計基準積雪深による荷重及び閉塞に対し，安全

施設及び安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保若しくは積

雪による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれ

らを適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわない設計

とする。 

(a-6) 落雷 

 安全施設は，設計基準電流値による雷サージに対し，安全機能

を損なわない設計とすること若しくは雷サージによる損傷を考慮

して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障の

ない期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わ

せることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

・東海第二は，設置許可

本文五号の内容を記

載 
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(a-7) 火山の影響 

 安全施設は，発電所の運用期間中において発電所の安全機能に

影響を及ぼし得る火山事象として設定した層厚 50cm，粒径 8.0mm

以下，密度 0.3g／cm３（乾燥状態）～1.5g／cm３（湿潤状態）の降

下火砕物に対し，以下のような設計とすることにより降下火砕物

による直接的影響に対して機能維持すること若しくは降下火砕物

による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間での修復等の対応又はそれらを適切に

組み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

・構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とすること 

・水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計とすること 

・換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（閉塞）に

対して降下火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・水循環系の内部における摩耗並びに換気系，電気系及び計測制

御系に対する機械的影響（摩耗）に対して摩耗しにくい設計と

すること 

・構造物の化学的影響（腐食），水循環系の化学的影響（腐食）並

びに換気系，電気系及び計測制御系に対する化学的影響（腐食）

に対して短期での腐食が発生しない設計とすること 

・発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室換気系は，降下火砕

物が侵入しにくく，さらに外気を遮断できる設計とすること 

・電気系及び計測制御系の盤の絶縁低下に対して空気を取り込む

機構を有する計測制御設備（安全保護系）の設置場所の換気空

調設備は，降下火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物

の除去や換気空調設備外気取入口のバグフィルタの取替え若し

くは清掃又は換気空調設備の停止若しくは閉回路循環運転の実

施により安全機能を損なわない設計とすること 

 さらに，降下火砕物による間接的影響である 7 日間の外部電源

喪失及び発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対

し，発電所の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継

続できることにより安全機能を損なわない設計とする。 

(a-8) 生物学的事象 

 安全施設は，生物学的事象として海生生物であるクラゲ等の発

生及び小動物の侵入に対し，その安全機能を損なわない設計とす

る。 

 海生生物であるクラゲ等の発生に対しては，クラゲ等を含む塵

芥による残留熱除去系海水系等への影響を防止するため，除塵装

・東海第二は，設置許可

本文五号の内容を記

載 
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置及び海水ストレーナを設置し，必要に応じて塵芥を除去するこ

と，小動物の侵入に対しては，屋内設備は，建屋止水処置により，

屋外設備は，端子箱貫通部の閉止処置を行うことにより，安全施

設の生物学的事象に対する健全性の確保若しくは生物学的事象に

よる損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを適

切に組み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

(a-9) 外部火災（森林火災，爆発及び近隣工場等の火災） 

 安全施設は，想定される外部火災において，最も厳しい火災が

発生した場合においても安全機能を損なわない設計とする。 

 想定される森林火災の延焼防止を目的として，発電所周辺の植

生を確認し，作成した植生データ等を基に求めた最大火線強度

（6,278kW／m）から算出される防火帯（約 23m）を敷地内に設け

る。 

 防火帯は延焼防止効果を損なわない設計とし，防火帯に可燃物

を含む機器等を設置する場合は必要最小限とする。 

 また，森林火災による熱影響については，最大火炎輻射強度の

影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により安全施

設の安全機能を損なわない設計とする。 

 発電所敷地又はその周辺で想定される発電用原子炉施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為による

もの（故意によるものを除く。）として，想定される近隣の産業施

設の火災・爆発については，離隔距離の確保により安全施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

 また，想定される発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の

火災及び航空機墜落による火災については，離隔距離を確保する

こと，その火災による損傷を考慮して代替設備により必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

 外部火災による屋外施設への影響については，屋外施設の温度

を許容温度以下とすることで安全施設の安全機能を損なわない設

計とする。 

 また，外部火災の二次的影響であるばい煙及び有毒ガスによる

影響については，換気空調設備等に適切な防護対策を講じること

で安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 森林火災による津波防護施設への熱影響については，最大火炎

輻射強度による熱影響を考慮した離隔距離を確保するものとす

・東海第二は，設置許可

本文五号の内容を記

載 
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る。なお，津波防護施設と植生の間の離隔距離を確保するために

管理が必要となる隣接事業所敷地については，隣接事業所との合

意文書に基づき，必要とする植生管理を当社が実施する。 

(a-10)高潮 

 安全施設は，高潮の影響を受けない敷地高さ（T.P.＋3.3m）以

上に設置することで，その安全機能を損なわない設計とする。 

(a-11)有毒ガス 

 安全施設は，想定される有毒ガスの発生に対し，中央制御室換

気系等により，中央制御室の居住性を損なわない設計とする。 

(a-12)船舶の衝突 

 安全施設は，航路を通行する船舶の衝突に対し，航路からの離

隔距離を確保することにより，安全施設の船舶の衝突に対する健

全性の確保若しくは船舶の衝突による損傷を考慮して，代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修復

等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，そ

の安全機能を損なわない設計とする。(a-13)電磁的障害 

 安全施設は，電磁的障害による擾乱に対し，制御盤へ入線する

電源受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部からの信

号入出力部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体や金

属シールド付ケーブルの適用等により，安全施設の電磁的障害に

対する健全性の確保若しくは電磁的障害による損傷を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間で修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせるこ

とで，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

・東海第二は，設置許可

本文五号の内容を記
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2. 追加要求事項に対する適合方針 

2.1 その他自然現象等 

2.1.1 設計基準上考慮すべき事象の抽出及び当該事象に対する設

計方針 

2.1.1.1 自然現象 

(1) 設計上考慮すべき自然現象 

 発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）につ

いては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での

発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象

を収集し，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。

また，これらの自然現象について関連して発生する自然現象も含

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 安全設計方針 

1.1.1 安全設計の基本方針 

 

1.1.1.4 外部からの衝撃による損傷の防止 

 発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）につ

いては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での

発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象

を収集し，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等を考慮する。また，

これらの自然現象について関連して発生する自然現象も含める。

これらの事象について，海外の評価基準を考慮の上，発電所及び

その周辺での発生の可能性，安全施設への影響度，発電所敷地及

びその周辺に到達するまでの時間余裕及び影響の包絡性の観点か

ら，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれがある事象として，

洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災及び高潮を選定する。 

 安全施設は，これらの自然現象（地震及び津波を除く。）又はそ

の組合せに遭遇した場合において，自然現象そのものがもたらす

環境条件及びその結果として施設で生じ得る環境条件において

も，安全機能を損なわない設計とする。 

 なお，発電所敷地で想定される自然現象のうち，洪水について

は，立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

 上記に加え，重要安全施設は，科学的技術的知見を踏まえ，当

該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事

故時に生じる応力について，それぞれの因果関係及び時間的変化

を考慮して適切に組み合わせる。 

 発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるもの（故意によるものを除く。）は，網羅的に抽出するため

に，発電所敷地又はその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき事象を収集し，飛来物（航空機落下

等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝

突，電磁的障害等の事象を考慮する。これらの事象について，海

外の評価基準を考慮の上，発電所又はその周辺での発生可能性，

安全施設への影響度，発電所敷地及びその周辺に到達するまでの

2. 追加要求事項に対する適合方針 

2.1 その他自然現象等 

2.1.1 設計基準上考慮すべき事象の抽出及び当該事象に対する

設計方針 

2.1.1.1 自然現象 

(1) 設計上考慮すべき自然現象 

 発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）につ

いては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での

発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象

を収集し，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。

また，これらの自然現象について関連して発生する自然現象も含

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東海第二は，設置許可

添付書類八の内容を

記載 
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 なお，自然現象の収集に当たっては，次に挙げる資料から，国

内における規制（資料 a,b）で取り上げている事象や，国外の規

制として，米国原子力規制委員会が定めた PRA についてのガイド

（資料 c）や IAEA が定めたガイド（資料 d）で取り上げている事

象を収集した。 

a. 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則の解釈」（制定 平成 25 年 6 月 19 日 原規技

発第 1306193 号 原子力規制委員会決定） 

b. 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

の解釈」（制定平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 1306194 号 原

子力規制委員会決定） 

時間余裕及び影響の包絡性の観点から，発電用原子炉施設に影響

を与えるおそれがある事象として，飛来物（航空機落下），ダムの

崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及び電磁

的障害を選定する。 

 安全施設は，これらの発電用原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によ

るものを除く。）に対して安全機能を損なわない設計とする。 

 なお，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子

炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であっ

て人為によるもの（故意によるものを除く。）のうち，飛来物（航

空機落下）については，確率的要因により設計上考慮する必要は

ない。また，ダムの崩壊については，立地的要因により考慮する

必要はない。 

 自然現象，発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）の組合せについては，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及び森林火災を考

慮する。事象が単独で発生した場合の影響と比較して，複数の事

象が重畳することで影響が増長される組合せを特定し，その組合

せの影響に対しても安全機能を損なわない設計とする。 

 ここで，想定される自然現象及び発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）に対して，安全施設が安全機能を損な

わないために必要な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等

対処設備を含む。）への措置を含める。 

【別添資料 1（3.2:21〜32）（4.1:34〜39）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，自然現象の収集に当たっては，次に挙げる資料から，国

内における規制（資料①，②）で取り上げている事象や，国外の

規制として，米国原子力規制委員会が定めたＰＲＡについてのガ

イド（資料③）やＩＡＥＡが定めたガイド（資料④）に取り上げ

ている事象を収集した。 

①「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則の解釈」（制定 平成 25年６月 19日 原規技

発第 1306193号 原子力規制委員会決定） 

②「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

の解釈」（制定 平成 25 年６月 19 日 原規技発第 1306194 号 

原子力規制委員会決定） 

・東海第二は，設置許可

添付書類八の内容を

記載 
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c. NUREG/CR-2300 “PRA Procedures Guide”, NRC, January 1983 

d. Specific Safety Guide (SSG-3) “Development and 

Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for 

Nuclear Power Plants”, IAEA,April 2010 

 さらに，日本の自然現象における実例（資料 e）や，米国の原

子力発電設備の維持基準に引用されている米国機械学会の規格

（資料 f），また，関連して，地震や洪水を含む様々な過酷な自然

現象への対応に適用できるように考案された FLEX（多様かつ柔軟

な対応方策）や大規模損壊事象を取り上げている米国 NEI のガイ

ド(資料 g,h)で取り上げられている事象を収集することによって，

網羅性を確保した。 

e. 「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998 年 

f. ASME/ANS RA-S-2008 “Standard for Level 1/Large Early 

Release Frequency probabilistic Risk Assessment for 

Nuclear Power Plant Applications”  

g. DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES(FLEX) 

IMPLEMENTATION GUIDE(NEI-12-06 August2012)  

h. B.5.b Phase2＆3 Submittal Guideline(NEI-06-12 December 

2006)-2011.5 NRC 公表 

 

 

 これらの事象について，海外の評価基準を考慮のうえ発電所敷

地及びその周辺での発生の可能性，安全施設への影響度，発電所

敷地及びその周辺に到達するまでの時間余裕及び影響の包絡性の

観点から，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれがある事象と

して，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象を選定する。 

 評価の詳細について，「別添 1-1 1.2 外部事象に対する 1 次評

価」に示す。 

③NUREG/CR-2300 “PRA Procedures Guide”, NRC, January 1983 

④Specific Safety Guide (SSG-3) “Development and Application 

of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power 

Plants”, IAEA, April 2010 

 さらに，日本の自然現象における実例（資料⑤）や，米国の原

子力発電設備の維持基準に引用されている米国機械学会の規格

（資料⑥），また，関連して，地震や洪水を含む様々な過酷な自然

現象への対応に適用できるように考案されたＦＬＥＸ（多様かつ

柔軟な対応方策）や大規模損壊事象を取り上げている米国ＮＥＩ

のガイド等(資料⑦，⑧，⑨)で取り上げられている事象を収集す

ることによって，網羅性を確保した。 

⑤「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998年 

⑥ASME/ANS RA-S-2009 “Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard 

for Level 1/Large Early Release Frequency probabilistic 

Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications” 

⑦ DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES(FLEX) 

IMPLEMENTATION GUIDE(NEI-12-06 August2012) 

⑧ B.5.b Phase2＆ 3 Submittal Guideline(NEI-06-12 December 

2006)-2011.5 NRC公表 

⑨ 「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施

基準：2014」一般社団法人 日本原子力学会 2014年 12月 

 これらの事象について，海外の評価基準を考慮のうえ発電所敷

地及びその周辺での発生の可能性，安全施設への影響度，発電所

敷地及びその周辺に到達するまでの時間余裕並びに影響の包含性

の観点から，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれがある事象

として，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象を選定する。 

 選定の詳細について，「別添 1-1 1. 設計基準において想定さ

れる自然現象及び人為事象の選定について」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は新たに

発行された資料を追加 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は新たに

発行された資料を追加 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は設計上

考慮する事象として洪

水を選定 
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(2) 設計上考慮すべき自然現象に対する設計方針 

 安全施設は，(1)で考慮するとした自然現象が発生した場合にお

いて，自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として

施設で生じ得る環境条件においても，安全機能を損なわない設計

とする。発電所敷地又はその周辺において想定される自然現象と

して選定した事象のうち竜巻，火山の影響を除く事象に対する設

計方針を以下に示す。なお，竜巻に対する設計方針については

「2.2」，火山に対する設計方針については「2.3」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設計基準について，以下に挙げる①及び②を参照するとともに，

参考として③についても評価・確認の上，最も保守的となる値を

採用する。ただし，以下のいずれの方法でも設計基準の設定が行

えないものについては，当該事象が発生した場合の安全施設への

影響シナリオを検討の上，個別に設計基準の設定を行う。（例：火

山の影響については，上記考え方に基づく設計基準の特定は困難

1.7 外部からの衝撃による損傷の防止に関する基本方針 

 安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び

想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるお

それがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）に対して，安全機能を損なわない設計とする。安全機能が損

なわれないことを確認する必要がある施設を，「発電用軽水型原子

炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規定されて

いる重要度分類（以下 1.7では「安全重要度分類」という。）のク

ラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器と

する。 

 その上で，上記構築物，系統及び機器の中から，発電用原子炉

を停止するため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態

を維持するために必要な異常の発生防止の機能又は異常の影響緩

和の機能を有する構築物，系統及び機器並びに使用済燃料プール

の冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異常の発生防止

の機能又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器

として安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その

機能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器を外部事

象から防護する対象（以下「外部事象防護対象施設」という。）と

し，機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設

計とする。 

 また，外部事象防護対象施設を内包する建屋（外部事象防護対

象施設となる建屋を除く。）は，機械的強度を有すること等により，

内包する外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計及び

外部事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。こ

こで，外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設を内包す

る建屋を併せて，外部事象防護対象施設等という。 

 上記に含まれない構築物，系統及び機器は，機能を維持するこ

と若しくは損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそ

れらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわな

い設計とする。 

(2) 設計上考慮すべき自然現象に対する設計方針 

 安全施設は，(1)で考慮するとした自然現象が発生した場合にお

いて，自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として

施設で生じ得る環境条件においても，安全機能を損なわない設計

とする。発電所敷地又はその周辺において想定される自然現象と

して選定した事象のうち竜巻，火山の影響を除く事象に対する設

計方針を以下に示す。なお，竜巻に対する設計方針については

「2.2」，火山に対する設計方針については「2.3」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設計基準について，以下に挙げる①及び②を参照し，最も保守

的となる値を採用する。ただし，以下のいずれの方法でも設計基

準の設定が行えないものについては，当該事象が発生した場合の

安全施設への影響シナリオを検討のうえ，個別に設計基準の設定

を行う。（例：火山の影響については，上記考え方に基づく設計基

準の特定は困難なため，個別に考慮すべき火山事象の特定を実施

・東海第二は，設置許可

添付書類八の内容を

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 設計基準の設定に年

超過確率評価結果を参

照しているが，島根２

号炉は，これまでの審
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なため，個別に考慮すべき火山事象の特定を実施した上で設計基

準を設定する。） 

① 規格・基準類に基づく設定 

 選定した自然現象に関する規格・基準類が存在する場合，それ

を参照する。 

② 観測記録に基づく設定 

 柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺における観測記録を調査の

上，観測史上 1位を参照する。 

③ 年超過確率評価に基づく設定 

 柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺における観測記録をもとに

年超過確率評価を実施し，上記①，②により設定した設計基準値

について年超過確率を確認する。自然現象の特性（プラントへの

影響度）に応じた想定すべき年超過確率の規模を，①，②により

設定した設計基準値が下回る場合には，年超過確率評価をもとに

した設計基準値の見直しを図る。 

 なお，年超過確率に基づく設定の考え方については，「別添 1-1 

添付資料 4 設計基準設定において参考とする年超過確率評価につ

いて」に示す。 

したうえで設計基準を設定する。） 

 

① 規格・基準類に基づく設定 

 選定した自然現象に関する規格・基準類が存在する場合，それ

を参照する。 

② 観測記録に基づく設定 

 島根原子力発電所及びその周辺における観測記録を調査の上，

観測史上１位を参照する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，設計方針の詳細は，別添 1－1に示す。 

 

ａ．洪水防護に関する基本方針 

 発電所周辺には南方約２kmの地点に佐陀川，南方約７kmの地点

に宍道湖が存在するが，敷地の北側は日本海に面し，他の三方は

標高 150m程度の山に囲まれていることから，敷地が佐陀川及び宍

道湖による洪水の影響を受けることはないため，洪水について設

計上考慮する必要はない。 

査実績（PWR）に基づき

規格・基準及び観測記

録を基に設計基準を設

定（以下，①の相違） 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は設計上

考慮する事象として洪

水を選定したのち，評

価した結果から設計上

考慮する必要はないと

評価 
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a. 風（台風）防護に関する基本方針 

(a) 設計基準風速の設定 

(a-1) 規格・基準類 

 風に対する建築物の規格・基準として，発電用原子炉施設建設

時の建築基準法施行令第 87条（以下，a.では「旧建築基準法施行

令」という。）においては，日本最大級の台風の最大瞬間風速

（63m/s，地上高 15m）に基づく風荷重に対する設計が要求されて

いた。 

 その後，建築基準法施行令第 87 条の風荷重規定は 2000 年に改

正され，それ以降，建築物については，地域ごとに定められた基

準風速の風荷重に対する設計が要求されており，柏崎市及び刈羽

村の基準風速は 30m/s（地上高 10m，10 分間平均風速）である。 

 

(a-2) 観測記録 

 気象庁の気象統計情報における風速の観測記録(1)によれば，柏

崎市の地域気象観測システム（アメダス），新潟地方気象台（新潟

市）及び高田特別地域気象観測所（上越市）で観測された過去最

大風速及び最大瞬間風速は下記のとおりであり，風速の観測記録

は台風も含む。 

 ただし，刈羽村については，風速等を観測する気象庁の地域気

象観測システム（アメダス）が設置されていないため，気象庁の

気象統計情報に観測記録はない。 

 

柏崎市：最大風速 16m/s 

（2006 年 4 月 11 日，統計期間：1978 年 11 月～2013 年 3 月） 

最大瞬間風速 32.5m/s 

（2012 年 4 月 3 日，統計期間：2008 年 3 月～2013 年 3 月） 

新潟市：最大風速 40.1m/s 

（1929 年 4 月 21 日，統計期間：1886 年 1 月～2013 年 3 月） 

最大瞬間風速 45.5m/s 

（1991 年 9 月 28 日，統計期間：1937 年 1 月～2013 年 3 月） 

上越市：最大風速 23.1m/s 

（1959 年 4 月 5 日，統計期間：1922 年 1 月～2013 年 3 月） 

最大瞬間風速 42.0m/s 

（1998 年 9 月 22 日，統計期間：1937 年 1 月～2013 年 3 月） 

 

 ここで，設計基準風速の設定にあたり，各風速の定義は以下の

通り。 

1.7.1 風（台風）防護に関する基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．風（台風）防護に関する基本方針 

(a) 設計基準風速の設定 

(a-1) 規格・基準類 

 風に対する建築物の規格・基準として，発電用原子炉施設建設

時の建築基準法施行令第 87条（以下，ｂ．では「旧建築基準法施

行令」という。）においては，日本最大級の台風の最大瞬間風速

（63m/s，地上高 15m）に基づく風荷重に対する設計が要求されて

いた。 

 その後，建築基準法施行令第 87 条の風荷重規定は 2000 年に改

正され，それ以降，建築物については，地域ごとに定められた基

準風速の風荷重に対する設計が要求されており，松江市の基準風

速は 30m/s（地上高 10m，10分間平均風速）である。 

 

 

(a-2) 観測記録 

 気象庁の気象統計情報における風速の観測記録によれば，敷地

に最も近い気象官署である松江地方気象台（松江市）で観測され

た観測史上１位の最大風速及び最大瞬間風速は下記のとおりであ

り，風速の観測記録は台風も含む。 

 

 

 

 

最大風速 28.5m/s 

（1991年 9月 27日，観測期間：1941～2018年） 

最大瞬間風速 56.5m/s 

（1991年 9月 27日，観測期間：1941～2018年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここで，設計基準風速の設定にあたり，各風速の定義は以下の

とおり。 

・東海第二は，設置許可

添付書類八の内容を

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

 プラント立地箇所の

相違による観測記録又

は規格・基準値の相違

（以下，②の相違） 
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 気象庁の風の観測については，風速（地上高 10ｍ，10分間平均）

及び瞬間風速（地上高 10ｍ，3秒間平均）を記録している。「最大

風速」は，風速（地上高 10ｍ，10分間平均）の日最大風速を，「最

大瞬間風速」は，瞬間風速（地上高 10ｍ，3 秒間平均）の日最大

瞬間風速をいい，一般的に最大瞬間風速と最大風速の比は 1.5～2

倍程度とされている(1)。 

 旧建築基準法施行令では，最大瞬間風速（63m/s，地上高 15m）

を参照していたが，現行の建築基準法施行令では，地上高 10ｍに

おける 10分間平均風速を基準としている。ただし，現行の建築基

準法施行令においても，風荷重の算出においては，最大瞬間風速

等の風速変動による影響も考慮しており，建築物の周辺状況及び

構造特性等の考慮が追加となっている状況を踏まえ，安全設計上

考慮する設計基準風速の定義は，現行の建築基準法に準拠し，地

上高 10ｍでの 10分間平均風速を採用する。 

 

 

 

 

(a-3) 年超過確率評価 

 年超過確率の評価は，気象庁「異常気象リスクマップ」(1)の手

法により新潟市における統計期間（1961～2012 年）内の最大風速

から評価した。 

 上記(a-1)及び(a-2)での最大値（最大風速 40.1m/s）について

年超過確率を確認した結果，6.4×10-5 となった。また，新潟市に

おける最大風速について年超過確率 10－4 の値は 39.0m/s となっ

た。 

 

(a-4) 設計基準風速の策定 

 「規格・基準類」，「観測記録」及び「年超過確率評価」をまと

めると以下のとおりである。 

a. 建築基準法施行令によると，柏崎市及び刈羽村において建築物

を設計する際に要求される最大風速は 30m/s（地上高 10m，10 分

間平均風速） 

b. 観測記録によると，最大風速は柏崎市 16m/s，新潟市 40.1m/s，

上越市 23.1m/s，最大瞬間風速は柏崎市 32.5m/s，新潟市 45.5m/s，

上越市 42.0m/s 

c. 「規格・基準類」及び「観測記録」での最大値（最大風速 40.1m/s）

の年超過確率は 6.4×10-5 であり，新潟市における年超過確率 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 気象庁の風の観測については，風速（地上高 10m，10分間平均）

及び瞬間風速（地上高 10m，３秒間平均）を記録している。「最大

風速」は，風速（地上高 10m，10分間平均）の日最大風速を，「最

大瞬間風速」は，瞬間風速（地上高 10m，３秒間平均）の日最大

瞬間風速をいい，一般的に最大瞬間風速と最大風速の比は 1.5～

２倍程度とされている(1)。 

 旧建築基準法施行令では，最大瞬間風速（63m/s，地上高 15m）

を参照していたが，現行の建築基準法施行令では，地上高 10m に

おける 10分間平均風速を基準としている。ただし，現行の建築基

準法施行令でも，風荷重の算出においては，最大瞬間風速等の風

速変動による影響も考慮し，基準風速に地表面粗度等により求ま

るガスト影響係数を乗じ速度圧を算出することが定められてい

る。これにより，旧建築基準法施行令では全国ほぼ一律で定めら

れていた風荷重を，現在では，建築物の周辺状況及び構造特性等

に応じて定めることが可能となった。発電所敷地の自然環境を踏

まえ，安全設計上考慮する設計基準風速の定義は，現行の建築基

準法に準拠し，地上高 10mでの 10分間平均風速を採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-3) 設計基準風速の策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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－4 の最大風速は 39.0m/s 

 

 以上を踏まえると，設計基準風速は保守的に最も風速が大きい

新潟市における観測史上 1位の最大風速である 40.1m/sとする 

 

 

 

(b) 風（台風）に対する設計方針 

 設計基準風速（40.1m/s，地上高 10m，10 分間平均）によって

その安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を，

「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査

指針」で規定されているクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属す

る構築物，系統及び機器（以下，2.では「安全重要度分類のクラ

ス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器」と

いう。）とする。 

 その上で，上記構築物，系統及び機器の中から，発電用原子炉

を停止するため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態

を維持するために必要な異常の発生防止の機能，又は異常の影響

緩和の機能を有する構築物，系統及び機器，並びに，使用済燃料

プールの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異常の発

生防止の機能，又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統

及び機器として安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及び安全評

価上その機能に期待するクラス 3 に属する構築物，系統及び機器

に加え，それらを内包する建屋を外部事象から防護する対象（以

下，2.では「外部事象防護対象施設」という。）とし，外部事象防

護対象施設は設計基準風速（40.1m/s，地上高 10m，10分間平均）

の風荷重に対し機械的強度を有することにより安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，風（台風）

により損傷した場合であっても，代替手段があること等により安

全機能は損なわれない。 

 ただし，タンクについては，消防法（危険物の規制に関する技

術上の基準の細目を定める告示第 4 条の 19）に従い,日本最大級

の台風の最大瞬間風速（63m/s，地上高 15m）に基づいた風荷重に

対する設計が要求されていることから，設計対象物に応じ，消防

法にて要求される風荷重と上記設計基準風速の風荷重を比較し，

大きい方を採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建築基準法及び同施行令第 87条第 2項及び第 4項に基づく建設

省告示第 1454号より設定した設計基準風速（30m／s，地上高 10m，

10分間平均）の風によってその安全機能が損なわれないことを確

認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラス１，クラス２

及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準風速（30m／s，

地上高 10m，10 分間平均）の風荷重に対し機械的強度を有するこ

とにより安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，風（台風）

により損傷した場合であっても，代替手段があること等により安

全機能は損なわれない。 

 タンクについては，消防法（危険物の規制に関する技術上の基

準の細目を定める告示第 4条の 19）において，日本最大級の台風

の最大瞬間風速（63m／s，地上高 15m）に基づく風荷重に対する

設計が現在でも要求されている。 

 

 

 

 

 

 以上を踏まえ，設計基準風速は，保守的に最も風速が大きい

(a-1)規格・基準類の値である建築基準法施行令において要求され

ている風速（地上高 10m，10 分間平均風速の日最大風速）である

30m/sとする。 

 

(b) 風（台風）に対する設計方針 

 設計基準風速（30m/s，地上高 10m，10 分間平均）によってそ

の安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を，「発

電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」で規定されているクラス１，クラス２及びクラス３に属する

構築物，系統及び機器（以下，2.では「安全重要度分類のクラス

１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器」とい

う。）とする。 

 その上で，上記構築物，系統及び機器の中から，発電用原子炉

を停止するため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態

を維持するために必要な異常の発生防止の機能，又は異常の影響

緩和の機能を有する構築物，系統及び機器，並びに，使用済燃料

プールの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異常の発

生防止の機能，又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統

及び機器として安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評

価上その機能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器

に加え，それらを内包する建物を外部事象から防護する対象（以

下，2.では「外部事象防護対象施設」という。）とし，外部事象防

護対象施設は設計基準風速（30m/s，地上高 10m，10分間平均）の

風荷重に対し機械的強度を有することにより安全機能を損なわな

い設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，風（台風）

により損傷した場合であっても，代替手段があること等により安

全機能は損なわれない。 

 ただし，タンクについては，消防法（危険物の規制に関する技

術上の基準の細目を定める告示第４条の 19）に従い,日本最大級

の台風の最大瞬間風速（63m/s，地上高 15m）に基づいた風荷重に

対する設計が要求されていることから，設計対象物に応じ，消防

法にて要求される風荷重と上記設計基準風速の風荷重を比較し，

大きい方を採用する。 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

① ②の相違 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①，②の相違 
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 なお，風（台風）の設計基準風速は，竜巻影響評価における設

計竜巻の最大風速に，風（台風）に伴い発生する可能性のある飛

来物による影響については，竜巻影響評価において想定する設計

飛来物の影響に包絡される。 

 

 

 

 

 

 

(c) 参考文献 

(1) 気象庁：http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

 なお，風（台風）に伴う飛来物による影響は，竜巻影響評価に

て想定する設計飛来物の影響に包絡される。 

 

 

 ここで，風（台風）に関連して発生する可能性がある自然現象

としては，落雷及び高潮が考えられる。落雷については，同時に

発生するとしても，個々の事象として考えられる影響と変わらな

い。高潮については，安全施設は高潮の影響を受けない敷地高さ

に設置する。 

 

 

 

 

 

1.7.2 竜巻防護に関する基本方針 

1.7.2.1 設計方針【「６条（竜巻）」参照】 

 なお，風（台風）の設計基準風速は，竜巻影響評価における設

計竜巻の最大風速に，風（台風）に伴い発生する可能性のある飛

来物による影響については，竜巻影響評価において想定する設計

飛来物の影響に包含される。 

 

 

 

 

 

 

(c) 参考文献 

(1) 気象庁：http://www.jma.go.jp/jma/index.html 
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b. 低温（凍結）防護に関する基本方針 

(a) 設計基準温度の設定 

(a-1) 規格・基準類 

 低温に対する法令及び規格・基準の要求はない。 

 

(a-2) 観測記録 

 柏崎刈羽原子力発電所の立地地域である柏崎市の最低気温の観

測記録は－11.3℃である。また，新潟地方気象台（新潟市）での

観測記録での最低気温は－13.0℃である。 

 

 

 

(a-3) 年超過確率評価 

 年超過確率の評価は，気象庁「異常気象リスクマップ」(1)の推

定方法を用いる。上記(a-1)及び(a-2)の最低温度（新潟地方気象

台での観測記録の-13.0℃）について年超過確率を確認した結果，

1.0×10-2 となった。 

また，柏崎市における低温の年超過確率（統計期間：1978～2012 

年）10-4 値は，－15.2℃となった。 

 

(a-4) 設計基準温度の設定 

「規格・基準類」，「観測記録」及び「年超過確率評価」をまとめ

ると以下のとおりである。 

a. 低温に対する法令及び規格・基準の要求はない。 

b. 過去の観測記録によると，最低気温は－11.3℃ 

c. 観測記録の統計処理による年超過確率 10-4 値は，－15.2℃ 

 

 設計基準として使用する値としては，上記(a)，(b)での値より

も更なる裕度を確保するために，年超過確率 10－4 の値である－

15.2 ℃（24 時間継続）を低温に関する設計基準温度とする。ま

た，上述のように当日中という限定的な期間に起こる低温もある

が，それに対し，最低気温を記録せずとも 0℃以下の気温が長時

間継続する可能性もある。柏崎の観測記録に関して，0℃以下の気

温が継続する期間の年超過確率 10－4 値は 173.4 時間である。ま

た，0℃以下の気温が最も長く継続した期間における平均気温は－

2.6℃であった。したがって－15.2℃より高い温度として－2.6℃

が長期間（173.4 時間）継続する場合についても考慮する。 

 

1.7.3 凍結防護に関する基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．凍結防護に関する基本方針 

(a) 設計基準温度の設定 

(a-1) 規格・基準類 

 凍結に対する法令及び規格・基準の要求はない。 

 

(a-2) 観測記録 

 敷地に最も近い気象官署である松江地方気象台（松江市）での

観測記録（1941～2018年）によれば，観測史上１位の日最低気温

は－8.7℃（1977年２月 19日）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-3) 設計基準温度の設定 

 

 

 

 

 

 

 以上を踏まえ，凍結に関する設計基準温度は(a-2)松江地方気象

台（松江市）における観測史上１位の日最低気温である－8.7℃と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東海第二は，設置許可

添付書類八の内容を

記載 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①，②の相違 
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(b) 低温（凍結）に対する設計方針 

 設計基準温度（-15.2℃，24時間及び-2.6℃，173.4時間）の低

温によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要があ

る施設を，安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に

属する構築物，系統及び機器とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，屋内設備については換気

空調系により環境温度を維持し，屋外設備については保温等の凍

結防止対策を必要に応じて行うことにより，安全機能を損なわな

い設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，低温により

凍結した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

(c) 参考文献 

(1) 気象庁：http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

 

 設計基準温度である－12.7℃の低温による凍結によってその安

全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を，安全重

要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系

統及び機器とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，屋内設備については換気

空調設備により環境温度を維持し，屋外設備については保温等の

凍結防止対策を必要に応じて行うことにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，凍結した場

合であっても，代替手段があること等により安全機能は損なわれ

ない。 

 

(b) 凍結に対する設計方針 

 設計基準温度（-8.7℃）の低温によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラ

ス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とす

る。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，屋内設備については換気

系により環境温度を維持し，屋外設備については保温等の凍結防

止対策を必要に応じて行うことにより，安全機能を損なわない設

計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，低温により

凍結した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 
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c. 降水防護に関する基本方針 

(a) 設計基準降水量の設定 

(a-1) 規格・基準類 

 降水に対する排水施設の規格・基準として，森林法に基づく林

地開発許可に関する審査基準等を示した新潟県林地開発許可審査

要領においては，排水施設の設計に当たって用いる設計雨量強度

として 10 年確率で規定される雨量強度を用いることとしている。

同要領では，新潟県内の雨量強度表が示されており，発電所敷地

が適用範囲内となる観測所「長岡」における雨量強度は継続時間

60 分の場合 51.1mm/hである。 

 

(a-2) 観測記録 

 気象庁の気象統計情報における降水量の観測記録(1)によれば，

柏崎市の地域気象観測システム（アメダス）での観測史上 1 位の

日最大 1 時間降水量は 52mm/h（2007年 8月 22日）である。 

 

 

 

(a-3) 年超過確率評価 

 年超過確率の評価は，気象庁「異常気象リスクマップ」(1)の手

法により柏崎市における統計期間（1976～2012 年）内の最大 1時

間降水量から評価した。また，上記(a-1)及び(a-2)での 1 時間降

水量の最大値（52mm/h）について年超過確率を確認した結果 3.5

×10-2 となった。参考として，1 時間降水量について年超過確率

10－4の値は，101.3mm/hとなった。 

 

(a-4) 設計基準降水量の設定 

 設計基準降水量として使用する値としては，(a-2)観測記録の最

大 1 時間降水量が(a-3)年超過確率評価において 3.5×10-2であっ

たことから，更なる裕度を確保するために年超過確率 10-4 の値，

1 時間降水量 101.3mm/h を設計基準降水量とする。 

 

(b) 降水に対する設計方針 

 設計基準降水量（101.3mm/h）の降水によってその安全機能が損

なわれないことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類の

クラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器

とする。 

 

1.7.4 降水防護に関する基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 森林法に基づく林地開発許可に関する審査基準等を示した「森

林法に基づく林地開発許可申請の手びき」等に基づき設計基準降

水量（127.5mm／h）を上回る降水によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラ

ス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とす

る。 

ｄ．降水防護に関する基本方針 

(a) 設計基準降水量の設定 

(a-1) 規格・基準類 

 降水に対する排水施設の規格・基準として，森林法に基づく林

地開発許可に関する審査基準等を示した島根県林地開発行為審査

基準細則においては，排水施設の設計にあたって用いる設計雨量

強度として 10 年確率で規定される雨量強度を用いることとして

いる。島根県により，島根県内の雨量強度表が示されており，発

電所敷地が適用範囲内となる観測所「松江」における雨量強度は

継続時間 60分の場合 56mm/hである。 

 

(a-2) 観測記録 

 敷地に最も近い気象官署である松江地方気象台（松江市）での

観測記録（1941～2018年）によれば，観測史上１位の日最大１時

間降水量は 77.9mm（1944年８月 25日）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-3) 設計基準降水量の設定 

 以上を踏まえ，設計基準降水量は保守的に最も降水量が大きい

(a-2)松江地方気象台（松江市）における観測史上１位の日最大 1

時間降水量である 77.9mm/h とする。 

 

 

(b) 降水に対する設計方針 

 設計基準降水量（77.9mm/h）の降水によってその安全機能が損

なわれないことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類の

クラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器

とする。 

 

・東海第二は，設置許可

添付書類八の内容を

記載 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①，②の相違 
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 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準降水量

（101.3mm/h）の降水による浸水に対し，構内排水路による海域へ

の排水，浸水防止のための建屋止水処置等により，安全機能を損

なわない設計とするとともに，外部事象防護対象施設は，設計基

準降水量（101.3mm/h）の降水による荷重に対し，排水口による海

域への排水等により安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，降水により

損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

(c) 参考文献 

(1) 気象庁：http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準降水量（127.5mm

／h）を上回る降水による浸水に対し，構内排水路による海域への

排水及び浸水防止のための建屋止水処置により，安全機能を損な

わない設計とするとともに，外部事象防護対象施設及び機能を喪

失することで上位クラスの安全機能に影響を及ぼす可能性のある

屋外設備は，設計基準降水量（127.5mm／h）を上回る降水による

荷重に対し，排水口及び構内排水路による海域への排水により，

安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，降水により

損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準降水量（77.9mm/h）

の降水による浸水に対し，構内排水路による海域への排水，浸水

防止のための建物止水処置により，安全機能を損なわない設計と

するとともに，外部事象防護対象施設は，設計基準降水量

（77.9mm/h）の降水による荷重に対し，排水口及び構内排水路に

よる海域への排水により安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，降水により

損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

 

 

・ 
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d. 積雪防護に関する基本方針 

(a) 設計基準積雪量の設定 

(a-1) 規格・基準類 

 積雪に対する規格・基準として，建築物については建築基準法

及び同施行令第 86 条第 3 項に基づく新潟県建築基準法施行細則

において，地域ごとに設計積雪量が定められている。柏崎市にお

いては 130cm であり，刈羽村においては 170cm である(1)。これら

の値は，最深積雪量を基本として定められており，除雪に対して

十分な維持管理が行われ，また，危険を覚知した時には速やかに

雪下ろしが可能な形状の建築物等又はその部分については，同上

第 6項の規定により垂直積雪量を 1mと想定することができるとさ

れている。 

 

(a-2) 観測記録 

 柏崎市に設置されている気象庁地域気象観測システム（アメダ

ス）によれば，日降雪量の最大値は 72cm（1984年 12月 28日）で

あり，最深積雪量は 171cm（1984年 3月 8日），日最深積雪量の平

均値は 31.1cm である。また，アメダスが設置される以前に柏崎

市の農業気象観測所にて最深積雪量 194cm（1927年 2月 13日）が

観測されている。刈羽村における積雪の観測記録としては，最深

積雪量は 280cm（1974年 3月 13日）である。 

 

(a-3) 年超過確率評価 

 年超過確率の評価は，気象庁「異常気象リスクマップ」(2)の手

法により柏崎市における統計期間（1981～2012年）内の 1日あた

りの最大積雪量から評価した。上記での 1 日あたりの積雪量最大

値（72cm）について年超過確率を確認した結果，3.0×10-2 とな

った。また，1日あたりの積雪量の年超過確率 10-4の値は 135.9cm

となった。 

 

(a-4) 設計基準積雪量の設定 

 設計基準として使用する値としては，(a-2)観測記録の値 72cm

が(a-3)年超過確率評価において 3.0×10-2であったことから，更

なる裕度を確保するために年超過確率 10-4の値 135.9cm を設計基

準積雪量と定める。 

ただし，1 日あたりの積雪量であることから，それ以前に積もっ

た積雪分を考慮していないため，過去の観測記録から，日最深積

雪量の平均値（31.1cm）を加えた値を設計基準積雪量として用い

1.7.5 積雪防護に関する基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．積雪防護に関する基本方針 

(a) 設計基準積雪量の設定 

(a-1) 規格・基準類 

 積雪に対する規格・基準として，建築物については建築基準法

及び同施行令第 86 条第３項に基づく松江市建築基準法施行細則

において，地域ごとに建築場所の標高に応じた設計積雪量が定め

られている。松江市鹿島町において，発電所の安全施設が設置さ

れている地盤レベルである標高 8.5m～50.0m の設計積雪量は，

70cm～85cmである(1)。 

 

 

 

 

(a-2) 観測記録 

 敷地に最も近い気象官署である松江地方気象台（松江市）での

観測記録（1941～2018年）によれば，観測史上１位の月最深積雪

は 100cm（1971年２月４日）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-3) 設計基準積雪量の設定 

 以上を踏まえ，設計基準積雪量は保守的に最も積雪量が大きい

(a-2)松江地方気象台（松江市）における観測史上１位の月最深積

雪である 100cmとする。 

 

 

 

 

・東海第二は，設置許可

添付書類八の内容を

記載 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は積雪の

設計基準の設定におい

て，除雪は考慮していな

い 
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ることとする。 

したがって，設計基準積雪量を以下のとおり設定した。 

 

設計基準積雪量＝1 日あたりの積雪量の年超過確率 10-4 の値

（135.9cm） 

        ＋日最深積雪量の平均値（31.1cm） 

        ＝167.0cm 

 

(b) 積雪に対する設計方針 

 設計基準積雪量（167cm）の積雪によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラ

ス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器とす

る。 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準積雪量（167cm）

の積雪荷重に対し機械的強度を有すること，また，非常用換気空

調系の給・排気口は，設計基準積雪量より高所に設置する等によ

り安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，積雪により

損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

(c) 参考文献 

(1) 新潟県：http://www.pref.niigata.lg.jp/ 

(2) 気象庁：http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建築基準法及び同施行令第 86条第 3項に基づく茨城県建築基準

法等施行細則より設定した設計基準積雪量（30cm）の積雪によっ

てその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設

を，安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する

構築物，系統及び機器とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準積雪量（30cm）

の積雪荷重に対し機械的強度を有すること，給排気口を閉塞させ

ないことにより安全機能を損なわない設計とする。 

 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，積雪により

損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 積雪に対する設計方針 

 設計基準積雪量（100cm）の積雪によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラ

ス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とす

る。 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準積雪量（100cm）

の積雪荷重に対し機械的強度を有すること，また，換気系の給・

排気口は，設計基準積雪量より高所に設置する等により安全機能

を損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，積雪により

損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

(c) 参考文献 

(1) 松江市：http://www.city.matsue.shimane.jp/index.html 
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e. 落雷防護に関する基本方針 

(a) 設計基準電流値の設定 

(a-1) 規格・基準類 

 原子力発電所における耐雷設計の規格・基準には電気技術指針

JEAG4608(1)があり，以下のように規定している。 

・ JEAG4608 では，電力設備の避雷設備の設計について，電力中

央研究所報告 T40｢発変電所および地中送電線の耐雷設計ガイド｣

(2)を参照している。同ガイドでは，500kV開閉所における送電線並

びに電力設備に対し，150kAを想定雷撃電流として推奨している。 

 

・ JEAG4608 では，建築物等の避雷設備に関して，日本工業規格

JIS A 4201:2003「建築物等の雷保護」や日本工業規格 JIS A 

4201-1992「建築物等の避雷設備（ 避雷針）」を参照している。JIS-A 

4201:2003 では，避雷設備について，落雷の影響から設備を保護

する確からしさに応じ保護レベルが規定されている。保護レベル

が高い（保護レベルの数字が小さい）ほど，より広い範囲の雷撃

電流値に対して保護することが求められる。保護レベルは，I，Ⅱ，

Ⅲ，Ⅳの 4段階に設定される。 

 保護レベルの設定に当たって，JEAG4608では原子力発電所の危

険物施設に対する保護レベルを IEC／TR 61662(3)に基づく選定手

法により保護レベルⅣと評価している。一方，消防庁通知(4)に基

づき，原子力発電所の危険物施設では保護レベルⅡを採用すると

規定している。 

 JIS A 4201:2003 においては，保護レベルに応じた最大雷撃電

流値は具体的に示されていないものの，日本工業規格 JIS-Z 

9290-4(5)において，保護レベルに応じた最大雷撃電流値が定めら

れており，保護レベルⅡの場合の最大雷撃電流値は 150kA，保護

レベルⅣの場合の最大雷撃電流値は 100kA と規定されている。し

たがって，より広い範囲の雷撃電流値に対して保護することを求

めている保護レベルⅡを採用する。 

 以上より規格・基準類による想定すべき雷撃電流値のうち最大

のものは 150kA である。 

 

(a-2) 観測記録 

 雷撃電流の観測記録として，落雷位置標定システム（IMPACT※）

による落雷データを用いた。 落雷は大きく夏季雷，冬季雷に大

別されるが，新潟県全域から本州内陸部にかけ 1999 年～2012 年

（14 年間）に夏季（4 月から 10 月）約 630,000 件，冬季（11 月

1.7.6 落雷防護に関する基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．落雷防護に関する基本方針 

(a) 設計基準電流値の設定 

(a-1) 規格・基準類 

 原子力発電所における耐雷設計の規格・基準には電気技術指針

ＪＥＡＧ4608(1)があり，以下のように規定している。 

・ＪＥＡＧ4608では，電力設備の避雷設備の設計について，電力

中央研究所報告 T40｢発変電所および地中送電線の耐雷設計ガイ

ド｣(2)を参照している。同ガイドでは，500kV 開閉所における送電

線並びに電力設備に対し，150kA を想定雷撃電流として推奨して

いる。 

・ＪＥＡＧ4608では，建築物等の避雷設備に関して，日本工業規

格ＪＩＳ Ａ 4201:2003「建築物等の雷保護」やＪＩＳ Ａ 

4201-1992「建築物等の避雷設備（避雷針）」を参照している。Ｊ

ＩＳ Ａ 4201:2003 では，避雷設備について，落雷の影響から

設備を保護する確からしさに応じ保護レベルが規定されている。

保護レベルが高い（保護レベルの数字が小さい）ほど，より広い

範囲の雷撃電流値に対して保護することが求められる。保護レベ

ルは，I，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳの 4 段階に設定される。 

 保護レベルの設定に当たって，ＪＥＡＧ4608では原子力発電所

の危険物施設に対する保護レベルをＩＥＣ／ＴＲ 61662(3)に基

づく選定手法により保護レベルⅣと評価している。一方，消防庁

通知(4)に基づき，原子力発電所の危険物施設では保護レベルⅡを

採用すると規定している。 

 ＪＩＳ Ａ 4201:2003 においては，保護レベルに応じた最大

雷撃電流値は具体的に示されていないものの，ＪＩＳ－Ｚ 

9290-4(5)において，保護レベルに応じた最大雷撃電流値が定めら

れており，保護レベルⅡの場合の最大雷撃電流値は，150kA，保護

レベルⅣの場合の最大雷撃電流値は 100kA と規定されている。し

たがって，より広い範囲の雷撃電流値に対して保護することを求

めている保護レベルⅡを採用する。 

 以上より，規格・基準類による想定すべき雷撃電流値のうち最

大のものは 150kAである。 

 

(a-2) 観測記録 

 雷撃電流の観測記録として，落雷位置標定システムによる落雷

データを用いた。 

 島根原子力発電所構内における観測記録（1989～2018年）の最

大値は，104kA（1994年９月 13日）である。 

・東海第二は，設置許可

添付書類八の内容を

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

27



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

から 3月）約 63,000件が確認されており，最大雷撃電流値はそれ

ぞれ 460kA（2004 年 4 月 24 日 新潟県北部と山形県との県境の山

間部），449kA（2010年 11月 29日 新潟県沖合）である。 

 ただし,IMPACT の結果は柏崎刈羽原子力発電所を中心とした日

本海から内陸部までの範囲を拡張して観測したものであり,過去

の柏崎刈羽原子力発電所にて実施した落雷観測記録の月別結果か

ら,日本海側に位置する柏崎刈羽原子力発電所の落雷特性として

は,冬季雷が支配的である(6)。 

※IMPACT…雷観測センサー，標定計算装置により，雷撃の発生位

置や電流値を測定するシステム。主に送電線，配電線並びに変電

所電力設備への雷撃発生情報の取得を目的に使用している。 

 

(a-3) 年超過確率評価 

 年超過確率の評価は，発電所敷地内の落雷観測（1996年～2005

年）に敷地内の避雷鉄塔及び他号炉主排気筒による落雷の遮蔽を

考慮して行った。上記「(a-1)規格・基準類」の値 150kA につい

て年超過確率を確認した結果，1.2×10-4となった。また，柏崎刈

羽原子力発電所敷地への年超過確率 10-4 となる雷撃電流値は約

560kA となるが，避雷鉄塔及び他号炉主排気筒による落雷の遮蔽

により 6 号炉及び 7 号炉原子炉建屋への年超過確率 10-4となる雷

撃電流値は，約 156kAとなった(7)。 

 

(a-4) 設計基準電流値の策定 

 上記(a-1)規格・基準類における電流値 150kA は建屋への想定

される雷撃電流値について定めている。(a-2)観測記録における電

流値 460kA は，より広い新潟県周辺の広範な地域で観測された雷

撃電流値を示しており，発電所敷地内の避雷鉄塔及び他号炉主排

気筒による落雷の遮蔽の効果を考慮して建屋への雷撃電流値を評

価すると 114kA となる(7)。設計基準電流値は，避雷鉄塔等の遮蔽

効果を考慮した上で建屋内機器への影響を見るという観点から，

原子炉建屋頂部主排気筒への雷撃電流を想定し設定する。(a-1)

規格・基準類の電流値 150kA が，(a-3)年超過確率評価において，

1.2×10-4であったことから，更なる裕度を確保するため，年超過

確率評価 10-4 の値約 156kA を参考に，200kAと設定する。 

 

(b) 落雷に対する設計方針 

 設計基準電流値（200kA）の落雷によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気技術指針ＪＥＡＧ4608-2007「原子力発電所の耐雷指針」を

参照し設定した設計基準電流値（400kA）の落雷によってその安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-3) 設計基準電流値の策定 

 以上を踏まえ，設計基準電流値は保守的に最も電流値が大きい

(a-1) 規格・基準類の値であるＪＥＡＧ4608において参照されて

いる 150kAとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 落雷に対する設計方針 

 設計基準電流値（150kA）の落雷によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラ

 ②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①，②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は避雷鉄

塔及び他号炉主排気筒

による落雷の遮蔽の効

果を考慮していない 
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ス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器とす

る。 

 

 その上で，外部事象防護対象施設の雷害防止対策として，原子

炉建屋等への避雷針の設置，接地網の敷設による接地抵抗の低減

等を行うとともに，安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回

路設計を行うことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，落雷により

損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

(c) 参考文献 

(1) 電気技術指針 JEAG4608(2007)：｢原子力発電所の耐雷指針｣ 

 

(2) T40 電力中央研究所報告 発変電所および地中送電線の耐雷

設計ガイド（1996） 

(3) IEC／TR 61662(1995)：Assessment of the risk of damage due 

to lightning.  

(4) 消防庁通知(2005)：平成 17年 1月 14日消防危第 14号危険物

の規則に関する規則の一部を改正する省令等の施行について 

 

(5) JIS-Z 9290-4(2009)雷保護第 4 部：建築物内の電気及び電子

システム 

(6) T03024 電力中央研究所 日本海沿岸地域における冬季の上向

き雷電流特性 －1989 年度～2002 年度－ 

(7) 相原(1994)．冬季雷に対する雷撃様相並びに雷しゃへい理論

の検討－モデル実験並びに放電シミュレーションによる検討

－電力中央研究所報告，No.T93063 

 

機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を，安全重要

度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統

及び機器とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，雷害防止対策として，原

子炉建屋等への避雷針の設置，接地網の敷設による接地抵抗の低

減等を行うとともに，安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る

回路設計を行うことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，落雷により

損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

ス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とす

る。 

 

 その上で，外部事象防護対象施設の雷害防止対策として，原子

炉建物等への避雷針の設置，接地網の敷設による接地抵抗の低減

等を行うとともに，安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回

路設計を行うことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，落雷により

損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

(c) 参考文献 

(1) 電気技術指針ＪＥＡＧ4608(2007)：｢原子力発電所の耐雷指

針｣ 

(2) Ｔ40 電力中央研究所報告 発変電所および地中送電線の耐雷

設計ガイド（1996） 

(3) ＩＥＣ／ＴＲ61662(1995)：Assessment of the risk of damage 

due to lightning.  

(4) 消防庁通知(2005)：平成 17 年 1 月 14 日消防危第 14 号危険

物の規則に関する規則の一部を改正する省令等の施行につい

て 

(5) 日本工業規格ＪＩＳ-Ｚ 9290-4(2009)雷保護第 4 部：建築物

内の電気及び電子システム 
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f. 地滑り防護に関する基本方針 

 地滑りによってその安全機能が損なわれないことを確認する必

要がある施設を，安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及びクラ

ス 3 に属する構築物，系統及び機器とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，斜面からの離隔距離を確

保し地滑りのおそれがない位置に設置することにより安全機能を

損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，地滑りによ

り損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機

能は損なわれない。 

 

 

 

 

g. 生物学的事象防護に関する基本方針 

 生物学的事象として海洋生物であるクラゲ等の発生，小動物の

侵入によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要が

ある施設を，安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及びクラス 3

に属する構築物，系統及び機器とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，クラゲ等の発生に対して

は，クラゲ等を含む塵芥による原子炉補機冷却海水系等への影響

を防止するため，除塵装置及び海水ストレーナを設置し，必要に

応じて塵芥を除去することにより，安全機能を損なわない設計と

する。 

 

 小動物の侵入に対しては，屋内設備は建屋止水処置等により，

屋外設備は端子箱貫通部の閉止処置等を行うことにより，安全機

能を損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，生物学的事

象により損傷した場合であっても，代替手段があること等により

安全機能は損なわれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.7 火山防護に関する基本方針 

1.7.7.1 設計方針【「６条（火山）」参照】 

 

1.7.8 生物学的事象防護に関する基本方針 

 生物学的事象として海生生物であるクラゲ等の発生及び小動物

の侵入によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要

がある施設を，安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス

３に属する構築物，系統及び機器とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設及び機能を喪失することで上

位クラスの安全機能に影響を及ぼす可能性のある屋外設備は，海

生生物であるクラゲ等の発生に対して，塵芥による残留熱除去系

海水系等への影響を防止するため，除塵装置及び海水ストレーナ

を設置し，必要に応じて塵芥を除去することにより，安全機能を

損なわない設計とする。 

 小動物の侵入に対しては，屋内設備は建屋止水処置により，屋

外設備は端子箱貫通部の閉止処置を行うことにより，安全機能を

損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，生物学的事

象により損傷した場合であっても，代替手段があること等により

安全機能は損なわれない。 

 

1.7.9 外部火災防護に関する基本方針 

1.7.9.1 設計方針【「６条（外部火災）」参照】 

 

1.7.10 高潮防護に関する基本方針 

 高潮によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要

がある施設を，安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス

ｇ．地滑り防護に関する基本方針 

 地滑りによってその安全機能が損なわれないことを確認する必

要がある施設を，安全重要度分類のクラス１，クラス２ 及びクラ

ス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，斜面からの離隔距離を確

保し地滑りのおそれがない位置に設置することにより安全機能を

損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，地滑りによ

り損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機

能は損なわれない。 

 

 

 

 

ｈ．生物学的事象防護に関する基本方針 

 生物学的事象として海洋生物であるクラゲ等の発生，小動物の

侵入によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要が

ある施設を，安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３

に属する構築物，系統及び機器とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，クラゲ等の発生に対して

は，クラゲ等を含む塵芥による原子炉補機冷却系の海水系等への

影響を防止するため，除塵装置及び海水ストレーナを設置し，必

要に応じて塵芥を除去することにより，安全機能を損なわない設

計とする。 

 

 小動物の侵入に対しては，屋内設備は建物止水処置により，屋

外設備は端子箱貫通部の閉止処置を行うことにより，安全機能を

損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，生物学的事

象により損傷した場合であっても，代替手段があること等により

安全機能は損なわれない。 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は設計上

考慮する事象として地

滑りを選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，高潮の
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３に属する構築物，系統及び機器とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設及び機能を喪失することで上

位クラスの安全機能に影響を及ぼす可能性のある屋外設備は，高

潮の影響を受けない敷地高さ（T.P.＋3.3m）以上に設置すること

で，安全機能を損なわない設計とする。 

影響について，津波評価

で考慮していることか

ら選定していない 
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2.1.1.2 人為事象 

(1) 設計上考慮すべき人為事象 

 発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるもの（故意によるものを除く。）は，網羅的に抽出するため

に，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき事象を収集し，飛来物（航空機落下

等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝

突及び電磁的障害等の事象を考慮する。 

 なお，人為事象の収集及び網羅性の確保に当たっては，「2.1.1.1 

(1) 設計上考慮すべき自然現象」における a～hの文献を用いてい

る。 

 これらの事象について，柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺で

の発生可能性，安全施設への影響度，事象進展速度や事象進展に

対する時間余裕の観点から，発電用原子炉施設に影響を与えるお

それがある事象として，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火

災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障

害を選定する。 

 評価の詳細について，「別添 1-1 1.2 外部事象に対する 1 次評

価」に示す。 

 

 

a. 航空機落下に関する基本方針 

 発電所周辺の飛行場，航空路及び訓練空域等を考慮した上で，

「航空機落下確率評価基準」に従い，柏崎刈羽原子力発電所にお

ける航空機落下確率を評価したところ，落下確率は約 3.4×10-8 

回／炉・年であり 10-7 回／炉・年を下回ることから，航空機落下

防護については設計上考慮する必要がないことを確認した。 

（別添 1-1 添付資料 2 柏崎刈羽原子力発電所における航空機落

下確率） 

 

 2.1.1.2 人為事象 

(1) 設計上考慮すべき人為事象 

 発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるもの（故意によるものを除く。）は，網羅的に抽出するため

に，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき事象を収集し，飛来物（航空機落下

等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝

突及び電磁的障害等の事象を考慮する。 

 なお，人為事象の収集及び網羅性の確保に当たっては，「2.1.1.1 

(1)設計上考慮すべき自然現象」における①～⑨の文献を用いてい

る。 

 これらの事象について，発電所及びその周辺での発生可能性，

安全施設への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれがある事象

として，飛来物，ダムの崩壊，火災・爆発（森林火災，近隣工場

等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び

電磁的障害を選定する。 

 選定の詳細について，「別添 1-1 1. 設計上考慮する外部事象」

に示す。 

 なお，設計方針の詳細は，別添 1－1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は設計上

考慮する事象として飛

来物，ダムの崩壊を選

定 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は設計上

考慮すべき人為事象と

して後段に記載 
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(2) 設計上考慮すべき人為事象に対する設計方針 

 安全施設は，(1)で考慮するとした発電所敷地又はその周辺にお

いて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを

除く。）に対して，安全機能を損なわない設計とする。発電所敷地

内又はその周辺において想定される事象のうち外部火災を除く事

象に対する設計方針を以下に示す。なお，外部火災に対する設計

方針については「2.4」に示す。 

 (2) 設計上考慮すべき人為事象に対する設計方針 

 安全施設は，(1)で考慮するとした発電所敷地又はその周辺にお

いて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを

除く。）に対して，安全機能を損なわない設計とする。発電所敷地

内又はその周辺において想定される事象のうち外部火災を除く事

象に対する設計方針を以下に示す。なお，外部火災に対する設計

方針については「2.4」に示す。 

 

ａ．飛来物（航空機落下）に関する基本方針 

 発電所周辺の飛行場，航空路及び訓練空域等を考慮した上で，

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準につい

て」（平成 21・06・25 原院第１号（平成 21 年６月 30 日原子力安

全・保安院制定））に従い，島根原子力発電所２号炉における航空

機落下確率を評価したところ，落下確率は約 8.2×10－８回／炉・

年であり，防護設計の要否判断の基準である 10－７回／炉・年を下

回ることから，航空機落下防護については設計上考慮する必要は

ない。 

 

ｂ．ダムの崩壊に関する基本方針 

 島根原子力発電所周辺地域のダムとしては，島根原子力発電所

の敷地から南方向約３kmの地点に柿原溜池が存在するが，敷地と

の距離が離れていることから，本溜池の越水による影響はないた

め，ダムの崩壊について設計上考慮する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 前段に記載 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は設計上

考慮する事象としてダ

ムの崩壊を選定したの

ち，評価した結果から設

計上考慮する必要はな

いと評価 
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a. 有毒ガス防護に関する基本方針 

 有毒ガスの漏えいについては固定施設（石油コンビナート等）

と可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考えられる。 

 発電所周辺地域には，以下の交通運輸状況及び産業施設がある。 

 発電所周辺地域の主要道路としては，一般国道 352 号線，一般

国道 116 号線等があり，鉄道路線としては，東日本旅客鉄道株式

会社越後線及び信越本線がある。 

 柏崎刈羽原子力発電所前面の海域に液化石油ガス輸送船舶の航

路等一般航路があるが，柏崎刈羽原子力発電所からの離隔距離が

確保されている。 

 発電所周辺の石油コンビナート施設については，発電所敷地外

10km以内の範囲において，石油コンビナート施設は存在しない。

なお，柏崎刈羽原子力発電所に最も近い石油コンビナート地区は

南西約 39km の直江津地区である。 

 また，発電所敷地外 10km以内の範囲において，石油コンビナー

ト以外の主要な産業施設がある。 

 これらの主要道路，鉄道路線，一般航路及び石油コンビナート

施設等は，柏崎刈羽原子力発電所から離隔距離が確保されており，

危険物を積載した車両及び船舶を含む事故等による柏崎刈羽原子

力発電所への有毒ガスを考慮する必要はない。 

 発電所敷地内に貯蔵している化学物質については，貯蔵設備か

らの漏えいを想定した場合でも，非常用換気空調系等により中央

制御室の居住性が損なわれることはない。 

 

1.7.11 有毒ガス防護に関する基本方針 

 有毒ガスの漏えいについては固定施設（石油コンビナート施設

等）と可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考えられる。

発電所周辺には，以下の交通運輸状況及び産業施設がある。 

 発電所敷地境界付近には国道２４５号線があり，発電所に近い

鉄道路線には東日本旅客鉄道株式会社常磐線がある。 

 

 発電所沖合の航路は，中央制御室からの離隔距離が確保されて

いる。 

 

 発電所周辺の石油コンビナート施設については，発電所敷地外

10km以内の範囲において，石油コンビナート施設は存在しない。

なお，発電所に最も近い石油コンビナート地区は南方約 50kmの鹿

島臨海地区である。 

 また，発電所敷地外 10km以内の範囲において，石油コンビナー

ト施設以外の主要な産業施設がある。 

 これらの主要道路，鉄道路線，定期航路及び石油コンビナート

施設は，発電所から離隔距離が確保されており，危険物を積載し

た車両及び船舶を含む事故等による発電所への有毒ガスの影響を

考慮する必要はない。 

 発電所敷地内に貯蔵している化学物質については，貯蔵設備か

らの漏えいを想定した場合でも，中央制御室の居住性を損なうこ

とはない。 

 また，中央制御室の換気空調設備については，外気取入ダンパ

を閉止し，閉回路循環運転を行うことにより中央制御室の居住性

を損なうことはない。 

ｃ．有毒ガス防護に関する基本方針 

 有毒ガスの漏えいについては固定施設（石油コンビナート施設

等）と可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考えられる。 

 発電所周辺地域には，以下の交通運輸状況及び産業施設がある。 

 発電所周辺地域の主要道路としては，一般国道 431号線があり，

鉄道路線としては，西日本旅客鉄道株式会社山陰本線及び一畑電

気鉄道株式会社北松江線がある。 

 島根原子力発電所前面の海域にフェリーの航路等一般航路があ

るが，発電所からの離隔距離が確保されている。 

 

 発電所周辺の石油コンビナート施設については，発電所敷地外

10km以内の範囲において，石油コンビナート施設は存在しない。

なお，発電所に最も近い石油コンビナート地区は南南東約 120km

の福山・笠岡地区である。 

 また，発電所敷地外 10km 以内の範囲において，石油コンビナー

ト施設以外の主要な産業施設がある。 

 これらの主要道路，鉄道路線，一般航路及び石油コンビナート

施設等は，発電所から離隔距離が確保されており，危険物を積載

した車両及び船舶を含む事故等による発電所への有毒ガスを考慮

する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，化学物

質に対する中央制御室

の居住性への評価は第

26条にて実施 
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b. 船舶の衝突 

 航路を通行する船舶の衝突に対し，航路からの離隔距離を確保

することにより，安全施設が安全機能を損なわない設計とする。 

 小型船舶が発電所近傍で漂流した場合でも，敷地前面の防波堤

等に衝突して止まることから取水性に影響はない。また，カーテ

ン・ウォール前面に小型船舶が到達した場合であっても，深層か

ら取水することにより，取水機能が損なわれるような閉塞は生じ

ない設計とする。 

 また，船舶の座礁により重油流出事故が発生した場合は，オイ

ルフェンスを設置する措置を講じる。 

 

 

 したがって，船舶の衝突によって取水路が閉塞することはなく，

安全施設の安全機能を損なうことはない。 

 

c. 電磁的障害 

 安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，制御盤へ入線

する電源受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部から

の信号入出力部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，通信ライ

ンにおける光ケーブルの適用等により，影響を受けない設計とし

ている。 

 したがって，電磁的障害により安全施設の安全機能を損なうこ

とはない。 

1.7.12 船舶の衝突防護に関する基本方針 

 航路を通行する船舶の衝突に対し，航路からの離隔距離を確保

することにより，安全施設が安全機能を損なわない設計とする。 

 小型船舶が発電所近傍で漂流した場合でも，敷地前面の防波堤

等に衝突して止まることから取水性を損なうことはない。また，

万が一防波堤を通過し，カーテンウォール前面に小型船舶が到達

した場合であっても，吞み口が広いため，取水性を損なうことは

ない。 

 船舶の座礁により重油流出事故が発生した場合は，オイルフェ

ンスを設置する措置を講じる。 

 

 

 したがって，船舶の衝突によって取水路が閉塞することはなく，

安全施設の安全機能を損なうことはない。 

 

1.7.13 電磁的障害防護に関する基本方針 

 安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，制御盤へ入線

する電源受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部から

の信号入出力部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体

や金属シールド付ケーブルの適用等により，影響を受けない設計

としている。 

 したがって，電磁的障害により安全施設の安全機能を損なうこ

とはない。 

ｄ．船舶の衝突 

 航路を通行する船舶の衝突に対し，航路からの離隔距離を確保

することにより，安全施設が安全機能を損なわない設計とする。 

 取水口前面には防波堤があること，防波堤の港口付近での漁業

操業は行われていないことから，小型船舶が漂流し，港湾内に侵

入する可能性は極めて低い。また，取水口側に小型船舶が到達し

た場合であっても，深層から取水することにより，取水機能が損

なわれるような閉塞は生じない設計とする。 

 なお，燃料輸送船等が座礁し，運搬している重油等が流出する

ような場合についても，深層から取水していることから，取水機

能に影響はない。また，必要に応じて，オイルフェンスを設置す

る措置を講じる。 

 したがって，船舶の衝突によって取水路が閉塞することはなく，

安全施設の安全機能を損なうことはない。 

 

ｅ．電磁的障害 

 安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，制御盤へ入線

する電源受電部にラインフィルタの設置，外部からの信号入出力

部にラインフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体や金属シールド

付ケーブルの適用等により，影響を受けない設計としている。 

 

 したがって，電磁的障害により安全施設の安全機能を損なうこ

とはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備の相違による防

護方法の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，安全保

護系の計測制御回路に

おいて，電源受電部には

絶縁回路を設置してい

ない 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は鋼製筐

体及び金属シールド付

ケーブルを使用しノイ

ズ等の対策を図ってい

る 
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 (3) 適合性の説明 

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

 発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）につ

いては，敷地及び敷地周辺の自然環境を基に洪水，風（台風），竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び高潮を選定し，設計基準を設定するに当たっては，発電

所の立地地域である東海村に対する規格・基準類による設定値及

び東海村で観測された過去の記録等をもとに設定する。なお，東

海村の最寄りの気象官署である水戸地方気象台で観測された過去

の記録について設計への影響を確認する。また，これらの自然現

象ごとに関連して発生する可能性がある自然現象も含める。 

 安全施設は，発電所敷地で想定される自然現象が発生した場合

においても安全機能を損なわない設計とする。ここで，発電所敷

地で想定される自然現象に対して，安全施設が安全機能を損なわ

ないために必要な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対

処設備を含む。）への措置を含める。また，発電所敷地で想定され

る自然現象又はその組合せに遭遇した場合において，自然現象そ

のものがもたらす環境条件及びその結果として安全施設で生じ得

る環境条件を考慮する。 

 発電用原子炉施設のうち安全施設は，以下のとおり条件を設定

し，自然現象によって発電用原子炉施設の安全機能を損なわない

設計とする。 

【別添資料 1（1.:1〜17）（2.:18〜19）（3.1:20）】 
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(1) 洪水 

 発電所敷地の北側には久慈川が，南側には丘陵地を挟んだ反対

側に新川が位置している。発電所敷地の西側は北から南にかけて

EL.3m～EL.21mの平野となっている。久慈川水系が氾濫した場合，

最大で約 EL.7m に達するが，発電所敷地内に浸入するルートとし

て考えられる国道２４５号線から発電所構内進入道路への入口は

EL. 15m に位置しており，発電所に影響が及ばないこと及び新川

の浸水は丘陵地を遡上しないことから，敷地の地形及び表流水の

状況から判断して，敷地が洪水による被害を受けることはない。 

【別添資料 1（3.2:21）】 

 

(2) 風（台風） 

 建築基準法及び同施行令第 87条第 2項及び第 4項に基づく建設

省告示第 1454号によると，東海村において建築物を設計する際に

要求される基準風速は 30m／s（地上高 10m，10分間平均）である。 

 安全施設は，建築基準法及び同施行令第 87条第 2項及び第 4項

に基づく建設省告示第 1454号を参照し，設計基準風速（30m／s，

地上高 10m，10 分間平均）の風（台風）が発生した場合において

も，安全機能を損なわない設計とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準風速（30m／s，

地上高 10m，10 分間平均）の風荷重に対し機械的強度を有するこ

とにより安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記以外の安全施設については，風（台風）に対して機

能を維持すること若しくは風（台風）による損傷を考慮して代替

設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で

の修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせること

により，その安全機能を損なわない設計とする。 

 なお，水戸地方気象台での観測記録（1897年〜2012年）によれ

ば最大風速は 28.3m／s（1961年 10月 10日）であり，設計基準風

速に包絡される。 

 ここで，風（台風）に関連して発生する可能性がある自然現象

としては，落雷及び高潮が考えられる。落雷については，同時に

発生するとしても，「(7) 落雷」に述べる個々の事象として考え

られる影響と変わらない。高潮については，「(11) 高潮」に述べ

るとおり，安全施設は影響を受けることのない敷地高さに設置し，

安全機能を損なわない設計とする。 

 なお，風（台風）に伴い発生する可能性のある飛来物による影

響については，竜巻影響評価において想定している設計飛来物の
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影響に包絡される。 

【別添資料 1（3.2:21〜23）】 

 

(3) 竜巻 

 安全施設は，設計竜巻の最大風速 100m／s による風圧力による

荷重，気圧差による荷重及び設計飛来物等の衝撃荷重を組み合わ

せた荷重等に対して安全機能を損なわないために，飛来物の発生

防止対策及び竜巻防護対策を行う。 

ａ．飛来物の発生防止対策 

 竜巻により東海発電所を含む当社敷地内の資機材等が飛来物と

なり，外部事象防護対象施設が安全機能を損なわないために，以

下の対策を行う。 

・外部事象防護対象施設等へ影響を及ぼす資機材及び車両につい

ては，固縛，固定，外部事象防護対象施設等及び竜巻飛来物防

護対策設備からの離隔，頑健な建屋内収納又は撤去する。 

ｂ．竜巻防護対策 

 固縛等による飛来物の発生防止対策ができないものが飛来し，

安全施設が安全機能を損なわないように，以下の対策を行う。 

・外部事象防護対象施設を内包する区画及び竜巻飛来物防護対策

設備により，外部事象防護対象施設を防護し，構造健全性を維

持し安全機能を損なわない設計とする。 

・外部事象防護対象施設の構造健全性が維持できない場合には，

代替設備の確保，損傷した場合の取替え又は補修が可能な設計

とすることにより安全機能を損なわない設計とする。 

 ここで，竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり，積

乱雲の発達時に竜巻と同時発生する可能性のある自然現象は，雷，

雪，ひょう及び降水である。これらの自然現象の組合せにより発

生する荷重は，設計竜巻荷重に包含される。 

【別添資料 1（3.2:23〜25）】 

 

(4) 凍結 

 水戸地方気象台での観測記録（1897年～2012年）によれば，最

低気温は－12.7℃（1952年 2月 5日）である。 

 安全施設は，設計基準温度（－12.7℃）の低温が発生した場合

においても，安全機能を損なわない設計とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，上記観測記録を考慮し，

屋内設備については換気空調設備により環境温度を維持し，屋外

設備については保温等の凍結防止対策を必要に応じて行うことに
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より，安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記以外の安全施設については，低温による凍結に対し

て機能を維持すること若しくは低温による凍結を考慮して代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での

修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることに

より，その安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1（3.2:25）】 

 

(5) 降水 

 森林法に基づく林地開発許可に関する審査基準等を示した「森

林法に基づく林地開発許可申請の手びき（平成 28年 4月茨城県）」

等に基づき算出した，10年確率で想定される東海村に対する雨量

強度は 127.5mm／hである。 

 安全施設は，「森林法に基づく林地開発許可申請の手びき（平成

28 年 4 月茨城県）」を参照し，設計基準降水量（127.5mm／h）を

上回る降水が発生した場合においても，安全機能を損なわない設

計とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準降水量（127.5mm

／h）を上回る降水に対し，排水口及び構内排水路による海域への

排水，浸水防止のための建屋止水処置等により，安全機能を損な

わない設計とする。 

 また，上記以外の安全施設については，降水に対して機能を維

持すること若しくは降水による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対

応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全

機能を損なわない設計とする。 

 なお，水戸地方気象台での観測記録（1906年〜2012年）によれ

ば，日最大 1 時間降水量は 81.7mm（1947 年 9 月 15 日）であり，

設計基準降水量に包絡される。 

 ここで，降水に関連して発生する可能性がある自然現象として

は，土石流，土砂崩れ及び地滑りが考えられるが，敷地には，土

石流，土砂崩れ及び地滑りの素因となるような地形の存在は認め

られないことから，安全施設の安全機能を損なうような土石流，

土砂崩れ及び地滑りが生じることはない。 

【別添資料 1（3.2:25〜27）】 

 

(6) 積雪 

 建築基準法及び同施行令第 86条第 3項に基づく茨城県建築基準
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法等施行細則によると，建築物を設計する際に要求される基準積

雪量は，東海村においては 30cmである。 

 安全施設は，建築基準法及び同施行令第 86条第 3項に基づく茨

城県建築基準法等施行細則を参照し，設計基準積雪量（30cm）の

積雪が発生した場合においても，安全機能を損なわない設計とす

る。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準積雪量（30cm）

の積雪荷重に対し機械的強度を有することにより安全機能を損な

わない設計とする。また，設計基準積雪量（30cm）に対し給排気

口を閉塞させないことにより安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記以外の安全施設については，積雪に対して機能を維

持すること若しくは積雪による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対

応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全

機能を損なわない設計とする。 

 なお，水戸地方気象台での観測記録（1897年〜2012年）によれ

ば，月最深積雪は 32cm（1945 年 2 月 26 日）である。設計基準を

上回るような積雪事象は，気象予報により事前に予測が可能であ

り，進展も緩やかであるため，建屋屋上等の除雪を行うことで積

雪荷重の低減及び給排気口の閉塞防止，構内道路の除雪を行うこ

とでプラント運営に支障をきたさない措置が可能である。 

【別添資料 1（3.2:27〜28）】 

 

(7) 落雷 

 電気技術指針ＪＥＡＧ4608-2007「原子力発電所の耐雷指針」を

参照し設定した最大雷撃電流値は，400kA である。 

東海第二発電所を中心とした標的面積 4km２の範囲で観測された

雷撃電流の最大値は 131kAである。 

 安全施設は，電気技術指針ＪＥＡＧ4608-2007「原子力発電所の

耐雷指針」を参照し，設計基準電流値（400kA）の落雷が発生した

場合においても，安全機能を損なわない設計とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設の雷害防止対策として，原子

炉建屋等への避雷針の設置，接地網の敷設による接地抵抗の低減

等を行うとともに，安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回

路設計を行うことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記以外の安全施設については，落雷に対して機能を維

持すること若しくは落雷による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対
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応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全

機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1（3.2:28〜29）】 

 

(8) 火山の影響 

 外部事象防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間

接的影響が発生した場合においても，安全機能を損なわないよう

以下の設計とする。 

ａ．直接的影響に対する設計 

 外部事象防護対象施設は，直接的影響に対して，以下により安

全機能を損なわない設計とする。 

・構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とすること 

・水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計とすること 

・換気系，電気系及び計測制御系の機械的影響（閉塞）に対して

降下火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・水循環系の内部における摩耗並びに換気系，電気系及び計測制

御系の機械的影響（摩耗）に対して摩耗しにくい設計とするこ

と 

・構造物の化学的影響（腐食），水循環系の化学的影響（腐食）並

びに換気系，電気系及び計測制御系の化学的影響（腐食）に対

して短期での腐食が発生しない設計とすること 

・発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室換気系は降下火砕物

が侵入しにくく，さらに外気を遮断できる設計とすること 

・電気系及び計測制御系の盤の絶縁低下に対して空気を取り込む

機構を有する計測制御設備（安全保護系）の設置場所の換気空

調設備は降下火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物

の除去や換気空調設備外気取入口のバグフィルタの取替え若し

くは清掃又は換気空調設備の停止若しくは閉回路循環運転の実

施により安全機能を損なわない設計とすること 

 また，上記以外の安全施設については，降下火砕物に対して機

能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替

設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で

の修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせること

により，安全機能を損なわない設計とする。 

 

ｂ．間接的影響に対する設計 

 降下火砕物による間接的影響として考慮する，広範囲にわたる
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送電網の損傷による 7 日間の外部電源喪失及び発電所外での交通

の途絶によるアクセス制限事象が生じた場合については，降下火

砕物に対して非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）の安全機能を維持することで，発電用原子

炉の停止及び停止後の発電用原子炉の冷却並びに使用済燃料プー

ルの冷却に係る機能を担うために必要となる電源の供給が非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）により継続できる設計とすることにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

【別添資料 1（3.2:29～31）】 

 

(9) 生物学的事象 

 安全施設は，生物学的事象として海生生物であるクラゲ等の発

生及び小動物の侵入が発生した場合においても，安全機能を損な

わない設計とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，海生生物であるクラゲ等

の発生に対しては，海生生物を含む塵芥による残留熱除去系海水

系等への影響を防止するため，除塵装置及び海水ストレーナを設

置し，必要に応じて塵芥を除去することにより，安全機能を損な

わない設計とする。 

 小動物の侵入に対しては，屋内設備は建屋止水処置により，屋

外設備は端子箱貫通部の閉止処置を行うことにより，安全機能を

損なわない設計とする。 

 また，上記以外の安全施設については，生物学的事象に対して

機能を維持すること若しくは生物学的事象による損傷を考慮して

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせる

ことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1（3.2:31～32）】 

 

(10) 森林火災 

 敷地外の森林から出火し，敷地内の植生へ延焼するおそれがあ

る場合は，自衛消防隊が出動し，予防散水等の延焼防止措置を行

う。また，敷地内の植生へ延焼した場合であっても，森林火災シ

ミュレーション（ＦＡＲＳＩＴＥ）による影響評価に基づいた防

火帯幅を確保すること等により，安全機能が損なわれることはな

い。 

 また，上記以外の安全施設については，建屋による防護，消火

・東海第二は，設置許可

添付書類八の内容を

記載 
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活動，代替設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間

での修復等の対応又はそれらを適切に組み合わせることにより，

安全機能を損なわない設計とする。 

 森林火災に伴うばい煙等発生時の二次的影響に対して，外気を

直接設備内に取り込む機器，外気を取り込む空調系統，屋外設置

機器に分類し，影響評価を行い，必要な場合は対策を実施するこ

とにより，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1（3.2:32）】 

 

(11) 高潮 

 安全施設は，高潮の影響を受けない敷地高さ（T.P.（東京湾中

等潮位）＋3.3m）以上に設置することで，安全機能を損なわない

設計とする。 

 なお，発電所周辺海域の潮位については，発電所から北方約 3km

地点に位置する茨城港日立港区で観測された潮位を設計潮位とす

る。本地点の最高潮位は T.P.＋1.46m（1958 年 9 月 27 日），朔望

平均満潮位が T.P.＋0.61mである。 

【別添資料 1（3.2:33）】 

 

 

・東海第二は，設置許可

添付書類八の内容を

記載 
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2.1.2 自然現象の組み合わせ 

 自然現象，人為事象の組み合わせについては，地震，津波，風

（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山

の影響，森林火災，生物学的事象等の影響を考慮する。 

 事象が単独で発生した場合の影響と比較して，複数の事象が重

畳することで影響が増長される組み合わせを特定し，その組み合

わせの影響に対しても安全機能を損なわない設計とする。 

 「別添 1-1 6. 図 7」に自然現象/人為事象の組み合わせ事象の

評価フローを示す。 

 

 

 

 

(1) 組み合わせる自然現象の抽出 

a. 検討対象事象 

 検討対象とする外部事象は，「2.1.1.1」と同様に，文献より集

約，整理した 83 事象（自然現象 55 事象，人為事象 28 事象）か

ら類似事象・随伴事象の観点で設計上考慮すべき事象を整理した

61事象（自然現象 42事象及び人為事象 19事象）に対して，地震，

津波を加えた 63事象とする。 

 

b. 検討対象 

 「2.1.1.1」において単一の自然現象/人為事象として一次評価

で評価完了とした事象についても，重畳を考えた場合にはプラン

トの安全性に影響を及ぼす可能性があるため，検討対象の評価基

準を見直す。単一の自然現象/人為事象で設定した評価基準及び重

畳の検討への適用性について「別添 1-1 6. 表 7」に示す。 

 

c. 重畳検討対象の抽出結果 

 抽出された，重畳の検討対象となる自然現象及び人為事象を「別

添 1-1 6. 表 8」に示す。 

 

(2) 組み合わせる自然現象に対する設計方針 

 自然現象の組み合わせについては，「2.1.2(1)」で抽出された事

象の全ての組み合わせに対して網羅的に検討を実施する。 

 

a. 重畳を考慮する事象数及び規模について 

 基本的には 2 つの事象が重畳した場合の影響を検討する。ただ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自然現象の組合せについては，発電所敷地で想定される自然現

象（地震及び津波を除く。）として抽出された 11 事象をもとに，

被害が考えられない洪水及び津波に包含される高潮を除いた 9 事

象に地震及び津波を加えた 11事象を，網羅的に検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 自然現象の組み合わせ 

 自然現象の組み合わせについては，地震，津波，風（台風），竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，森林火災，

生物学的事象等の影響を考慮する。 

 事象が単独で発生した場合の影響と比較して，複数の事象が重

畳することで影響が増長される組み合わせを特定し，その組み合

わせの影響に対しても安全機能を損なわない設計とする。 

 「別添 1-1 6. 第 6-1 図」に自然現象の組み合わせ事象の評価

フローを示す。 

 

 

 

 

(1) 組み合わせる自然現象の抽出 

 

 検討対象とする外部事象は，「2.1.1.1」と同様に，発電所敷地

で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）として抽出された

11 事象をもとに，被害が考えられない洪水を除いた 10 事象に地

震及び津波を加えた 12事象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 組み合わせる自然現象に対する設計方針 

 自然現象の組み合わせについては，「2.1.2 (1)」で抽出された

事象の全ての組み合わせに対して網羅的に検討を実施する。 

 

ａ. 重畳を考慮する事象数及び規模について 

 基本的には２つの事象が重畳した場合の影響を検討する。ただ

・東海第二は，設置許可

添付書類八の内容を

記載 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，これま

での審査実績（PWR）の

評価手法に基づき自然

現象の重畳を評価 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，これま

での審査実績（PWR）の

評価手法に基づき自然

現象の重畳を評価 
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し，発生頻度が高い事象については，考慮する組み合わせに関係

なく，ベースとして負荷がかかっている状況を想定する。また，

相関性のある事象については同時に発生しているものとして考慮

する。 

 想定する規模については，基本的には単純性・保守性のために，

主事象として設計基準で想定している規模，副事象として年超過

確率 10-2（プラント寿命期間を考慮して設定）の規模の事象を想

定する。ただし，随伴事象等相関性が高い事象の組み合わせにつ

いては，設計基準規模の事象同士が重畳することを考慮する。 

 

b. 重畳影響分類 

 自然現象及び人為事象ごとに影響モード（荷重，閉塞，熱影響

等）を整理し，全ての組み合わせを網羅的に検討し，影響が増長

する組み合わせを特定する。組み合わせを考慮した場合に発電用

原子炉施設に与える影響パターンを以下の観点で分類する。 

・組み合わせた場合も影響が増長しない（影響が小さくなるもの

を含む） 

・同時に発生する可能性が極めて低い 

・増長する影響について，個々の事象の検討で包絡されている，

又は個々の事象の設計余裕に包絡されている 

 

 「別添 1-1 6. 図 8」に示したとおり，上記の観点のいずれかに

該当する自然現象の組み合わせについては，安全施設の安全機能

が損なわれないことを確認。 

 影響が増長するケースについては，それらを「別添 1-1 6. 図

10」のとおり 4 つのタイプに分類し，新たな影響モードが生じる

モードについても考慮する。 

 分類結果を「別添 1-1 6. 表 9」に示す。 

 

c. 個別評価 

 プラントへの影響が想定される重畳について，個別に検討を実

施する。ここで，「重畳の結果を個別に評価するもの」，「ほかの重

畳事象で代表させるもの」，「単一事象に包絡されるもの」に整理

し検討する。 

 検討結果を「別添 1-1 6. 表 10」に示す。 

 事象が単独で発生した場合の影響と比較して，複数の事象が重

畳することで影響が増長される組み合わせを特定し，その中から

荷重の大きさ等の観点で代表性のある，地震，積雪，火山の組み

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組み合わせた場合も影響が増長しない（影響が小さくなるもの

を含む） 

・同時に発生する可能性が極めて低い 

・増長する影響について，個々の事象の検討で包絡されている又

は個々の事象の設計余裕に包絡されている 

・上記以外で影響が増長する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上の観点より，事象が単独で発生した場合の影響と比較して，

複数の事象が重畳することで影響が増長される組合せを特定し，

その中から荷重の大きさ等の観点で代表性のある，地震，津波，

し，発生頻度が高い事象については，考慮する組み合わせに関係

なく，ベースとして負荷がかかっている状況を想定する。また，

相関性のある事象については同時に発生しているものとして考慮

する。 

 想定する規模については，設計基準規模の事象同士が重畳する

ことを考慮する。 

 

 

 

 

ｂ. 重畳影響分類 

 自然現象ごとに影響モード（荷重，閉塞，熱影響等）を整理し，

全ての組み合わせを網羅的に検討し，影響が増長する組み合わせ

を特定する。組み合わせを考慮した場合に発電用原子炉施設に与

える影響パターンを以下の観点で分類する。 

・組み合わせた場合も影響が増長しない（影響が小さくなるもの

を含む） 

・同時に発生する可能性が極めて低い 

・増長する影響について，個々の事象の検討で包含されている，

又は個々の事象の設計余裕に包含されている 

 

 「別添 1-1 6. 第 6－3表」に示したとおり，荷重による影響以

外については，上記の観点のいずれかに該当することから安全施

設の安全機能が損なわれないことを確認。 

 

 

 

 

 

c. 荷重評価 

 プラントへの影響が想定される荷重の重畳について，個別に検

討を実施する。 

 

 

 検討結果を「別添 1-1 6.(3)」に示す。 

 事象が単独で発生した場合の影響と比較して，複数の事象が重

畳することで影響が増長される，地震，津波，風（台風），竜巻，

積雪及び火山の影響の荷重の組み合わせに対し，安全施設の安全

 

 

 

 

・設計方針の相違 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，これま

での審査実績（PWR）の

評価手法に基づき自然

現象の重畳を評価 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 
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合わせの影響に対し，安全施設の安全機能を損なわない設計とす

る。なお，地震とほかの自然現象との組み合わせについては，設

置許可基準規則第 4 条「地震による損傷の防止」においても考慮

している。 

火山の影響，風（台風）及び積雪の組合せの影響に対し，安全施

設は安全機能を損なわない設計とする。組み合わせる事象の規模

については，設計基準規模事象同士の組合せを想定する。 

 ただし，「第四条 地震による損傷の防止」及び「第五条 津波

による損傷の防止」において考慮する事項は，各々の条項で考慮

し，地震又は津波と組み合わせる自然現象による荷重としては，

風（台風）又は積雪とする。組合せに当たっては，地震又は津波

の荷重の大きさ，最大荷重の継続時間，発生頻度の関係を踏まえ

た荷重とし，施設の構造等を考慮する。 

【別添資料 1（6.:51〜76）】 

 

機能を損なわない設計とする。なお，地震又は津波とほかの自然

現象との組み合わせについては，設置許可基準規則第４条「地震

による損傷の防止」又は設置許可基準規則第５条「津波による損

傷の防止」においても考慮している。 

 自然現象の重畳につ

いて，設計基準で想定し

ている規模の主事象と，

年超過確率 10－２の規模

の副事象の重畳を考慮

しているが，島根２号炉

は設計基準規模の事象

同士の重畳を想定して

おり，荷重の影響につい

ては，各事象の設計基準

規模の発生頻度及び荷

重の継続時間を考慮し

て設定していることに

よる相違 
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2.1.3 大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に

対する重要安全施設への考慮 

 発電用原子炉施設のうち重要安全施設は，予想される自然現象

のうち最も苛酷と考えられる条件，又は自然力に事故荷重を適切

に組み合わせた場合を考慮する。 

 

 

 

 重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象は，「2.1.1.1」において選定した自然現象に含まれる。

また，重要安全施設を含む安全施設は，「2.1.1.1」において選定

した自然現象又はその組み合わせにより安全機能を損なわない設

計としている。安全機能を損なわなければ設計基準事故に至らな

いため，重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定

される自然現象又はその組み合わせと設計基準事故に因果関係は

ない。したがって，因果関係の観点からは，重要安全施設に大き

な影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により重要安

全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力を組み合

わせる必要はなく，重要安全施設は，個々の事象に対して安全機

能を損なわない設計とする。 

第２項について 

 

 重要安全施設は，当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそ

れがあると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用す

る衝撃及び設計基準事故時に生じる応力を，それぞれの因果関係

及び時間的変化を考慮して，適切に組み合わせて設計する。なお，

過去の記録，現地調査の結果等を参考にして，必要のある場合に

は，異種の自然現象を重畳させるものとする。 

 重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象は，第１項において選定した自然現象に含まれる。また，

重要安全施設を含む安全施設は，第１項において選定した自然現

象又はその組合せにより，安全機能を損なわない設計としている。

安全機能を損なわなければ設計基準事故に至らないため，重要安

全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象

又はその組合せと設計基準事故に因果関係はない。したがって，

因果関係の観点からは，重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそ

れがあると想定される自然現象により重要安全施設に作用する衝

撃及び設計基準事故時に生じる応力を組み合わせる必要はなく，

重要安全施設は，個々の事象に対して，安全機能を損なわない設

計とする。 

 また，重要安全施設は，設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生

すると考えられる自然現象により当該重要安全施設に作用する衝

撃及び設計基準事故時に生じる応力を適切に考慮する設計とす

る。 

【別添資料 1（添-16.:1〜2）】 

 

 

2.1.3 大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象

に対する重要安全施設への考慮 

 発電用原子炉施設のうち重要安全施設は，予想される自然現象

のうち最も苛酷と考えられる条件，又は自然力に事故荷重を適切

に組み合わせた場合を考慮する。 

 

 

 

 重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象は，「2.1.1.1」において選定した自然現象に含まれる。

また，重要安全施設を含む安全施設は，「2.1.1.1」において選定

した自然現象又はその組み合わせにより安全機能を損なわない設

計としている。安全機能が損なわなければ設計基準事故に至らな

いため，重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定

される自然現象又はその組み合わせと設計基準事故に因果関係は

ない。したがって，因果関係の観点からは，重要安全施設に大き

な影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により重要安

全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力を組み合

わせる必要はなく，重要安全施設は，個々の事象に対して安全機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

（別添１－１ 添付資料３） 
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 第３項について 

 発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるもの（故意によるものを除く。）は，発電所及びその周辺で

の発生の可能性，安全施設への影響度，発電所敷地及びその周辺

に到達するまでの時間余裕及び影響の包絡性の観点から，発電用

原子炉施設に影響を与えるおそれがある事象として，飛来物（航

空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船

舶の衝突及び電磁的障害を選定する。 

 安全施設は，発電所敷地又はその周辺において想定される発電

用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全

機能を損なわない設計とする。ここで，発電所敷地又はその周辺

において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるも

のを除く。）に対して，安全施設が安全機能を損なわないために必

要な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含

む。）への措置を含める。 

【別添資料 1（1.:1〜17）（2.:18〜19）（4.:34）】 

 

(1) 飛来物（航空機落下） 

 発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）への航空機

の落下確率は，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価

基準について」（平成 14･7･29 原院第 4号（平成 14年 7月 30日 原

子力安全・保安院制定））等に基づき評価した結果，約 8.5×10－８

回／炉･年であり，防護設計の要否を判断する基準である 10－７回

／炉･年を超えないため，飛来物（航空機落下）による防護につい

て設計上考慮する必要はない。 

 使用済燃料乾式貯蔵建屋は，発電用原子炉施設（使用済燃料乾

式貯蔵建屋除く。）と安全機能が独立していること，かつ設置場所

は発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）と離隔され

ていることから，個別に航空機落下確率を評価した結果，約

6.1×10－８回／炉･年であり，防護設計の要否を判断する基準であ

る 10－７回／炉･年を超えないため，飛来物（航空機落下）による

防護について設計上考慮する必要はない。 

【別添資料 1（4.1:34）】 
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(2) ダムの崩壊 

 発電所敷地の北側に久慈川が位置しており，その支川である山

田川の上流約 30kmにダムが存在する。 

 久慈川は敷地の北方を太平洋に向かい東進していること，発電

所敷地の西側は北から南にかけては EL.3m～EL.21m の上り勾配と

なっていることから，発電所敷地がダムの崩壊により影響を受け

ることはなく，ダムの崩壊を考慮する必要はない。 

【別添資料 1（4.1:34〜35）】 

 

(3) 爆発 

 発電所敷地外 10km以内の範囲において，爆発により安全施設に

影響を及ぼすような石油コンビナート施設はないため，爆発によ

る安全施設への影響については考慮する必要はない。 

 発電所敷地外 10km 以内の危険物貯蔵施設又は発電所敷地周辺

道路の燃料輸送車両から爆発が発生する場合を想定しても，離隔

距離の確保により，安全機能を損なわない設計とする。航行中の

船舶が漂流し爆発が発生する場合を想定しても，離隔距離の確保

等により，安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記以外の安全施設については，離隔距離の確保，代替

設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間での修復等

の対応又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を

損なわない設計とする。 

【別添資料 1（4.1:35～36）】 

 

(4) 近隣工場等の火災 

ａ．石油コンビナート施設等の火災 

 発電所敷地外 10km以内の範囲において，火災により評価対象施

設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設はないため，火災

による安全施設への影響については考慮する必要はない。 

 発電所敷地外 10km以内の範囲において，石油コンビナート施設

以外の危険物貯蔵施設又は発電所敷地周辺道路の燃料輸送車両か

ら火災が発生する場合を想定しても，離隔距離の確保等により，

安全機能を損なわない設計とする。航行中の船舶が漂流し火災が

発生する場合を想定しても，離隔距離の確保等により，安全機能

を損なわない設計とする。 

 

ｂ．発電所敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災 

 発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災発生時の輻射

・東海第二は，設置許可

添付書類八の内容を

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

熱による評価対象施設の建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選

定した，火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度等を許

容温度以下とすることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 

ｃ．航空機墜落による火災 

 原子炉建屋周辺に航空機が墜落し，燃料火災が発生した場合，

直ちに公設消防へ通報するとともに，自衛消防隊が出動し，速や

かに初期消火活動を行う。 

 航空機が外部事象防護対象施設である原子炉建屋等の周辺で落

下確率が 10－７回／炉・年以上になる地点へ墜落することを想定し

ても，火災の影響により安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記以外の安全施設については，建屋による防護，消火

活動，代替設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間

での修復等の対応又はそれらを適切に組み合わせることにより,

安全機能を損なわない設計とする。 

 

ｄ．二次的影響（ばい煙等） 

 石油コンビナート施設の火災，発電所敷地内に設置する危険物

貯蔵施設等の火災及び航空機墜落による火災に伴うばい煙等発生

時の二次的影響に対して，外気を直接設備内に取り込む機器，外

気を取り込む空調系統及び屋外設置機器に分類し，影響評価を行

い，必要な場合は対策を実施することにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

【別添資料 1（4.1:36〜37）】 

 

(5) 有毒ガス 

 有毒ガスの漏えいについては固定施設（石油コンビナート施設

等）と可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考えられる。

発電所周辺には周辺監視区域が設定されているため，発電用原子

炉施設と近隣の施設や周辺道路との間には離隔距離が確保されて

いることから，有毒ガスの漏えいを想定した場合でも，中央制御

室の居住性を損なうことはない。また，敷地港湾の前面の海域を

移動中の可動施設から有毒ガスの漏えいを想定した場合も同様

に，離隔距離が確保されていることから，中央制御室の居住性を

損なうことはない。 

 発電所敷地内に貯蔵している化学物質については，貯蔵施設か

らの漏えいを想定した場合でも，中央制御室の居住性を損なうこ

とはない。 
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 また，中央制御室換気系については，外気取入ダンパを閉止し，

閉回路循環運転を行うことにより中央制御室の居住性を損なうこ

とはない。 

【別添資料 1（4.1:37〜38）】 

 

(6) 船舶の衝突 

 航路を通行する船舶の衝突に対し，航路からの離隔距離を確保

することにより，安全施設が安全機能を損なわない設計とする。 

小型船舶が発電所近傍で漂流した場合でも，防波堤等に衝突して

止まることから取水性を損なうことはない。また，万が一防波堤

を通過し，カーテンウォール前面に小型船舶が到達した場合であ

っても，吞み口が広いため，取水性を損なうことはない。 

 船舶の座礁により，重油流出事故が発生した場合は，オイルフ

ェンスを設置する措置を講じる。 

 したがって，船舶の衝突によって取水路が閉塞することはなく，

安全施設が安全機能を損なうことはない。 

【別添資料 1（4.1:38～39）】 

 

(7) 電磁的障害 

 安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，計装盤へ入線

する電源受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部から

の信号入出力部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体

や金属シールド付ケーブルの適用等により，影響を受けない設計

としている。 

 したがって，電磁的障害により安全施設が安全機能を損なうこ

とはない。 

【別添資料 1（4.1:39）】 

 

 

 

 

 

・東海第二は，設置許可

添付書類八の内容を

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51



 

まとめ資料比較表 〔６条 外部事象の考慮について 別添１－１〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

別 添 1－1 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉 

外部事象の考慮について 

 

目次 

1. 設計上考慮する外部事象の抽出 

1.1 外部事象の収集 

1.2 外部事象に対する 1次評価 

1.2.1 評価基準 

1.2.2 1次評価結果 

2. 基本方針 

3. 地震，津波以外の自然現象 

3.1 設計基準の設定 

3.2 個別評価 

4. 人為事象（偶発的） 

4.1 個別評価 

5. 外部事象に対する安全施設への影響評価 

6. 自然現象/人為事象の重畳について 

6.1 検討対象 

6.1.1 検討対象事象 

6.1.2 単一の事象における評価基準の重畳検討への適合性 

6.1.3 重畳検討対象の抽出結果 

 

6.2 重畳影響分類 

6.2.1 重畳影響分類方針 

6.2.1-1 事象数 

6.2.1-2 規模 

6.2.1-3 影響パターン 

6.2.2 重畳影響分類結果 

6.3 個別評価 

6.3.1 アクセス性・視認性について 

 

 

別添資料 1 

 

東海第二発電所 

外部事象の考慮について 

 

目 次 

1. 設計上考慮する外部事象の抽出 

1.1 外部事象の収集 

1.2 外部事象の選定 

1.2.1 除外基準 

1.2.2 選定結果 

2. 基本方針 

3. 地震，津波以外の自然現象 

3.1 設計基準の設定 

3.2 個別評価 

4. 外部人為事象 

4.1 個別評価 

5. 自然現象，外部人為事象に対する安全施設への影響評価 

6. 自然現象の重畳について 

6.1 検討対象 

6.1.1 検討対象事象 

6.2 事象の特性の整理 

6.2.1 相関性のある自然現象の特定 

6.2.2 影響モードのタイプ分類 

6.3 重畳影響分類 

6.3.1 重畳影響分類方針 

 

 

6.3.2 影響パターン 

6.3.3 重畳影響分類結果 

6.4 詳細評価 

6.4.1 アクセス性・視認性について 

 

 

別添１－１ 

 

島根原子力発電所２号炉 

外部事象の考慮について 

 

目   次 

1. 設計上考慮する外部事象の選定 

 1.1 外部事象の収集 

 1.2 設計上考慮する外部事象の選定 

 

 1.3 設計上考慮する外部事象の選定結果 

2. 基本方針 

3. 自然現象の考慮 

 3.1 設計基準の設定 

 3.2 個別評価 

4. 人為事象の考慮 

 

5. 外部事象に対する安全施設の影響評価について 

6. 自然現象の組み合わせについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，これま

での審査実績（PWR）の

評価手法に基づき自然

現象の重畳を評価 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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添付資料 

1． 設計上考慮する外部事象の収集・整理 

2． 柏崎刈羽原子力発電所における航空機落下確率 

3． 防護すべき安全施設及び重大事故等対象施設への考慮 

4． 設計基準設定において参考とする年超過確率評価について 

5． 風（台風）影響評価について 

6． 低温（凍結）影響評価について 

7． 降水影響評価について 

8． 積雪影響評価について 

9． 落雷影響評価について 

10．地滑り影響評価について 

11．生物学的事象影響評価について 

12．有毒ガス影響評価について 

13．船舶の衝突影響評価について 

14．電磁的障害影響評価について 

15．積雪・降下火砕物堆積状態での地震発生時の影響評価につい

て 

16．避雷鉄塔による遮蔽効果に期待しない場合の落雷影響評価に

ついて 

17．重畳の考え方について 

 

 

添付１：東海第二発電所 外部事象の考慮について 添付資料 添付資料 

1.  旧安全設計審査指針と設置許可基準規則の比較について 

2.  考慮した外部事象についての対応状況について 

3.  設計基準事故時に生じる応力の考慮について 

4.  考慮すべき事象の除外基準と ASME 判断基準との比較につい

て 

5.  防護すべき安全施設及び重大事故等対処設備への考慮 

6.  過去の経験データを用いた設計基準の設定の妥当性につい

て 

7.  風（台風）影響評価について 

8.  凍結影響評価について 

9.  降水影響評価について 

10. 積雪影響評価について 

11. 落雷影響評価について 

12. 地滑り・土石流影響評価について 

13. 生物学的事象影響評価について 

14. 航空機落下確率評価について 

15. 電磁的障害影響評価について 

16. 主荷重と組み合わせる場合の積雪荷重の考え方について 

17. 船舶の衝突影響評価について 

18. 耐津波設計における余震荷重と津波荷重の組み合わせにつ

いて 

19. 発生頻度を踏まえた主荷重同士の組み合わせの考え方につ

いて 
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1. 設計上考慮する外部事象の抽出 

 柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき

外部事象の抽出に当たっては，国内で一般に発生し得る事象に加

え，欧米の基準等で示されている事象を用い網羅的に収集し（自

然現象 55 事象，人為事象 28 事象）類似性，随伴性から整理を行

い，地震，津波を除く 61事象（自然現象 42事象，人為事象 19事

象）を抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その上で，各事象に対し 1 次評価を実施し，その結果及び海外

文献を参考に策定した評価基準に基づき，より詳細に検討すべき

外部事象について 2 次評価を実施した。外部事象に対する影響評

価のフロー図を図 1に示す。 

 

 

 

1. 設計上考慮する外部事象の抽出 

 発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき外部事象の抽出

に当たっては，国内で一般に発生しうる事象に加え，欧米の基準

等で示されている事象を用い網羅的に収集し，類似性，随伴性か

ら整理を行い，地震，津波を含めた 78 事象（自然現象 55 事象，

外部人為事象 23事象）を抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その結果及び海外文献を参考に策定した評価基準に基づき，よ

り詳細に検討すべき外部事象について評価及び選定を実施した。 

外部事象に対する影響評価のフロー図を参考 2に示す。 

1. 設計上考慮する外部事象の選定 

 島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき外部

事象の抽出に当たっては，国内で一般に発生し得る事象に加え，

欧米の基準等で示されている事象を用い網羅的に収集し，自然現

象 55事象，人為事象 23事象を抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その上で，地震，津波を除く各事象に対し，海外文献を参考に

策定した評価基準に基づき評価を実施し，設計上考慮する外部事

象（自然現象 10事象，人為事象 6事象）を選定した。外部事象に

対する選定フローを第 1－1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

故意による人為事象

も抽出しているが，島根

２号炉は本条文の対象

外のため，収集していな

い。また，収集した自然

現象 55 事象を類似性・

随伴性から 42 事象に整

理して評価しているが，

島根２号炉は自然現象

55 事象そのまま評価を

実施している（人為事象

も同様）。 
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第 1－1図 設計上考慮する外部事象の選定フロー 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 １．の最後に記載 
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1.1 外部事象の収集 

 発電用原子炉施設に対して外部から作用する衝撃による損傷を

防止するため，自然現象や人為事象に関して，事象を収集する。

事象の収集に当たっては，国内外の規制機関や学識経験者による

検討結果，PRA にて挙げられた全ての事象を対象とすることで網

羅性を確保した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に挙げる資料から，国内における規制（資料 a,b）で取り上

げている事象や，国外の規制として，米国原子力規制委員会が定

めた PRA についてのガイド（資料 c）や IAEA が定めたガイド（資

料 d）に取り上げている事象を収集した。 

 a. 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備

の基準に関する規則の解釈」（制定 平成 25 年 6 月 19 日 原

規技発第 1306193号 原子力規制委員会決定） 

 b. 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則の解釈」（制定 平成 25 年 6 月 19日 原規技発第 1306194 

号 原子力規制委員会決定） 

 c. NUREG/CR-2300 “PRA Procedures Guide”, NRC, January 

1983 

 d. Specific Safety Guide (SSG-3) “Development and 

Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment 

for Nuclear Power Plants”, IAEA, April 2010 

 さらに，日本の自然現象における実例（資料 e）や，米国の原

子力発電設備の維持基準に引用されている米国機械学会の規格

（資料 f），また，関連して，地震や洪水を含む様々な過酷な自然

現象への対応に適用できるように考案された FLEX（多様かつ柔軟

1.1 外部事象の収集 

 設置許可基準規則の解釈第六条 2項及び 8項において，「想定さ

れる自然現象（地震及び津波を除く。）」と「安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象」として，以下のとおり例示されて

いる。 

 

第六条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

（中略） 

２ 第 1 項に想定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然

環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、

地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用され

るものをいう。 

（中略） 

８ 第 3 項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によ

るものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択さ

れるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近

隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。 

 

 想定される自然現象及び発電用原子炉施設の安全性を損なわせ

る原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意に

よるものを除く。）（以下「外部人為事象」という。）について網羅

的に抽出するための基準等については，国外の基準として

「Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety 

Assessment for Nuclear Power Plants （IAEA,April 2010）」を，

また外部人為事象を選定する観点から「DIVERSE AND FLEXIBLE 

COPING STRATEGIES（FLEX） IMPLEMENTATION GUIDE（NEI-12-06 

August 2012）」，日本の自然現象を網羅する観点から「日本の自然

災害（国会資料編纂会 1998 年）」を参考にした。これらの基準等

に基づき抽出した想定される自然現象を第 1.1－1表に，想定され

る外部人為事象を第 1.1－2表に示す。 

 なお，その他に NRCの｢NUREG/CR-2300 PRA Procedures Guide 

（NRC,January 1983）｣等の基準も事象収集の対象としたが，これ

ら追加した基準の事象により，「（3） 設計上考慮すべき想定され

る自然現象及び外部人為事象の選定結果」において選定される事

象が増加することはなかった。 

1.1 外部事象の収集 

 発電用原子炉施設に対して外部から作用する衝撃による損傷を

防止するため，自然現象や人為事象に関して，事象を収集する。

設計上考慮する外部事象について網羅的に抽出するために国内外

の基準等を収集した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に挙げる資料から，国内における規制（資料①，②）で取り

上げている事象や，国外の規制として，米国原子力規制委員会が

定めた PRA についてのガイド（資料③）や IAEA が定めたガイド

（資料④）に取り上げている事象を抽出した。 

① 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備

の基準に関する規則の解釈」（制定 平成 25年６月 19日 原規

技発第 1306193号 原子力規制委員会決定） 

② 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則の解釈」（制定 平成 25年６月 19日 原規技発第 1306194号 

原子力規制委員会決定） 

③ NUREG/CR-2300 “PRA Procedures Guide”, NRC, January 1983 

 

④  Specific Safety Guide (SSG-3) “ Development and 

Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for 

Nuclear Power Plants”, IAEA, April 2010 

 さらに，日本の自然現象における実例（資料⑤）や，米国の原

子力発電設備の維持基準に引用されている米国機械学会の規格

（資料⑥），また，関連して，地震や洪水を含む様々な過酷な自然

現象への対応に適用できるように考案されたＦＬＥＸ（多様かつ

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 外部事象を国内外の

基準及び文献等を基に

網羅的に収集する考え

方に相違なし 
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な対応方策）や大規模損壊事象を取り上げている米国 NEI のガイ

ド(資料 g,h)で取り上げられている事象を収集することによって，

網羅性を確保した。 

 e. 「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998 年 

 f. ASME/ANS RA-S-2008 “Standard for Level 1/Large Early 

Release Frequency probabilistic Risk Assessment for 

Nuclear Power Plant Applications” 

 

 g. DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES(FLEX) 

IMPLEMENTATION GUIDE(NEI-12-06 August2012) 

 h. B.5.b Phase2＆3 Submittal Guideline(NEI-06-12 December 

2006) 2011.5 NRC 公表 

 

 

 以上の a～h の資料より，外部事象 83 事象（自然現象 55 事象，

人為事象 28 事象）が収集された。 

 

 これらの事象について，類似事象，随伴事象について整理し，設

計上考慮する外部事象として外部事象 61 事象（自然現象 42 事

象，人為事象 19 事象）を抽出した。（表 1，表 2）これらの事象

の抽出過程については，添付資料 1「設計上考慮する外部事象の

収集・整理」のとおり。 

 

 なお，自然現象 42 事象に挙げていない地震，津波及びその随伴

事象はそれぞれ「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構

造及び設備の基準に関する規則」（以下，「設置許可基準規則」と

いう。）第四条（地震による損傷の防止），第五条（津波による損

傷の防止）にて扱うこととし，本資料の対象外とする。 

 

柔軟な対応方策）や大規模損壊事象を取り上げている米国ＮＥＩ

のガイド等(資料⑦，⑧，⑨)で取り上げられている事象を収集す

ることによって，網羅性を確保した。 

⑤ 「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998年 

⑥  ASME/ANS RA-S-2009 “ Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 

Standard for Level 1/Large Early Release Frequency 

probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant 

Applications” 

⑦ DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES(FLEX) 

IMPLEMENTATION GUIDE(NEI-12-06 August2012) 

⑧ B.5.b Phase2＆3 Submittal Guideline(NEI-06-12 December 

2006)-2011.5 NRC公表 

⑨ 「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施

基準：2014」一般社団法人 日本原子力学会 2014年 12月 

以上の①～⑨の資料より，外部事象 78事象（自然現象 55事象，

人為事象 23事象）が収集された（第１－１表，第１－２表）。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，自然現象 55事象のうち地震，津波及びその随伴事象はそ

れぞれ「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設

備の基準に関する規則」（以下，「設置許可基準規則」という。）第

四条（地震による損傷の防止），第五条（津波による損傷の防止）

にて扱うこととし，本資料の対象外とする。 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は新たに

発行された資料を追加 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は新たに

発行された資料を追加 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

故意による人為事象

も抽出しているが，島根

２号炉は本条文の対象

外のため，収集していな

い。また，収集した自然

現象 55 事象を類似性・

随伴性から 42 事象に整

理して評価しているが，

島根２号炉は自然現象

55 事象そのまま評価を

実施している（人為事象

も同様）。 
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 第 1.1－1表 考慮する外部ハザードの抽出 

（想定される自然現象） 

 

 

第 1－1表 外部ハザードの抽出（自然現象） 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添付資料１に記載 
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①DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES （FLEX） 

IMPLEMENTATION GUIDE （NEI-12-06 August 2012） 

②「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998年 

③Specific Safety Guide （SSG-3） “Development and Application 

of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power 

Plants”, IAEA, April 2010 

④ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

の解釈」（制定：平成 25年 6月 19日） 

⑤ NUREG/CR-2300“PRA PROCEDURES GUIDE”,NRC, January 1983 

⑥ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則の解釈」（制定：平成 25年 6月 19日） 

⑦ ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 

Standard for Level 1/Large Early Release Frequency 

Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant 

Applications" 

⑧ B.5.b Phase2&3 Submittal Guideline （NEI-06-12 December 

2006） -2011.5 NRC公表 

⑨「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基

準：2014」一般社団法人 日本原子力学会 

 

 

※外部ハザードを抽出した文献等の番号は「1.1 外部事象の収集」

における資料番号と同じ 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添付資料１に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 文献①～⑨について，

島根２号炉は「1.1 外部

事象の収集」に記載 
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 第 1.1－2表 考慮する外部ハザードの抽出 

（想定される外部人為事象） 

 

①DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES （FLEX） 

IMPLEMENTATION GUIDE （NEI-12-06 August 2012） 

②「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998年 

③Specific Safety Guide （SSG-3） “Development and Application 

of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power 

Plants”, IAEA, April 2010 

④ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

の解釈」（制定：平成 25年 6月 19日） 

⑤ NUREG/CR-2300“PRA PROCEDURES GUIDE”,NRC, January 1983 

⑥ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則の解釈」（制定：平成 25年 6月 19日） 

⑦ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard 

for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic 

Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications" 

⑧ B.5.b Phase2&3 Submittal Guideline （NEI-06-12 December 

2006） -2011.5 NRC公表 

⑨「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基

準：2014」一般社団法人 日本原子力学会 

第 1－2表 外部ハザードの抽出（人為事象） 

 

 

※外部ハザードを抽出した文献等の番号は「1.1 外部事象の収集」

における資料番号と同じ 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添付資料１に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 文献①～⑨について，

島根２号炉は「1.1 外

部事象の収集」に記載 
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1.2 外部事象に対する 1 次評価 

1.2.1 評価基準 

 外部事象に係る海外での評価手法※を参考に，1次評価にあたり

影響を評価する基準を以下のように設定した。評価に当たっては，

サイトに外部事象が有意な影響を与えるかという観点の評価（基

準 A，基準 B）に加え，サイトに到達した外部事象が設備にどの程

度影響を与えるかという観点の評価（基準 C）を実施する，又は，

外部事象の影響規模がほかの外部事象に包絡される（基準 D）こ

とを確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 基準 A：プラントに影響を与えるほど接近した場所で発生しな

い。 

 基準 B：ハザードの進展・襲来が遅く，事前にそのリスクを予

知・検知し，ハザードを排除できる。 

 基準 C：プラント設計上，考慮された事象と比べて，設備等へ

の影響度が同等若しくはそれ以下，又は，プラントの

安全性が損なわれることがない。 

 基準 D：影響が他事象に包絡される。 

 

 ※評価基準の策定に当たって参照した文献は以下のとおり。 

 これらの文献は，IAEA 基準や PRA 基準を参考とするために選

定した。 

 － Specific Safety Guide (SSG-3) “ Development and 

Application of Level1 Probabilistic Safety Assessment for 

Nuclear Power Plants”, IAEA,April 2010 

 －ASME/ANS RA-S-2008 “ Standard for Level1 / Large Early 

Release Frequency probabilistic Risk Assessment for 

Nuclear Power Plant Applications" 

 

 

1.2 外部事象の選定 

1.2.1 除外基準 

 1.1 で網羅的に抽出した事象について，発電所において設計上

考慮すべき事象を選定するため，海外での評価手法※を参考とし

た第 1.2－1 表の除外基準のいずれかに該当するものは除外して

事象の選定を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.2－1表 考慮すべき事象の除外基準（参考 1参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 

Standard for Level 1/Large Early Release 

FrequencyProbabilistic Risk Assessment for Nuclear Power 

Plant Applications" 

1.2 設計上考慮する外部事象の選定 

 

外部事象に係る海外での評価手法※を参考に，設計上考慮する

外部事象を選定するに当たり，影響を評価する基準を以下のよう

に設定した。評価に当たっては，サイトに外部事象が有意な影響

を与えるかという観点の評価（基準Ａ，基準Ｂ，基準Ｅ）に加え，

サイトに到達した外部事象が設備にどの程度影響を与えるかとい

う観点の評価（基準Ｃ）を実施する，又は，外部事象の影響規模

がほかの外部事象に包含される（基準Ｄ），第６条とは別の条項に

より評価している若しくは故意の人為事象である（基準Ｆ）こと

を確認している。評価基準を第 1－3表に示す。 

（添付資料 4  考慮すべき事象の除外基準と ASME判断基準との比

較について） 

 

第 1－3表 評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  ASME/ANS RA-Sa-2009 “ Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 

Standard for Level 1/Large Early Release Frequency 

Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant 

Application”,ASME/ANS，February 2009 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

基準Ｅ，Ｆは設けず，

各事象の評価内容にそ

の内容を記載している。 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

基準Ｅ，Ｆは設けず，

各事象の評価内容にそ

の内容を記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

・評価基準の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は SSG-3

におけるスクリーニン

グ基準が，ASME の基準

から基準Ｅを除いたも

のであるため記載して

いない 
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1.2.2 1 次評価結果 

 各事象に対する 1 次評価を実施し，その結果に基づき上記の基

準を適用した結果を表 3及び表 5に示す。 

 また，1 次評価において，影響の程度を確認できないため以下

の外部事象は，2次評価としてより詳細な影響評価を行う。 

 

 

【自然現象】 

 

 ・風（台風） 

 ・竜巻 

 ・低温（凍結） 

 ・降水 

 ・積雪 

 ・落雷 

 ・地滑り 

 ・火山 

 ・生物学的事象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人為事象（偶発的）】 

 

 

 

 ・火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落

下火災等） 

 ・有毒ガス 

 ・船舶の衝突 

 ・電磁的障害 

1.2.2 選定結果 

 1.2.1 で検討した除外基準に基づき，発電所において設計上考

慮すべき事象を選定した結果を第 1.2－2 表及び第 1.2－3 表に示

す。 

 第六条に該当する「想定される自然現象」として，以下の 11事

象を選定した。 

 

 

・洪水 

・風（台風） 

・竜巻 

・凍結 

・降水 

・積雪 

・落雷 

 

・火山の影響 

・生物学的事象 

 

 

 

・森林火災 

・高潮 

 

 

 

 

 

 

 また，「想定される外部人為事象」として，以下の 7事象を選定

した。 

・飛来物（航空機落下） 

・ダムの崩壊 

・爆発 

・火災 

・有毒ガス 

・船舶の衝突 

・電磁的障害 

1.3 設計上考慮する外部事象の選定結果 

 前述 1.1 で網羅的に抽出した外部事象について，敷地の自然環

境や敷地及び敷地周辺の状況を考慮し，前述 1.2 で設定した評価

基準に基づき評価を実施し，設計上考慮する自然現象及び人為事

象を以下のとおり選定した。評価内容及び選定結果を第 1－4表及

び第 1－5表に示す。 

 

【自然現象】 

・洪水 

・風（台風） 

・竜巻 

・凍結 

・降水 

・積雪 

・落雷 

・地滑り 

・火山の影響 

・生物学的事象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人為事象（偶発的）】 

 

・飛来物（航空機落下） 

・ダムの崩壊 

・火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下

火災等） 

・有毒ガス 

・船舶の衝突 

・電磁的障害 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として洪

水を選定 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は設計上

考慮する事象として地

滑りを選定 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は森林火

災を人為事象として整

理し，高潮は津波評価で

考慮していることから

選定していない。 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として飛

来物（航空機落下），ダ

ムの崩壊を選定 
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 ・内部溢水※ 

※内部溢水については，選定結果により，影響の有無，程度の評

価を行うべき外部事象であるが，ほかの条文（第九条（内部溢

水））で扱うこととし，本資料の対象外とする。 

 

 

 

 なお，以下の意図的な人為事象は，故意によるものであるため

設計上考慮する外部事象として取り上げないが，「第三者の不法な

接近」，「妨害破壊行為（内部脅威含む）」及び「サイバーテロ」は，

第七条（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止）への対

応として扱い，「航空機衝突（意図的）」は「核原料物質，核燃料

物質及び発電用原子炉の規制に関する法律（以下，「原 

子炉等規制法」という。）」第四十三条三の六 第一項 第三号（重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力）への適合性説明の中で扱うこととし，本資料の対

象外とする。 

【人為事象（意図的）】 

 ・第三者の不法な接近 

 ・航空機衝突（意図的） 

 ・妨害破壊行為（内部脅威含む） 

 ・サイバーテロ 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

内部溢水について島

根２号炉は第１－５表

に第九条で扱う旨（基準

Ｆ）を記載 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

故意による人為事象

も収集しているが，島根

２号炉は，本条文の対象

外のため，収集していな

い 
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表 1 自然現象 

 

 

 

 

   

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 収集した自然現象 55

事象を類似性・随伴性か

ら 42 事象に整理して評

価しているが，島根２号

炉は 55 事象そのまま評

価を実施している（人為

事象も同様） 
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表 2 人為事象 

 

 

   

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 収集した人為事象 28

事象を類似性・随伴性か

ら 19 事象に整理して評

価しているが，島根２号

炉は（故意によるものを

除く）23 事象そのまま

評価を実施している 
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表
 3
 自

然
現
象
の

1 
次
評
価
結
果
（

1/
5）

 

 

 

第 1.2－2表 設計基準において想定される自然現象の選定結果 

 

 

 

第 1－4表 設計上考慮する自然現象の選定結果 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 立地条件を踏まえて

評価した結果による相

違 
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 3
 自

然
現
象
の

1 
次
評
価
結
果
（

2/
5）

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 立地条件を踏まえて

評価した結果による相

違 
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表
 3
 自

然
現
象
の

1 
次
評
価
結
果
（

3/
5）

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 立地条件を踏まえて

評価した結果による相

違 
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表
 3
 自

然
現
象
の

1 
次
評
価
結
果
（

4/
5）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 立地条件を踏まえて

評価した結果による相

違 
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表
 3
 自

然
現
象
の

1 
次
評
価
結
果
（

5/
5）

 

 

   

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 立地条件を踏まえて

評価した結果による相

違 
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※1 隕石の考慮について 

(1) 国内の隕石落下記録による落下確率計算 

 隕石については，国内外で多数の落下事例が確認されており，

日本において数グラムのものから数十 kg に至るものについて記

録が存在する。 

 しかし，それらの記録については，あくまで地上に落下したも

のについて確認されたものであって，海へ落下したものは確認困

難であること，地上に落下したものであっても確認されていない

ものも多数存在すると考えられる。 

 これらを踏まえ，落下頻度の計算した結果を以下に示す。 

 

（計算条件） 

・対象隕石 国内隕石の落下記録（注 1）において，比較的，記録の

多い 1800 年以降であって，かつ，建屋・設備への影

響を否定できない 

      1kg 以上の隕石は，2013 年 3 月までの期間に 14 回

であるが，ここでは相対的に信頼性が高く，落下頻度

が高くなる 1900 年以降を対象隕石とする。（1900 年

以降の隕石落下は 8 回。） 

・落下頻度 隕石の落下については，上述のとおり，未確認のもの

も多数存在すると思われるため，落下頻度の算出に当

たっては，上記対象隕石が非森林地域，かつ落下が確

認されやすい地域に落下したものとする。 

（計算結果） 

 国内の非森林地域への落下頻度は，約 7.08×10-2 回／年（1900

年 3 月～2013年 3月の記録ベース。1800年以降の記録で算出した

場合，約 6.57×10-2回／年）となり，柏崎刈羽敷地等への落下頻

度を面積比から算出した結果は表 4 のとおり。 

 

表 4 隕石の落下頻度 

 

 

 

※ NUREG-1407 “Procedure and Submittal Guidance for the 

Individual Plant Examination of External Events （IPEEE） for 

Severe Accident Vulnerabilities”によると，隕石や人工衛星に

については，衝突の確率が 10－９と非常に小さいため，起因事象頻

度は低く IPEEEの評価対象から除外する旨が記載されている。 

 

 なお，本記載の基となった NUREG/CR-5042,Supplement2 による

と，1 ポンド以上の隕石の年間落下件数と地表の一定面積に落下

する確率を面積比で概算した結果，100 ポンド以上の隕石が

10,000 平方フィートに落下する確率は 7×10－１０/炉年，100,000

平方フィートに落下する確率は 6×10－８/炉年，隕石落下による津

波の確率は 9×10－１０/炉年と評価されている。 

 

※1 隕石の考慮について 

 NUREG-1407“ Procedural and Submittal Guidance for the 

Individual Plant Examination of External Events (IPEEE) for 

Severe Accident Vulnerabilities”によると，隕石や人工衛星に

ついては，衝突の確率が 10－9と非常に小さいため，起因事象頻度

は低く IPEEEの評価対象から除外する旨が記載されている。 

 

 なお，本記載の基となった NUREG/CR-5042,Supplement2 による

と，１ポンド以上の隕石の年間落下数と地表の一定面積に落下す

る確率を面積比で概算した結果，100 ポンド以上の隕石が 10,000

平方フィートに落下する確率は７×10－10/炉年，100,000平方フィ

ートに落下する確率は６×10－８/炉年，隕石落下による津波の確

率は９×10－10/炉年と評価されている。 

 その他，IAEAの SAFETY STANDARDS SERIES No.NS-R-1,"SAFETY OF 

NUCLEAR POWER PLANTS:DESIGN"では，想定起因事象で考慮しない

ものとして，自然または人間に起因する外部事象であって，極め

て起こりにくいもの（例えば，隕石や人工衛星の落下）を挙げて

いる。 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，「※１ 

隕石の考慮について」及

び「※２ 人工衛星の落

下の考慮について」を同

じ文献（NUREG-1407等）

を参考にして評価 
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（計算概要） 

 対象隕石の国内への落下頻度は，1900 年 3 月から 2013 年 3 月

までに 8 回の落下であることから， 

  8／(2013-1900)＝7.08×10-2（回／年） 

となる。ここで，非森林地域であり，落下が確認されやすい地域

を国土面積の 25.1％(注 2)とすると， 

・日本国土面積のうち非森林地域：377,962×0.251＝94,868[km2] 

・柏崎刈羽原子力発電所敷地面積：4.20[km2] 

であることから，柏崎刈羽原子力発電所敷地への隕石の落下頻度

は，以下のとおりとなる。 

  4.20／94,868×7.08×10-2＝3.1×10-6（回／年） 

 そのほかの落下頻度については，上記と同様に求めた。 

（注 1）： 国立科学博物館 HP 日本の隕石リストを参照 

（注 2）： 国土交通省 土地白書 平成 26 年版 我が国の国土利用

の現況を参照 

 

 以上より，隕石が敷地内の安全施設へ落下し，その安全性に影

響を及ぼすケースは非常に稀であり，発電用原子炉施設の周囲に

落ちたときの衝撃については，頑健性のある外殻となる建屋によ

る防護に期待できるといった観点から，影響はないと考えられる。

また，津波を起こすような隕石は，大規模なものであり，かつ日

本海への落下を考慮すると，その落下頻度は極低頻度となる。 

 なお，国内に落下した 1800 年以降の隕石の直径は数 m 以下で

あるが，一般的に，隕石等は大気圏通過に伴いその大半が燃え尽

き，また一部は破砕することを考慮すると，落下隕石が宇宙空間

に存在していた時には，その大きさは，より大きなものであった

と推定される。 

 

  ・評価方法の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，「※１ 

隕石の考慮について」及

び「※２ 人工衛星の落

下の考慮について」を同

じ文献（NUREG-1407等）

を参考にして評価 
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※2 衛星の落下の考慮について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人工衛星が落下した場合については，衛星の大部分が大気圏で

燃え尽き，一部破片が落下する可能性があるものの発電用原子炉

施設に影響を及ぼすことはないものと考えられる。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，「※１ 

隕石の考慮について」及

び「※２ 人工衛星の落

下の考慮について」を同

じ文献（NUREG-1407等）

を参考にして評価 

 

 

 

 

 

【比較のため後段の記載を再掲】 

※２ 人工衛星の落下の考慮について 

 NUREG-1407“Procedural and Submittal Guidance for the 

Individual Plant Examination of External Events (IPEEE) for 

Severe Accident Vulnerabilities”によると，隕石や人工衛星

については，衝突の確率が 10－9と非常に小さいため，起因事象

頻度は低くIPEEEの評価対象から除外する旨が記載されている。 

 その他，IAEAの SAFETY STANDARDS SERIES No.NS-R-1,"SAFETY 

OF NUCLEAR POWER PLANTS:DESIGN"では，想定起因事象で考慮し

ないものとして，自然または人間に起因する外部事象であって，

極めて起こりにくいもの（例えば，隕石や人工衛星の落下）を

挙げている。 

 なお，人工衛星が落下した場合については，人工衛星の大部

分が大気圏で燃え尽き，一部破片が落下する可能性があるもの

の発電用原子炉施設に影響を与えることはないものと考えられ

る。 
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(2) トリノスケールによる落下確率計算 

 地球近傍の天体が，地球に衝突する確率及び衝突した際の被害

状況を表す尺度として，トリノスケールがあるが，NASAによると

2016年において，今後 100年間に衝突する可能性があるすべての

天体についてレベル 0 とされている。このレベル 0は，衝突確率

が 0 か限りなく 0 に近い，又は，衝突したとしても大気中で燃え

尽き被害がほとんど発生しないことを示す。 

 (1)では，国内の落下記録を用い落下確率を計算したが，参考に，

NASAのリストにおいて，2016年現在最も衝突確率の高い 2010RF12

について，今後 100 年間の柏崎刈羽原子力発電所への落下確率を

計算すると以下のとおりである。 

  地球の表面積：510,072,000 km2 

  柏崎刈羽原子力発電所の敷地面積：4.20 km2 

 

敷地内に衝突する確率は，概算で以下のとおりとなる。 

 

  6.5×10-2×(4.20/510,072,000)＝5.4×10-10 

 

 

 

 

 

 (1)の結果である 3.1×10-6（回／年）と，5.4×10-10 では，104 程

度の差異が生じているが，これは対象とする隕石が，(1)では 1kg 

以上のものを抽出しているが，(2)では落下した際に被害を及ぼす

規模のものから抽出しており，(2)では小規模のものは取り除かれ

ているためであると考えられる。敷地内に隕石が落下する確率と

しては，(2)に比べ(1)が大きな確率ではあるが，この値も低頻度

である。 

 

 

 地球近傍の天体が，地球に衝突する確率及び衝突した際の被害

状況を表す尺度として，トリノスケールがあるが，NASAによると

2017年において，今後 100年間に衝突する可能性がある全ての天

体について，レベル 0 とされている。レベル 0 とは，衝突確率が

0 か可能な限り 0 に近い又は衝突したとしても大気中で燃え尽き

被害がほとんど発生しないことを示す。 

 

NASAのリストにおいて，2017年現在最も衝突確率の高い 2010RF12

が，今後 100年間に発電所へ落下する確率を計算する。 

 

 地球の表面積：510,066,000km２ 

   発電所を含む敷地面積：0.75km２ 

   2012RF12の衝突確率（2017年現在）：5.0×10－２ 

 発電所敷地内に衝突する確率は概算で以下のとおりであり，極

頻度である。 

    5.0×10－２×（0.75÷510,066,000）＝7.4×10－１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他，ＩＡＥＡの SAFETY STANDARDS SERIES No.NS-R-1,

“SAFETY OF NUCLEAR POWER PLANTS:DESIGN”では，想定起因事象

で考慮しないものとして，自然又は人間に起因する外部事象であ

って，極めて起こりにくいもののたとえとして隕石や人工衛星の

落下を挙げている。 

 なお，参考として，隕石が島根原子力発電所に衝突する確率に

ついては，概略計算で以下のとおり見積もられる。 

 地球近傍の天体が地球に衝突する確率及び衝突した際の被害状

況を表す尺度として，トリノスケールがあるが，NASA によると

2017年において，今後 100年間に衝突する可能性があるすべての

天体についてレベル０とされている。このレベル０は，衝突確率

が０か限りなく０に近い，または，衝突したとしても大気中で燃

え尽き被害がほとんど発生しないことを示す。 

 

 NASA のリストにおいて，2017 年現在最も衝突確率の高い

"2010RF12"について，今後 100年間の島根原子力発電所の敷地内へ

の落下確率を計算すると以下のとおりである。 

 ・地球の表面積：510,072,000（km２） 

 ・島根原子力発電所の敷地面積：1.92（km２） 

 ・2010RF12の衝突確率（2017年現在）：5.0×10－２ 

であることから，隕石が島根原子力発電所の敷地内に衝突する確

率は，概算で以下のとおりとなる。 

 ・5.0×10－２×（1.92／510,072,000）＝1.9×10－10 

 

 

 

 

 

・参照年の更新 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

・参照年の更新 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラント敷地の面積

及び参照年の相違によ

る確率の相違 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，「※１ 

隕石の考慮について」及

び「※２ 人工衛星の落

下の考慮について」を同

じ文献（NUREG-1407等）

を参考にして評価 
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表
 5
 人

為
事
象
の

1 
次
評
価
結
果
（

1/
3）

 

 

 

第 1.2－3表 設計基準において想定される外部人為事象 

の選定結果 

 

 

 

第 1－5表 設計上考慮する人為事象の選定結果 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 立地条件を踏まえて

評価した結果による相

違 
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表
 5
 人

為
事
象
の

1 
次
評
価
結
果
（

2/
3）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 人口衛星が落下した場合については，衛星の大部分が大気圏

で燃え尽き，一部破片が落下する可能性があるものの発電用原子

炉施設に影響を及ぼすことはないものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 人工衛星の落下の考慮について 

 NUREG-1407“ Procedural and Submittal Guidance for the 

Individual Plant Examination of External Events (IPEEE) for 

Severe Accident Vulnerabilities”によると，隕石や人工衛星に

ついては，衝突の確率が 10－9と非常に小さいため，起因事象頻度

は低く IPEEEの評価対象から除外する旨が記載されている。 

 その他，IAEAの SAFETY STANDARDS SERIES No.NS-R-1,"SAFETY OF 

NUCLEAR POWER PLANTS:DESIGN"では，想定起因事象で考慮しない

ものとして，自然または人間に起因する外部事象であって，極め

て起こりにくいもの（例えば，隕石や人工衛星の落下）を挙げて

いる。 

 なお，人工衛星が落下した場合については，人工衛星の大部分

が大気圏で燃え尽き，一部破片が落下する可能性があるものの原

子炉施設に影響を与えることはないものと考えられる。 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 立地条件を踏まえて

評価した結果による相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 表３の下部に記載 
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表
 5
 人

為
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象
の

1 
次
評
価
結
果
（

3/
3）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 立地条件を踏まえて

評価した結果による相

違 
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＜参考１＞ 

基準Ａ：プラントに影響を与えるほど接近した場所に発生しない。 

 発電所の立地点の自然環境は一様ではなく，発生する自然事象

は地域性があるため，発電所立地点において明らかに起こり得な

い事象は対象外とする。 

 

基準Ｂ：ハザード進展・襲来が遅く，事前にそのリスクを予知・

検知することでハザードを排除できる。 

 事象発生時の発電所への影響の進展が緩慢であって，影響の緩

和又は排除の対策が容易に講じることが出来る事象は対象外とす

る。例えば，発電所の海岸の浸食の事象が発生しても，進展が遅

いため補強工事等により浸食を食い止めることができる。 

 

基準Ｃ：プラント設計上，考慮された事象と比較して設備等への

影響度が同等若しくはそれ以下又はプラントの安全性が損なわれ

ることがない。 

 事象が発生しても，プラントへの影響が極めて限定的で炉心損

傷事故のような重大な事故にはつながらない事象は対象外とす

る。例えば，外気温が上昇しても，屋外設備でも故障に至る可能

性は小さく，また，冷却海水の温度が直ちに上昇しないことから

冷却は維持できるので，影響は限定的である。 

 

基準Ｄ：影響が他の事象に包絡される。 

 プラントに対する影響が同様とみなせる事象については，相対

的に影響が大きいと判断される事象に包絡して合理的に検討す

る。 

 

基準Ｅ：発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。 

 航空機落下の評価では発生頻度が低い事象（10－７／年以下）は

考慮すべき事象からは対象外としており，同様に発生頻度がごく

稀な事象は対象外とする。 

 

基準Ｆ：外部からの衝撃による損傷の防止とは別の条項により評

価を実施している又は故意の外部人為事象等外部からの衝撃によ

る損傷の防止の対象外の事項。 

 第四条 地震による損傷の防止，第五条 津波による損傷の防止，

第九条 溢水による損傷の防止等，第十八条 蒸気タービンにより

評価を実施するもの又は故意の外部人為事象等外部からの衝撃に

よる損傷の防止に該当しないものについては，対象外とする。 

 ・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，添付資

料４に記載 
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図 1 外部事象影響評価のフロー図 

 

＜参考２＞ 

 設計基準において想定される自然現象の抽出フロー 

 

 

 

【比較のため前段の記載を再掲】 

 

第 1－1図 設計上考慮する外部事象の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 評価フローは相違し

ているが，考え方に相違

なし 
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設計基準において想定される外部人為事象の抽出フロー 

 

 

 

  

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 評価フローは相違し

ているが，考え方に相違

なし 
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図 2 柏崎刈羽原子力発電所と周辺の河川，ダムの状況 

 

  

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 設計方針の相違によ

り，島根２号炉は設計上

考慮する事象として洪

水を選定しているため，

「3.2個別評価 （1）洪

水」に評価を記載してい

る 

【比較のため後段の記載を再掲】 

3.2 個別評価 

(1) 洪水 

 島根原子力発電所の敷地の南方約２km のところに佐陀川

（斐伊川水系，１級河川）があり，南方約７kmのところに宍

道湖（斐伊川水系，１級河川）がある。敷地の北側は日本海

に面し，他の三方は標高 150m程度の山に囲まれており，敷地

が佐陀川及び宍道湖による洪水の被害を受けることはない

（第 3－1図参照）。 

 なお，浸水想定区域図※１によると，宍道湖が概ね 150年に

１回程度起こる大雨※２により氾濫したとしても，島根原子力

発電所に影響が及ばないことを確認している（第 3－2 図参

照）。 

 

※１ 国土交通省 中国地方整備局 

※２ 宍道湖の洪水防御に関する計画の基本となる降雨（２

日間総雨量 399mm） 

 

 

第 3－1図 島根原子力発電所敷地周辺の地形 
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図 3 柏崎市の浸水想定区域 

 

  

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 設計方針の相違によ

り，島根２号炉は設計上

考慮する事象として洪

水を選定しているため，

「3.2個別評価 （1）洪

水」に評価を記載してい

る 

【比較のため後段の記載を再掲】 

 

 

第 3－2図 浸水想定区域図 

 

82



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

図 4 柏崎刈羽原子力発電所周辺の土砂災害危険箇所・警戒区域 

 

   

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

表３に土石流の評価

内容について記載して

いるが，島根２号炉は

「3.2個別評価 （7）地

滑り」に記載している。 

 

 

83



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

2. 基本方針 

 安全施設は，1.にて選定した各外部事象又はその重畳によって，

安全機能を損なわない設計とする。 

 

 ここで，第 6条における安全施設とは，「発電用軽水型原子炉施

設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」にて規定されてい

るクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機

器(以下，「安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に

属する構築物，系統及び機器」という。) を指していることから，

選定した各外部事象に対して防護する安全施設は，安全重要度分

類のクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び

機器とする。 

 その上で，上記構築物，系統及び機器の中から，発電用原子炉

を停止するため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態

を維持するために必要な異常の発生防止の機能，又は異常の影響

緩和の機能を有する構築物，系統及び機器，並びに，使用済燃料

プールの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異常の発

生防止の機能，又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統

及び機器として安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及び安全評

価上その機能に期待するクラス 3 に属する構築物，系統及び機器

に加え，それらを内包する建屋を外部事象から防護する対象（以

下，「外部事象防護対象施設」という。）とする。 

 

 

 外部事象による安全施設への影響評価（2 次評価）を行うに当

たっては，考慮すべき最も苛酷と考えられる条件を設計基準とす

る。 

 また，影響評価については，外部事象防護対象施設として，外

部事象に対し必要な構築物，系統及び機器又はそれを内包する建

屋を評価し，安全機能が維持できることを確認する。また，安全

機能が維持されない場合には対策を実施する。 

 上記以外の安全施設については，各外部事象に対して機能維持

する，又は，各外部事象による損傷を考慮して，代替設備による

機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能な場

合，安全機能が維持可能であることから影響評価の対象外とする。 

 

 

2. 基本方針 

 安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び

想定される外部人為事象に対して，安全機能を損なわない設計と

する。安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を，

「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査

指針」で規定されている重要度分類（以下「安全重要度分類」と

いう。）のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統

及び機器とする。 

 

 

 

 

 上記構築物，系統及び機器の中から，発電用原子炉を停止する

ため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態を維持する

ために必要な異常の発生防止の機能又は異常の影響緩和の機能を

有する構築物，系統及び機器並びに使用済燃料プールの冷却機能

及び給水機能を維持するために必要な異常の発生防止の機能又は

異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器として安全

重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その機能に期待

する安全重要度分類のクラス３に属する構築物，系統及び機器（以

下「外部事象防護対象施設」という。）に加え，それらを内包する

建屋を外部事象から防護する対象（以下「外部事象防護対象施設

等」という。）とし，機械的強度を有すること等により安全機能を

損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，機能を維持

すること若しくは損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと

又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損

なわない設計とする。 

2. 基本方針 

 安全施設は，「1. 設計上考慮する外部事象の選定」にて選定し

た各外部事象又はその重畳によって，安全機能を損なわない設計

とする。 

 ここで，第六条における安全施設とは，「発電用軽水型原子炉施

設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」にて規定されてい

るクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機

器(以下，「安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に

属する構築物，系統及び機器」という。)を指していることから，

選定した各外部事象に対して防護する安全施設は，安全重要度分

類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び

機器とする。 

 その上で，上記構築物，系統及び機器の中から，発電用原子炉

を停止するため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態

を維持するために必要な異常の発生防止の機能，又は異常の影響

緩和の機能を有する構築物，系統及び機器，並びに，燃料プール

の冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異常の発生防止

の機能，又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機

器として安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上そ

の機能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器に加え，

それらを内包する建物を外部事象から防護する対象（以下，「外部

事象防護対象施設」という。）とする。 

 

 

 選定した各外部事象による安全施設への影響評価を行うに当た

っては，考慮すべき最も苛酷と考えられる条件を設計基準とする。 

 

 また，影響評価については，外部事象防護対象施設として，外

部事象に対し必要な構築物，系統及び機器又はそれを内包する建

物を評価し，安全機能が維持できることを確認する。また，安全

機能が維持されない場合には対策を実施する。 

 上記以外の安全施設については，各外部事象に対して機能維持

する，又は，各外部事象による損傷を考慮して，代替設備による

機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能な場

合，安全機能が維持可能であることから影響評価の対象外とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定義の相違 

【東海第二】 

外部事象防護対象施

設として，構築物，系統

及び機器のみを定義し

ているが，島根２号炉は

それらに加え，それらを

内包する建物も含めて

定義 
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 外部事象による安全施設への評価フローは図 5のとおり。 

 

 各外部事象の重畳については，自然現象及び人為事象を網羅的

に組み合わせて評価する。 

 なお，安全施設への考慮における，根拠となる条文等について

は，「添付資料 3防護すべき安全施設及び重大事故等対処設備への

考慮」のとおり。 

 

 

図 5 外部事象による安全施設への評価フロー 

 

 

 外部事象による外部事象防護対象施設の評価フローは第 2－1

図のとおり。 

 自然現象の重畳については，網羅的に組み合わせて評価する。 

 

 なお，安全施設への考慮における，根拠となる条文等について

は，「添付資料１．防護すべき安全施設及び重大事故等対処設備へ

の考慮」のとおり。 

 

 

第 2－1図 外部事象防護対象施設の抽出フロー 

 外部事象による安全施設への評価フローは第２－１図のとお

り。 

 各外部事象の重畳については，自然現象を網羅的に組み合わせ

て評価する。 

 なお，安全施設への考慮における，根拠となる条文等について

は，「添付資料 5 防護すべき安全施設及び重大事故等対処設備へ

の考慮」のとおり。 

 

 

第２－１図 外部事象に対する安全施設の評価フロー 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，これま

での審査実績（PWR）の

評価手法に基づき自然

現象の重畳を評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

評価フローは相違し

ているが，考え方に相違

なし 
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3. 地震，津波以外の自然現象 

 安全施設は，以下のとおり自然現象によって，安全施設の安全

性を損なわない設計とする。 

 

 2次評価を実施する自然現象としては，風（台風），竜巻，低温

（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象

が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 設計基準の設定 

 設計基準について，以下に挙げる①及び②を参照するとともに，

参考として③についても評価・確認の上，最も保守的となる値を

採用する。ただし，以下のいずれの方法でも設計基準の設定が行

えないものについては，当該事象が発生した場合の安全施設への

影響シナリオを検討の上，個別に設計基準の設定を行う。（例：火

山については，上記考え方に基づく設計基準の特定は困難なため，

個別に考慮すべき火山事象の特定を実施した上で設計基準を設定

する。） 

 

 

 

① 規格・基準類 

 選定した自然現象に関する規格・基準類が存在する場合，それ

を参照する。 

② 観測記録 

 柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺における観測記録を調査の

上，観測史上 1 位を参照する。 

 

3. 地震，津波以外の自然現象 

 発電所の自然環境を基に，想定される自然現象については，「1.

設計上考慮する外部事象の抽出」により選定しており，選定した

事象に対する設計方針及び評価を以下に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，上記の想定される自然現象の設計方針に対しては，安全

施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又

は設備への措置を含めることとし，措置が必要な場合は各事象に

おいて整理する。 

 

3.1 設計基準の設定 

 設計基準を設定するに当たっては，発電所の立地地域である東

海村に対する設定値が定められている規格・基準類による設定値

及び東海村で観測された過去の記録をもとに設定する。 

 なお，東海村の最寄りの気象官署である水戸地方気象台で観測

された過去の記録について設計への影響を確認する。 

 ただし，上記にて設計が行えないものについては，当該事象が

発生した場合の安全施設への影響シナリオを検討の上，個別に設

計基準の設定を行う。（例：火山の影響については，上記による設

計は困難なため，個別に考慮すべき事象の特定を実施し設計す

る。） 

3. 自然現象の考慮 

 安全施設は，以下のとおり自然現象によって，安全施設の安全

性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 また，各事象において従属的又は相関的に起こり得る事象があ

るものに関しては，合わせて設計方針を記載する。 

 

 

 

 

 

 

3.1 設計基準の設定 

設計基準について，以下に挙げる①及び②を参照し，最も保守

的となる値を採用する。ただし，以下のいずれの方法でも設計基

準の設定が行えないものについては，当該事象が発生した場合の

安全施設への影響シナリオを検討の上，個別に設計基準の設定を

行う。（例：火山については，上記考え方に基づく設計基準の特定

は困難なため，個別に考慮すべき火山事象の特定を実施した上で

設計基準を設定する。） 

 

 

 

 

① 規格・基準類に基づく設定 

 選定した自然現象に関する規格・基準類が存在する場合，それ

を参照する。 

② 観測記録に基づく設定 

 島根原子力発電所の最寄りの気象官署である松江地方気象台

（松江市）における観測記録を調査の上，観測史上１位を参照す

る。 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，１．３

に記載 

 

・評価方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，個別事

象（火山，竜巻）に記載 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

設計基準の設定に年

超過確率評価結果を参

照しているが，島根２号

炉は，これまでの審査実

績（PWR）に基づき規格・

基準及び観測記録を基

に設計基準を設定（以

下，①の相違） 
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③ 年超過確率評価 

 柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺における観測記録をもとに

年超過確率評価を実施し，上記①，②により設定した設計基準値

について年超過確率を確認する。自然現象の特性に応じた想定す

べき年超過確率の規模を，①，②により設定した設計基準値が下

回る場合には，年超過確率評価をもとにした設計基準値の見直し

を図る。 

 

 

 

図 6 設計基準の設定 

 

 なお，年超過確率評価に基づく設定の考え方については，「添付

資料 4 設計基準設定において参考とする年超過確率評価につい

て」のとおり。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，設計基準の設定においては，上記のとおり規格基準類に

加え，過去の観測記録を基に設定しているが，将来的な気候変動

により，今後，観測記録が更新されることは否定できないため，

最新のデータ及び知見をもって，気象変動の影響に注視し，必要

に応じて見直しを実施していく。 

（添付資料 6 過去の経験データを用いた設計基準の設定の妥当

性について） 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 柏崎 6/7 は添付資料

４に，東海第二は補足説

明資料１５．に記載 
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3.2 個別評価 

 

 

3.2 個別評価 

(1) 洪 水 

 平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置

変更許可を受けた設計方針に同じ。 

 発電所敷地の北側に久慈川が位置している。発電所敷地の東側

は太平洋に面している。発電所敷地の西側は北から南にかけて

EL.3m～EL.21m の平野となっている。発電所敷地の南側は丘陵地

を挟んだ反対側に新川が位置している。久慈川水系がおおむね 100

年に 1回程度起こる大雨※１により氾濫するとしても，洪水ハザー

ドマップ※２及び浸水想定区域図※３によると，最大で約 EL.7mに達

するが．発電所敷地内に浸入するルートとして考えられる国道２

４５号線から発電所構内進入道路への入口は EL.15m に位置して

おり，発電所に影響が及ばないこと及び新川の浸水は丘陵地を遡

上しないことから，洪水による影響はないことを確認した。 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料２．洪水影響評価について」

のとおり。 

※１ 久慈川水系の洪水防御に関する計画の基本となる降雨量 

    久慈川流域の上流 2日間の総雨量 235mm 

    里川流域の 2日間の総雨量 302mm 

    山田川流域の上流 2日間の総雨量 315mm 

※２ 東海村発行 

※３ 国土交通省関東地方整備局発行 

3.2 個別評価 

(1) 洪水 

 

 

 島根原子力発電所の敷地の南方約２kmのところに佐陀川（斐伊

川水系，１級河川）があり，南方約７kmのところに宍道湖（斐伊

川水系，１級河川）がある。敷地の北側は日本海に面し，他の三

方は標高 150m程度の山に囲まれており，敷地が佐陀川及び宍道湖

による洪水の被害を受けることはない（第 3－1図参照）。 

 なお，浸水想定区域図※１によると，宍道湖が概ね 150年に１回

程度起こる大雨※２により氾濫したとしても，島根原子力発電所に

影響が及ばないことを確認している（第 3－2図参照）。 

※１ 国土交通省 中国地方整備局 

※２ 宍道湖の洪水防御に関する計画の基本となる降雨（２日間

総雨量 399mm） 

 

第 3－1図 島根原子力発電所敷地周辺の地形 

 
第 3－2図 浸水想定区域図 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として洪

水を選定している。 
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(1) 風（台風） 

 

 

 建築基準法施行令によると，柏崎市及び刈羽村において建築物

を設計する際に要求される基準風速は 30m/s（地上高 10m，10 分

間平均）である。 

 観測記録によると，最大風速は柏崎市 16m/s，新潟市 40.1m/s，

上越市 23.1m/sである。 

 

 

 

 

 

 観測記録の統計処理による年超過確率 10-4 値によると，最大風

速は新潟市 39.0m/s，上越市 21.5m/s である。 

 

 

 設計基準風速は保守的に最も風速が大きい新潟市の観測記録史

上 1 位である 40.1m/s（地上高 10m，10 分間平均）とする。 

 

 

 なお，最大瞬間風速等の風速変動といった局所的かつ一時的な

影響であれば，竜巻の最大瞬間風速の影響に包絡されるが，本号

では風（台風）の影響範囲，継続性を鑑み，風（台風）に対して

設計基準風速を設定する。 

 設計基準風速の設定に当たっては，最大風速を採用することに

より，その風速の 1.5～2 倍程度の最大瞬間風速※を考慮すること

になること，現行の建築基準法では最大瞬間風速等の風速変動に

よる影響を考慮した係数を最大風速に乗じ風荷重を算出すること

が定められていることから，設計基準風速としては最大風速を設

定する。 

 

 

 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準風速（40.1m/s，

地上高 10m，10 分間平均）の風荷重に対し機械的強度を有するこ

とにより安全機能を損なわない設計とする。 

(2) 風（台風） 

 平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置

変更許可を受けた設計方針に同じ。 

 建築基準法及び同施行令第 87条第 2項及び第 4項に基づく建設

省告示第 1454号によると，東海村において建築物を設計する際に

要求される基準風速は 30m／s（地上高 10m，10分間平均）である。 

 東海村については，気象庁の地域気象観測システム（アメダス）

が設置されていないため，気象庁の気象統計情報に観測記録はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設計基準風速は，建築基準法施行令にて定められた東海村の基

準風速である 30m／s（地上高 10m，10分間平均）とする。 

 

 

 なお，最大瞬間風速等の風速変動といった局所的かつ一時的な

影響であれば，竜巻の最大瞬間風速の影響に包絡されるが，本号

では風（台風）の影響範囲，継続性を鑑み，風（台風）に対して

設計基準風速を設定する。 

 設計基準風速の設定に当たっては，最大風速を採用することに

より，その風速の 1.5倍～2倍程度の最大瞬間風速※を考慮するこ

とになること，現行の建築基準法では最大瞬間風速等の風速変動

による影響を考慮した係数を最大風速に乗じ風荷重を算出するこ

とが定められていることから，設計基準風速としては最大風速を

設定する。 

 安全施設は，設計基準風速（30m／s地上高 10m，10分間平均）

の風（台風）が発生した場合においても，安全機能を損なわない

設計とする。 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準風速（30m／s，

地上高 10m，10 分間平均）の風荷重に対し機械的強度を有するこ

とにより安全機能を損なわない設計とする。 

(2) 風（台風） 

 

 

 建築基準法施行令によると，松江市において建築物を設計する

際に要求される基準風速は 30m/s（地上高 10m，10 分間平均）で

ある。 

 敷地に最も近い気象官署である松江地方気象台（松江市）での

観測記録（1941～2018年）によれば，日最大風速は 28.5m/s（1991

年９月 27日）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上を踏まえ，設計基準風速は，保守的に最も風速が大きい規

格・基準類の値である建築基準法施行令において要求されている

風速（地上高 10m，10 分間平均風速の日最大風速）である 30m/s

とする。 

 なお，最大瞬間風速等の風速変動といった局所的かつ一時的な

影響であれば，竜巻の最大瞬間風速の影響に包含されるが，本号

では風（台風）の影響範囲，継続性を鑑み，風（台風）に対して

設計基準風速を設定する。 

 設計基準風速の設定に当たっては，最大風速を採用することに

より，その風速の 1.5～2 倍程度の最大瞬間風速※を考慮すること

になること，現行の建築基準法では最大瞬間風速等の風速変動に

よる影響を考慮した係数を最大風速に乗じ風荷重を算出すること

が定められていることから，設計基準風速としては最大風速を設

定する。 

 設計基準風速（30m/s，地上高 10m，10分間平均）によってその

安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を，安全

重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，

系統及び機器とする。 

その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準風速（30m/s，地

上高 10m，10 分間平均）の風荷重に対し機械的強度を有すること

により安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラント立地箇所の

相違による観測記録又

は規格・基準値の相違

（以下，②の相違） 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①，②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第２－

１図の評価フローとの

整合のため，防護する施

設を記載 
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 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，風（台風）

により損傷した場合であっても，代替手段があること等により安

全機能は損なわれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，風（台風）の設計基準風速は，竜巻影響評価における設

計竜巻の最大風速に，風（台風）の発生に伴う飛来物の影響は，

竜巻影響評価にて想定している設計飛来物の影響に包絡されてお

り，安全施設の安全機能が損なわれるおそれはない。 

 

 

 

 

 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料 5 風（台風）影響評価につ

いて」のとおり。 

 

※：気象庁：http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

 

 

 また，上記以外の安全施設については，風（台風）に対して機

能を維持すること若しくは風（台風）による損傷を考慮して代替

設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で

の修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせること

により，その安全機能を損なわない設計とする。 

 なお，最寄りの気象官署である水戸地方気象台の観測記録（気

象庁の気象統計情報における観測記録。以下，本資料で同じ。）に

よると，水戸市の風速の観測記録史上１位の最大風速は 28.3m／s

であり，設計基準風速に包絡される。また，最大瞬間風速は 44.2m

／sである。 

 ここで，風（台風）に関連して発生する可能性がある自然現象

としては，落雷及び高潮が考えられる。落雷については，同時に

発生するとしても，「(7)落雷」に述べる個々の事象として考えら

れる影響と変わらない。高潮については，「(11)高潮」に述べると

おり，安全施設は影響を受けることのない敷地高さに設置し，安

全機能を損なわない設計とする。 

 なお，風（台風）に伴い発生する可能性のある飛来物による影

響については，竜巻影響評価において想定している設計飛来物の

影響に包絡される。 

 

 

 

 

 

 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料３．風（台風）影響評価に

ついて」のとおり。 

 

※ 気象庁 HP（風の強さと吹き方）：

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kazehyo.html 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，風（台風）

により損傷した場合であっても，代替手段があること等により安

全機能は損なわれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，風（台風）の設計基準風速は，竜巻影響評価における設

計竜巻の最大風速に，風（台風）に伴い発生する可能性のある飛

来物による影響については，竜巻影響評価において想定する設計

飛来物の影響に包含される。 

 また，風（台風）の中心付近の強い上昇気流にて雷が発生する

可能性あるが，安全施設に対し，台風は風荷重を及ぼす一方，落

雷は電気的影響を及ぼすものであることから，台風と落雷は個別

に安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

評価結果の詳細は，「添付資料 7 風（台風）影響評価について」

のとおり。 

 

※：気象庁：http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は従属事

象についても記載 
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(2) 竜巻 

 竜巻に対する規格・基準は，国内では策定されていない。 

 観測記録によると，新潟県の最大竜巻規模は F1（風速 33～

49m/s），日本海側の最大竜巻規模は F2（風速 50～69m/s）である。 

 観測記録の統計処理による年超過確率 10-5 値によると，竜巻

規模は F2（風速 59m/s）である。 

 また，使用した竜巻の統計データの不確実性については検討を

実施しており，F スケール不明の海上竜巻の発生数は，陸上竜巻

の F スケール別発生比率で按分して取り扱っているが，竜巻検討

地域を「北海道から山陰地方にかけての日本海沿岸」にすること

に伴う竜巻ハザード曲線算出のためのデータの不確実性を踏ま

え，基準竜巻の最大風速は，10-5 から一桁下げた年超過確率 10-6 

における風速である 76m/s（F3）とする。 

 設計竜巻の最大風速は，地形効果による竜巻増幅を考慮する必

要はないが，将来的な気候変動の不確実性を踏まえ，F3 の風速範

囲の上限値 92m/s とする。 

 竜巻特性値（移動速度，最大接線風速，最大接線風速半径，最

大気圧低下量，最大気圧低下率）については，竜巻風速場として

フジタモデルを選定した場合における設計竜巻の最大風速 92m/s 

での竜巻特性値を適切に設定する。 

 安全施設のうち外部事象防護対象施設は，以下を実施し，設計

竜巻の最大風速 92m/s の竜巻が発生した場合においても，竜巻及

びその随伴事象によって安全機能を損なわない設計とする。 

・柏崎刈羽原子力発電所における飛来物に係る調査 

・飛来物の発生防止対策 

・考慮すべき設計荷重（風圧力による荷重，気圧差による荷重，

飛来物による衝撃及びその他組み合わせ荷重）に対する外部事

象防護対象施設の構造健全性等の評価を行い，必要に応じ対策

を行うことで安全機能が維持されることの確認 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，竜巻及びそ

の随伴事象により損傷した場合であっても，代替手段があること

等により安全機能は損なわれない。 

 

(3) 竜巻 六条（竜巻）において説明 

 設置許可基準規則を参照し，新たに設計方針を追加した事象で

ある。 

 竜巻に対する規格基準は，国内では策定されていない。 

観測記録によると，竜巻検討地域の最大竜巻規模は F3（風速 70m

／s～92m／s）である。 

 観測記録の統計処理による年超過確率によれば，発電所におけ

る 10－５／年値は風速 80m／sである。 

 設計竜巻の最大風速は，これらのうち最も保守的な値である F3

の風速範囲の上限値 92m／sを安全側に切り上げた，最大風速 100m

／sとする。 

 竜巻特性値（移動速度，最大接線風速，最大接線風速半径，最

大気圧低下量，最大気圧低下率）については，「原子力発電所の竜

巻影響評価ガイド」に示される方法に基づき，設計竜巻の最大風

速 100m／sでの竜巻特性値を適切に設定する。 

 安全施設は，設計竜巻の最大風速 100m／s による風圧力による

荷重，気圧差による荷重及び設計飛来物等の衝撃荷重を組み合わ

せた荷重等に対して安全機能を損なわないために，飛来物の発生

防止対策及び竜巻防護対策を行う。 

ａ．飛来物の発生防止対策 

 竜巻により東海発電所を含む当社敷地内の資機材等が飛来物と

なり，外部事象防護対象施設が安全機能を損なわないために，以

下の対策を行う。 

・外部事象防護対象施設等へ影響を及ぼす資機材及び車両につい

ては，固縛，固定，外部事象防護対象施設等及び竜巻飛来物防護

対策設備からの離隔，頑健な建屋内収納又は撤去する。 

ｂ．竜巻防護対策 

 固縛等による飛来物の発生防止対策ができないものが飛来し，

外部事象防護対象施設が安全機能を損なわないように，以下の対

策を行う。 

・外部事象防護対象施設を内包する区画及び竜巻飛来物防護対策

設備により，外部事象防護対象施設を防護することにより構造健

全性を維持し，安全機能を損なわない設計とする。 

・外部事象防護対象施設の構造健全性が維持できない場合には，

代替設備の確保，損傷した場合の取替え又は補修が可能な設計と

することにより安全機能を損なわない設計とする。 

 

 ・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は竜巻の

設計方針について別添

2－1に記載 
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 なお，評価結果の詳細は「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド

（平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 13061911 号 原子力規制委員

会決定）」に基づく審査資料「別添 2-1 柏崎刈羽原子力発電所 6 号

及び 7 号炉 竜巻影響評価について」のとおり。 

 なお，詳細評価については，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイ

ド（平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 13061911 号 原子力規制委員

会決定）」に基づく審査資料「東海第二発電所 竜巻影響評価につ

いて」のとおり。 

 ・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は竜巻の

設計方針について別添

2－1に記載 
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(3) 低温（凍結） 

 

 

 低温に対する法令及び規格・基準の要求はない。 

 観測記録によると，柏崎市の最低気温の観測記録史上 1 位の低

温は-11.3℃である。 

 

 

 

 観測記録の統計処理による年超過確率 10-4 値によると，柏崎市

の最低気温は－15.2℃となる。 

 

 

 低温における設計基準温度は，観測記録の統計処理による年超

過確率 10－4値の－15.2℃とする。低温の継続時間については，過

去の最低気温を記録した当日の気温推移を鑑み，24 時間とする。 

 また，設計基準温度より高い温度（-2.6℃）が長期間（173.4 時

間）継続した場合について考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，屋内設備について換気空

調系により環境温度を維持し，屋外設備については保温等の凍結

防止対策を必要に応じて行うことにより，安全機能を損なわない

設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，低温により

凍結した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料 6 低温影響評価について」

のとおり。 

(4) 凍結 

 平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置

変更許可を受けた設計方針に同じ。 

 

 最寄りの気象官署である水戸地方気象台の観測記録によると，

水戸市の気温の観測記録史上 1位の最低気温は－12.7℃である。 

 東海村については，気象庁の地域気象観測システム（アメダス）

が設置されていないため，気象庁の気象統計情報に観測記録はな

い。 

 

 

 

 

 設計基準温度は上記観測記録より，－12.7℃とする。 

 

 

 

 

 

 安全施設は，設計基準温度（－12.7℃）の低温が発生した場合

においても，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，上記観測記録を考慮し，

屋内設備については換気空調設備により環境温度を維持し，屋外

設備については保温等の凍結防止対策を必要に応じて行うことに

より，安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記以外の安全施設については，低温による凍結に対し

て機能を維持すること若しくは低温による凍結を考慮して代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での

修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることに

より，その安全機能を損なわない設計とする。 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料４．凍結影響評価について」

のとおり。 

(3) 凍結 

 

 

 凍結に対する法令及び規格・基準の要求はない。 

 敷地に最も近い気象官署である松江地方気象台（松江市）での

観測記録（1941～2018年）によれば，観測史上１位の日最低気温

は－8.7℃（1977年２月 19日）である。 

 

 

 

 

 

 

 以上を踏まえ，凍結に関する設計基準温度は松江地方気象台（松

江市）における観測史上１位の日最低気温である－8.7℃とする。 

 

 

 

 

 設計基準温度（-8.7℃）の低温によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラ

ス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とす

る。 

 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，屋内設備については換気

系により環境温度を維持し，屋外設備については保温等の凍結防

止対策を必要に応じて行うことにより，安全機能を損なわない設

計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，低温により

凍結した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

 

 評価結果の詳細は，「添付資料 8 凍結影響評価について」のと

おり。 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①，②の相違 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第２－

１図の評価フローとの

整合のため，防護する施

設を記載 
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(4) 降水 

 

 

 降水に対する排水施設の規格・基準として，森林法に基づく林

地開発許可に関する審査基準等を示した新潟県林地開発許可審査

要領においては，観測所「長岡」における雨量強度は継続時間 60 

分の場合 51.1mm/h である。 

 

 

 

 観測記録によると，柏崎市の降水量の最大は 52mm/h である。 

 

 

 

 観測記録の統計処理による年超過確率 10-4 値によると，柏崎市

の最大降水量は 1 時間降水量 101.3mm/h である。 

 

 

 設計基準降水量は保守的に最も降水量が大きい，観測記録の統

計処理による 101.3mm/hとする。 

 

 安全施設は，発電用原子炉施設内において設計基準降水量

（101.3mm/h）の降水が発生した場合においても，安全機能を損な

わない設計とする。 

 

 降水による浸水については，安全施設のうち外部事象防護対象

施設は，設計基準降水量（101.3mm/h）の降水による浸水に対し，

構内排水路による海域への排水，浸水防止のための建屋止水処置

等により，安全機能を損なわない設計とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準降水量

（101.3mm/h）の降水による荷重に対し，排水口による海域への排

水等により安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，降水により

損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

 

(5) 降水 

 設置許可基準規則を参照し，想定される自然現象として抽出し

た事象であり，以下の設計方針を定めている。 

 降水に対する排水施設の規格・基準として，森林法に基づく林

地開発許可に関する審査基準等を示した「森林法に基づく林地開

発許可申請の手びき」（平成 28 年 4 月茨城県）によると，東海村

が適用範囲となる「水戸」における 10年確率で想定される雨量強

度は 127.5mm／hである。 

 

 

 東海村については，気象庁の地域気象観測システム（アメダス）

が設置されていないため，気象庁の気象統計情報に観測記録はな

い。 

 

 

 

 

 

 設計基準降水量は，東海村が適用範囲である「森林法に基づく

林地開発許可申請の手びき」（平成 28 年 4 月茨城県）による水戸

の雨量強度 127.5mm／hとする。 

 安全施設は，設計基準降水量（127.5mm／h）を上回る降水が発

生した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準降水量（127.5mm

／h）を上回る降水に対し，排水口及び構内排水路による海域への

排水，浸水防止のための建屋止水処置等により，安全機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 また，上記以外の安全施設については，降水に対して機能を維

持すること若しくは降水による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対

応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全

機能を損なわない設計とする。 

(4) 降水 

 

 

 降水に対する排水施設の規格・基準として，森林法に基づく林

地開発許可に関する審査基準等を示した島根県林地開発行為審査

基準細則においては，観測所「松江」における雨量強度は継続時

間 60分の場合 56mm/hである。 

 

 

 

 敷地に最も近い気象官署である松江地方気象台（松江市）での

観測記録（1941～2018年）によれば，観測史上１位の日最大１時

間降水量は 77.9mm（1944年８月 25日）である。 

 

 

 

 

 

 以上を踏まえ，設計基準降水量は保守的に最も降水量が大きい

松江地方気象台（松江市）における観測史上１位の日最大 1 時間

降水量である 77.9mm/hとする。 

 設計基準降水量（77.9mm/h）の降水によってその安全機能が損

なわれないことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類の

クラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器

とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準降水量（77.9mm/h）

の降水による浸水に対し，構内排水路による海域への排水，浸水

防止のための建物止水処置により，安全機能を損なわない設計と

するとともに，外部事象防護対象施設は，設計基準降水量

（77.9mm/h）の降水による荷重に対し，排水口及び構内排水路に

よる海域への排水により安全機能を損なわない設計とする。 

 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，降水により

損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①，②の相違 
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 なお，評価結果の詳細は「添付資料 7 降水影響評価について」

のとおり。 

 

 なお，最寄りの気象官署である水戸地方気象台の観測記録によ

ると，水戸市の降水の観測記録史上 1 位の最大 1 時間降水量は

81.7mm／hであり，設計基準降水量に包絡される。 

 ここで，降水に関連して発生する可能性がある自然現象として

は，土石流，土砂崩れ及び地滑りが考えられるが，敷地には，土

石流，土砂崩れ及び地滑りの素因となるような地形の存在は認め

られないことから，安全施設の安全機能を損なうような土石流，

土砂崩れ及び地滑りが生じることはない。 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料５．降水影響評価について」

のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価結果の詳細は，「添付資料 9 降水影響評価について」のと

おり。 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は設計上

考慮する事象として地

滑りを選定 
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(5) 積雪

設計基準積雪量は，規格・基準類及び観測記録を参照するとと

もに，参考として，観測記録を統計処理した値を確認の上，積雪

時の柏崎刈羽原子力発電所における除雪を考慮し設定する。 

 建築基準法及び同施行令第 86条第 3項に基づく新潟県建築基準

法施行細則よると，建築物を設計する際に要求される基準積雪深

は，柏崎市においては 130cm であり，刈羽村においては 170cm で

ある。 

ただし，除雪に対して十分な維持管理が行われ，また，危険を覚

知した時には速やかに雪下ろしが可能な形状の建築物等又はその

部分については，同上第 6 項の規定により垂直積雪量を 1 メート

ルと想定することができるとされている。

発電所構内の除雪体制が確立されていることから，考慮すべき

観測記録は，1 日の降雪量となり，柏崎市において，日降雪量の

最大値は 72cmである。 

 同様に，観測記録の統計処理による年超過確率 10-4値によると，

1日あたりの積雪量は 135.9cm である。 

 上記を踏まえ，設計基準積雪量は，統計処理による 1 日あたり

の積雪量の年超過確率 10－4値 135.9cmをもとに設定するが，それ

以前に積もった積雪分（最深積雪深の平均値 31.1cm）を加えた

167cmとする。 

(6) 積雪

平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置

変更許可を受けた設計方針に同じ。 

 建築基準法及び同施行令第 86条第 3項に基づく茨城県建築基準

法等施行細則によると，建築物を設計する際に要求される基準積

雪量は，東海村においては 30cmである。 

 東海村については，気象庁の地域気象観測システム（アメダス）

が設置されていないため，気象庁の気象統計情報に観測記録はな

い。 

 設計基準積雪深は，建築基準法施行令にて定められた東海村の

基準積雪量である 30cmとする。 

(5) 積雪

 積雪に対する規格・基準として，建築物については建築基準法

及び同施行令第 86 条第３項に基づく松江市建築基準法施行細則

において，地域ごとに建築場所の標高に応じた設計積雪量が定め

られている。松江市鹿島町において，発電所の安全施設が設置さ

れている地盤レベルである標高 8.5m～50.0m の設計積雪量は，

70cm～85cmである。 

 敷地に最も近い気象官署である松江地方気象台（松江市）での

観測記録（1941～2018年）によれば，観測史上１位の月最深積雪

は 100cm（1971 年２月４日）である。 

 以上を踏まえ，設計基準積雪量は保守的に最も積雪量が大きい

松江地方気象台（松江市）における観測史上１位の月最深積雪で

ある 100cmとする。 

・設計方針の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は積雪の

設計基準の設定におい

て，除雪は考慮していな

い。 

・評価条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違

・設計方針の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は積雪の

設計基準の設定におい

て，除雪は考慮していな

い 

・評価条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違

・設計方針の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・評価結果の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

①，②の相違 
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 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準積雪量（167cm）

の積雪荷重に対し機械的強度を有すること，また，非常用換気空

調系の給・排気口は，設計基準積雪量より高所に設置することに

より安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，積雪により

損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料 8 積雪影響評価について」

のとおり。 

 安全施設は，設計基準積雪量（30cm）の積雪が発生した場合に

おいても，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準積雪量（30cm）

の積雪荷重に対し機械的強度を有することにより安全機能を損な

わない設計とする。また，設計基準積雪量（30cm）に対し給排気

口を閉塞させないことにより安全機能を損なわない設計とする。 

 なお，最寄りの気象官署である水戸地方気象台の観測記録によ

ると，水戸市の積雪の観測記録史上 1位の月最深積雪は 32cmであ

る。設計基準を上回るような積雪事象は，気象予報により事前に

予測が可能であり，進展も緩やかであるため，建屋屋上等の除雪

を行うことで積雪荷重の低減及び給排気口の閉塞防止，構内道路

の除雪を行うことでプラント運営に支障をきたさない措置が可能

である。 

 

 また，上記以外の安全施設については，積雪に対して機能を維

持すること若しくは積雪による損傷を考慮して，代替設備により

必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の

対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安

全機能を損なわない設計とする。 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料６．積雪影響評価について」

のとおり。 

 設計基準積雪量（100cm）の積雪によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラ

ス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とす

る。 

 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，設計基準積雪量（100cm）

の積雪荷重に対し機械的強度を有すること，また，換気系の給・

排気口は，設計基準積雪量より高所に設置する等により安全機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，積雪により

損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

 

 評価結果の詳細は，「添付資料 10 積雪影響評価について」の

とおり。 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，第２－

１図の評価フローとの

整合のため，防護する施

設を記載 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，設計基

準を上回る事象につい

て，本条文には記載して

いない 
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(6) 落雷 

 

 

 電気技術指針 JEAG4608 においては，500kV開閉所における送電

線及び電力設備に対して基準電流を 150kA としている。また日本

工業規格 JIS A 4201:2003「建築物等の雷保護」，消防庁通知によ

ると，原子力発電所の危険物施設に対して基準電流 150kA と規定

されている。 

 落雷位置標定システムによる，新潟県全域から本州内陸部の観

測によると，最大落雷電流値は，460kA（夏季），449kA（冬季）で

ある。これらの観測記録は新潟県周辺の広範な地域で観測された

雷撃電流値を示しており，発電所敷地内の避雷鉄塔及び他号炉主

排気塔による落雷の遮蔽の効果を考慮した場合，夏季と冬季のう

ち大きい方の夏季の電流値で 114kAとなる。 

 

 

 

 観測記録の統計処理による年超過確率 10-4値によると，最大落

雷電流値は 156kAである。 

 

 

 落雷の設計基準電流値は，観測記録の統計処理に敷地内におけ

る避雷鉄塔等の遮蔽効果を考慮した 6号炉及び 7号炉への 10－4件

／年雷撃電流値約 156kAに，余裕を加えた 200kAとする。 

 

 

 

 

 

 その上で，外部事象防護対象施設の雷害防止対策として，原子

炉建屋等への避雷針の設置，接地網の敷設による接地抵抗の低減

等を行うとともに，安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回

路設計を行うことにより安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，落雷により

損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

(7) 落雷 

 平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置

変更許可を受けた設計方針に同じ。 

 電気技術指針ＪＥＡＧ4608-2007においては，275kV発変電所に

おける送電線並びに電力設備に対して基準電流を 100kA としてい

る。また，日本工業規格ＪＩＳ A 4201-2003「建築物等の雷保護」，

消防庁通知等によると，原子力発電所の危険物施設に対して基準

電流 150kAと規定されている。 

 全国雷観測ネットワーク（JLDN）により観測された落雷データ

によると，発電所を中心とした標的面積 4km２の範囲の雷撃密度は

4.09 回／年・km２であり，また，観測記録の統計処理による年超

過確率 10-４／年値によると，雷撃電流値は 400kAである。 

東海第二発電所を中心とした標的面積 4km２の範囲で観測された

雷撃電流の最大値は 131kAである。 

 

 

 

 

 

 

 

 よって，落雷の設計基準電流値は保守的に，観測記録の統計処

理による 400kAとする。 

 

 安全施設は，設計基準電流値（400kA）の落雷が発生した場合に

おいても，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 その上で，外部事象防護対象施設の雷害防止対策として，原子

炉建屋等への避雷針の設置，接地網の敷設による接地抵抗の低減

等を行うとともに，安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回

路設計を行うことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記以外の安全施設については，落雷に対して機能を維

持すること若しくは落雷による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対

応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全

機能を損なわない設計とする。 

(6) 落雷 

 

 

 電気技術指針 JEAG4608においては，500kV開閉所における送電

線及び電力設備に対して基準電流を 150kA としている。また日本

工業規格 JIS A 4201:2003「建築物等の雷保護」，消防庁通知など

によると，原子力発電所の危険物施設に対して基準電流 150kA と

規定されている。 

 雷撃電流の観測記録として，落雷位置標定システムによる落雷

データを用いた。島根原子力発電所構内における観測記録（1989

～2018年）の最大値は，104kA（1994年９月 13日）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上を踏まえ，設計基準電流値は保守的に最も電流値が大きい

規格・基準類の値であるＪＥＡＧ4608 において参照されている

150kAとする。 

 設計基準電流値（150kA）の落雷によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラ

ス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とす

る。 

 

 その上で，外部事象防護対象施設の雷害防止対策として，原子

炉建物等への避雷針の設置，接地網の敷設による接地抵抗の低減

等を行うとともに，安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回

路設計を行うことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，落雷により

損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能

は損なわれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

 ②の相違 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は避雷鉄

塔及び他号炉主排気筒

による落雷の遮蔽の効

果を考慮していない 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・評価結果の相違 

 ①，②の相違 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第２－

１図の評価フローとの

整合のため，防護する施

設を記載 
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 なお，評価結果の詳細は「添付資料 9 落雷影響評価について」

のとおり。 

 

(7) 地滑り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安全施設は，発電用原子炉施設内において地滑りが発生した場

合においても，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，斜面からの離隔距離を確

保し地滑りのおそれがない位置に設置することにより安全機能を

損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，地滑りによ

り損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機

能は損なわれない。 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料７．落雷影響評価について」

のとおり。 

 評価結果の詳細は，「添付資料 11 落雷影響評価について」の

とおり。 

 

(7) 地滑り 

地滑り調査は，文献が示す地滑り地形を参照したうえ，自社

調査によって敷地内を網羅的に調査し，地滑り地形の抽出を行

った。抽出した箇所について現地調査を行い，地滑り地形の有

無，範囲，規模等を評価した。 

土石流調査も同様に，文献が示す土石流危険区域・渓流を参

照したうえ，自社調査によって敷地内の土石流危険区域・渓流

の地形を網羅的に抽出した。土石流危険区域等がある箇所につ

いては，旧建設省の「土石流危険渓流および土石流危険区域調

査要領（案）」を参考に設定したフローに基づいて机上検討及び

現地調査を行い，土石流の範囲，規模等を評価した。 

 

 抽出された島根原子力発電所周辺の地滑り地形は第 3－3図，土

石流危険区域は第 3－4図に示すとおりである。なお，島根原子力

発電所周辺には土砂崩れ（山崩れ，崖崩れ）に相当する急傾斜地

崩壊箇所は示されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地滑り及び土石流によってその安全機能が損なわれないことを

確認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラス１，クラス

２ 及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，斜面からの離隔距離を確

保し地滑り及び土石流のおそれがない位置に設置することにより

安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，地滑り及び

土石流により損傷した場合であっても，代替手段があること等に

より安全機能は損なわれない。 

 

 

 

 

・評価方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，地滑り

及び土石流の影響範

囲に安全施設がある

ことから評価内容を

記載 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

当該図を「1.2 外部事

象に対する 1次評価」及

び「添付資料 10 地滑り

影響評価について」に記

載 

【東海第二】 

当該図を「参考資料－

１ 地滑り影響評価につ

いて」に記載 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，第２－

１図の評価フローとの

整合のため，地滑り及び

土石流に対し防護する

施設を記載 
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 なお，評価結果の詳細は「添付資料 10地滑り影響評価について」

のとおり。 

 

 ａ．地滑りの影響評価 

 地滑り地形範囲にある安全施設への影響評価を実施する。第

3－3図に地滑り地形と対象設備（安全施設等）の位置を示す。 

 地滑り地形①の範囲にある安全施設として２号機放水接合槽

があり，また津波防護施設として防波壁があるが，自社調査（机

上調査による地形判読及び現地踏査による地滑り地形の詳細検

討）の結果，地滑り地形①については深層崩壊を伴うような地

滑り地形ではないことを確認している。また，防災科研調査結

果の地滑り地形①付近において確認された表層土（礫質土及び

粘性土）については，過去の表層すべりの可能性が否定できな

いことから，周辺斜面の安定性確保のため，撤去を行うことと

している。 

 地滑り地形②の範囲にある安全施設としてモニタリング・ポ

ストがあるが，自社調査の結果から地滑りは想定されないと評

価している。また，地滑り地形⑤の範囲に，安全施設は存在し

ない。 

ｂ．土石流の影響評価 

 土石流危険区域７箇所について，土石流が発生する可能性は

低いと考えられるが，渓床に土石流の発生源となる堆積土砂が

確認されたため，保守的に土石流が発生した場合の土石流危険

区域内にある安全施設への影響評価を実施する。 

 土石流危険区域には，消火ポンプ，消火タンク，220kV 第二

島根原子力幹線 No.1 鉄塔，気象観測設備及び固体廃棄物貯蔵所

がある。消火ポンプ，消火タンク及び 220kV 第二島根原子力幹

線 No.1鉄塔については，土石流によりこれらの設備が破損した

としても，代替設備により，安全施設の安全機能は損なわれな

い。気象観測設備については，土石流により破損した場合，安

全上支障のない期間内に補修を実施することにより安全施設の

安全機能は損なわれない。固体廃棄物貯蔵所については，相応

の頑健性を有する鉄筋コンクリート造とするとともに，損傷し

た場合は補修等の運用上の措置等を講じることにより，安全施

設の安全機能は損なわれない。 

 

評価結果の詳細は，「添付資料 12 地滑り・土石流影響評価に

ついて」のとおり。 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，地滑り

及び土石流の影響範囲

に安全施設があること

から評価結果を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，地滑り

及び土石流影響評価

を実施 
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第 3－3図 島根原子力発電所周辺の地滑り地形 

及び対象施設（安全施設等）位置図 

 

 

第 3－4図 島根原子力発電所周辺における土石流危険区域 

及び対象施設（安全施設等）位置図 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，地滑り

及び土石流の影響範囲

に安全施設があること

から評価結果を記載 
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(8) 火山 

 柏崎刈羽原子力発電所に対して考慮すべき火山事象は，敷地周

辺の第四紀に活動した火山の活動時期や噴出物の種類と分布，敷

地との位置関係から，降下火砕物である。 

 降下火砕物の層厚に対する規格・基準は，国内では策定されて

いない。 

 観測記録については，敷地周辺に堆積する降下火砕物について

検討を行った。噴出源が同定できる降下火砕物については，その

給源となる火山が，将来敷地で確認されている規模相当で噴火す

る可能性が十分低いと評価した。また，噴出源が同定できない降

下火砕物については，敷地内で最大層厚約 35cmが確認されている

が，堆積過程において水系等の影響を受けて堆積したもの 

と推定され，当時の堆積環境は現在と大きく異なっていると考え

られる。 

 一方，文献，既往解析結果の知見及び降下火砕物シミュレーシ

ョンを用いて検討した結果，降下火砕物の層厚を約 23.1cmと評価

した。 

 上記を踏まえ，想定する降下火砕物の最大層厚は，評価結果の

約 23.1cm に対し，敷地内で給源不明なテフラの最大層厚 35cm が

確認されていることを踏まえ，保守的に 35cmと設定する。詳細の

堆積厚は，「原子力発電所の火山影響評価ガイド（平成 25年 6 月

19 日原規技発第 13061910 号 原子力規制委員会決定）」に基づく

審査資料「別添 3-1 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉 火山

影響評価について」のとおり。 

 安全施設のうち外部事象防護対象施設は，設定した降下火砕物

の設計基準堆積量等に対し，以下の影響について，安全機能を損

なわない設計とする。 

・直接的影響（降下火砕物の堆積荷重，化学的影響（腐食），降下

火砕物による閉塞等） 

・間接的影響（長期間の外部電源の喪失等） 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，降下火砕物

により損傷した場合であっても，代替手段があること等により安

全機能は損なわれない。 

 なお，評価結果の詳細は「原子力発電所の火山影響評価ガイド

（平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 13061910 号 原子力規制委員会

決定）」に基づく審査資料「別添 3-1 柏崎刈羽原子力発電所 6 号

及び 7号炉 火山影響評価について」のとおり。 

(8) 火山の影響 六条（火山）において説明 

 設置許可基準規則を参照し，新たに設計方針を追加した事象で

ある。 

 発電所に対して考慮すべき火山事象は，敷地の地理的領域に位

置する第四紀火山の活動時期や噴出物の種類と分布，敷地との位

置関係から，降下火砕物（火山灰）以外にない。 

 文献調査，地質調査及び降下火砕物シミュレーション解析の結

果を踏まえ，降下火砕物の層厚を 50cm，密度を 1.5g／cm３（湿潤

状態），粒径を最大 8.0mmと評価した。 

 荷重については，層厚 50cmの湿潤状態の降下火砕物の荷重と積

雪の荷重及び風荷重を適切に組み合わせる。 

外部事象防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間接

的影響が発生した場合においても，安全機能を損なわないよう以

下の設計とする。 

ａ．直接的影響に対する設計 

 外部事象防護対象施設は，直接的影響に対して，以下により安

全機能を損なわない設計とする。 

・構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とすること 

・水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計とすること 

・換気系，電気系及び計測制御系の機械的影響（閉塞）に対して

降下火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・水循環系の内部における摩耗並びに換気系，電気系及び計測制

御系の機械的影響（摩耗）に対して摩耗しにくい設計とすること 

・構造物の化学的影響（腐食），水循環系の化学的影響（腐食）並

びに換気系，電気系及び計測制御系の化学的影響（腐食）に対し

て短期での腐食が発生しない設計とすること 

・発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室換気系は降下火砕物

が侵入しにくく，さらに外気を遮断できる設計とすること 

・電気系及び計測制御系の盤の絶縁低下に対して空気を取り込む

機構を有する計測制御設備（安全保護系）の設置場所の換気空調

設備は降下火砕物が侵入しにくい設計とすること 

・降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物

の除去や換気空調設備外気取入口のバグフィルタの取替え若しく

は清掃又は換気空調設備の停止若しくは閉回路循環運転の実施に

より安全機能を損なわない設計とすること 

 ・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は火山の

設計方針について別添

3－1に記載 

 

102



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

  また，上記以外の安全施設については，降下火砕物に対して機

能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替

設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間に

降下火砕物の除去又は修復等の対応を可能とすることにより，安

全機能を損なわない設計とする。 

ｂ．間接的影響に対する設計 

 降下火砕物による間接的影響として考慮する，広範囲にわたる

送電網の損傷による 7 日間の外部電源喪失及び発電所外での交通

の途絶によるアクセス制限事象が生じた場合については，降下火

砕物に対して非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）の安全機能を維持することで，発電用原子

炉の停止及び停止後の発電用原子炉の冷却並びに使用済燃料プー

ルの冷却に係る機能を担うために必要となる電源の供給が非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）により継続できる設計とすることにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 なお，詳細評価については，「原子力発電所の火山影響評価ガイ

ド（平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 13061910 号 原子力規制委員

会決定）」に基づく審査資料「東海第二発電所 火山影響評価につ

いて」のとおり。 

 ・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は火山の

設計方針について別添

3－1に記載 
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(9) 生物学的事象 

 

 

 安全施設は，発電用原子炉施設内において生物学的事象として

海洋生物であるクラゲ等の発生，小動物等の侵入が発生した場合

においても，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，クラゲ等の発生に対して，

クラゲ等を含む塵芥による原子炉補機冷却海水系等への影響を防

止するため，除塵装置及び海水ストレーナを設置し，必要に応じ

て塵芥を除去することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 小動物の侵入に対しては，屋内設備は建屋止水処置等により，

屋外設備は端子箱貫通部の閉止処置を行うことにより，安全機能

を損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，生物学的事

象により損傷した場合であっても，代替手段があること等により

安全機能は損なわれない。 

 

 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料 11 生物学的事象影響評価

について」のとおり。 

 

(9) 生物学的事象 

 設置許可基準規則を参照し，想定される自然現象として抽出し

た事象であり，以下の設計方針を定めている。 

 外部事象防護対象施設は，生物学的事象として海生生物である

クラゲ等の発生及び小動物の侵入が発生した場合においても，安

全機能を損なわない設計とする。 

 

 その上で，外部事象防護対象施設は，海生生物であるクラゲ等

の発生に対しては，海生生物を含む塵芥による残留熱除去系海水

系等への影響を防止するため，除塵装置及び海水ストレーナを設

置し，必要に応じて塵芥を除去することにより，安全機能を損な

わない設計とする。 

 小動物の侵入に対しては，屋内設備は建屋止水処置により，屋

外設備は端子箱貫通部の閉止処置を行うことにより，安全機能を

損なわない設計とする。 

 また，上記以外の安全施設については，生物学的事象に対して

機能を維持すること若しくは生物学的事象による損傷を考慮して

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせる

ことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料８．生物学的事象に対する

考慮について」のとおり。 

(8) 生物学的事象 

 

 

 生物学的事象として海洋生物であるクラゲ等の発生，小動物の

侵入によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要が

ある施設を，安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３

に属する構築物，系統及び機器とする。 

 その上で，外部事象防護対象施設は，クラゲ等の発生に対して

は，クラゲ等を含む塵芥による原子炉補機冷却系の海水系等への

影響を防止するため，除塵装置及び海水ストレーナを設置し，必

要に応じて塵芥を除去することにより，安全機能を損なわない設

計とする。 

 小動物の侵入に対しては，屋内設備は建物止水処置により，屋

外設備は端子箱貫通部の閉止処置を行うことにより，安全機能を

損なわない設計とする。 

 また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，生物学的事

象により損傷した場合であっても，代替手段があること等により

安全機能は損なわれない。 

 

 

 評価結果の詳細は，「添付資料 13 生物学的事象影響評価につ

いて」のとおり。 
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 (10) 森林火災 六条（外部火災）において説明 

 設置許可基準規則を参照し，新たに設計方針を追加した事象で

ある。 

 敷地外の森林から出火し，敷地内の植生へ延焼するおそれがあ

る場合は，自衛消防隊が出動し，予防散水等の延焼防止措置を行

う。また，敷地内の植生へ延焼した場合であっても，森林火災シ

ミュレーション（ＦＡＲＳＩＴＥ）による影響評価に基づいた防

火帯幅を確保すること等により，安全機能が損なわれることはな

い。 

 また，上記以外の安全施設については，建屋による防護，消火

活動，代替設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間

での修復等の対応又はそれらを適切に組み合わせることにより，

安全機能を損なわない設計とする。 

 森林火災に伴うばい煙等発生時の二次的影響に対して，外気を

直接設備内に取り込む機器，外気を取り込む空調系統，屋外設置

機器に分類し，影響評価を行い，必要な場合は対策を実施するこ

とにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 なお，詳細評価については，「原子力発電所の外部火災影響評価

ガイド（平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 13061912 号 原子力規制

委員会決定）」に基づく審査資料「東海第二発電所 外部火災影響

評価について」のとおり。 

 

(11) 高潮 

 平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置

変更許可を受けた設計方針に同じ。 

 発電所周辺海域の潮位については，発電所から北方約 3km 地点

に位置する茨城港日立港区で観測された潮位を設計潮位とする。

本地点の最高潮位は T.P.（東京湾中等潮位）＋1.46m（1958 年 9

月 27日），朔望平均満潮位が T.P.＋0.61m である。 

 安全施設は，高潮の影響を受けない敷地高さ（T.P.＋3.3m）以

上に設置することで，安全機能を損なわない設計とする。 

 ・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は森林火

災を人為事象と整理し，

設計方針については別

添 4－1に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は高潮の

影響について，津波評価

で考慮していることか

ら設計上考慮する事象

として選定していない。 
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4. 人為事象（偶発的） 

 安全施設は，以下のとおり想定される偶発的な人為事象によっ

て，安全施設の安全性を損なわない設計とする。 

 想定される偶発的な人為事象としては，火災・爆発，有毒ガス，

船舶の衝突，電磁的障害が挙げられる。 

 

4.1 個別評価 

 

4. 外部人為事象 

 発電所の敷地及び敷地周辺の状況を基に，設計基準において想

定される外部人為事象については，「1. 設計上考慮する外部事象

の抽出」により選定しており，選定した事象に対する設計方針を

以下に記載する。 

 

4.1 個別評価 

 (1) 飛来物（航空機落下） 

 平成 21年 11月 17日付け平成 20･12･24 原第 3号をもって設置

変更許可を受けた設計方針に同じ。 

 

 発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）への航空機

の落下確率は，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価

基準について」（平成 14･7･29 原院第 4号（平成 14年 7月 30日 原

子力安全・保安院制定））等に基づき評価した結果，約 8.5×10－８

回／炉･年であり，防護設計の要否を判断する基準である 10－７回

／炉･年を超えないため，飛来物（航空機落下）による防護につい

て設計上考慮する必要はない。 

 

 使用済燃料乾式貯蔵建屋は，発電用原子炉施設（使用済燃料乾

式貯蔵建屋除く。）と安全機能が独立していること，かつ設置場所

は発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）と離隔され

ていることから，個別に航空機落下確率を評価した結果，約 6.1

×10－８回／炉･年であり，防護設計の要否を判断する基準である

10－７回／炉･年を超えないため，飛来物（航空機落下）による防

護について設計上考慮する必要はない。 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料９．航空機落下確率評価に

ついて」のとおり。 

4. 人為事象の考慮 

 安全施設は，以下のとおり想定される偶発的な人為事象によっ

て，安全施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

(1) 飛来物（航空機落下） 

 

 

 

 航空機落下については，「実用発電用原子炉施設への航空機落下

確率の評価基準について」（平成 21・06・25原院第１号（平成 21

年６月 30 日原子力安全・保安院制定））等に基づき，航空機落下

確率を評価し，防護設計の要否について確認している。 

 島根原子力発電所２号炉について航空機落下確率評価を行った

結果は，約 8.2×10－８回／炉・年であり，防護設計の要否判断の

基準である 10－７回／炉・年を超えないため，航空機落下による防

護設計を考慮しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 評価結果の詳細は，「添付資料 14 航空機落下確率評価につい

て」のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 1.表 5に記載 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【東海第二】 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉には，使用

済燃料乾式貯蔵施設は

ない 
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 (2) ダムの崩壊 

 平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置

変更許可を受けた設計方針に同じ。 

 発電所周辺には，発電所敷地の北側に久慈川が位置しており，

その支川である山田川の上流約 30kmにダムが存在する。 

 久慈川は敷地の北方を太平洋に向かい東進していること，発電

所敷地の西側は北から南にかけては EL.3m～EL.21m の上り勾配と

なっていることから，発電所敷地がダムの崩壊により影響を受け

ることはなく，ダムの崩壊を考慮する必要はない。 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料 10．ダムの崩壊影響評価に

ついて」のとおり。 

(2) ダムの崩壊 

 

 

 島根原子力発電所周辺地域のダムとしては，島根原子力発電所

の敷地から南方向約３kmの地点に柿原溜池が存在するが，敷地と

の距離が離れており，さらに敷地の周りは標高 150m程度の山に囲

まれていることから，本溜池の越水による影響はない（第 4－1図

参照）。 

 

 

第 4－1図 発電所周辺のダムの位置 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 1.表 5に記載 
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(1) 火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災，航空機落下火災

等） 

（爆発） 

 大きな爆発が発生するおそれがある施設としては，石油コンビ

ナート等が想定される。石油コンビナート等とは，石油コンビナ

ート等災害防止法で規制される特別防災区域内の特定事業所及び

コンビナート等保安規則で規制される特定製造事業所が想定され

るが，いずれの施設についても柏崎刈羽原子力発電所から 10km以

遠であり，発電用原子炉施設に影響がないことを確認した。 

（森林火災） 

 防火帯から約 0.4km，約 0.6km 及び約 3km 離れた敷地外の道路

沿いで出火し，敷地内の森林まで延焼することを想定して原子炉

建屋の外壁温度を評価したところ，許容温度（200℃）を下回るこ

と等を確認した。 

 火線強度から求めた防火帯幅は約 20m であり，6 号及び 7 号炉

とも林縁まで十分な距離があることを確認した。 

 また，発電所構内の林縁まで火災が到達するまでに約 3 時間と

いう結果に対して，発電所構内に常駐している自衛消防隊が消火

活動を開始するまでに十分な時間余裕があることを確認した。 

 外気取入ダンパを設置し再循環運転が可能である中央制御室換

気空調系については，ばい煙の進入が想定される場合には，外気

取入ダンパを閉止し，再循環運転を行うことにより，ばい煙の進

入を阻止できる。それ以外の換気空調系については，空調ファン

を停止することでばい煙の進入を阻止できることを確認した。 

（近隣工場等の火災・爆発） 

 （爆発）で示したとおり，発電所近隣の工場で爆発により影響

があると考えられるものはないことから，敷地周辺の道路を運行

中の燃料輸送車両の火災・爆発，発電所港湾内へ侵入してきた漂

流船舶の火災・爆発，敷地内危険物タンクの火災による影響を評

価した。 

 燃料輸送車両及び漂流船舶ともに，火災で原子炉建屋外壁面が

許容温度（200℃）以下となる危険距離，爆発で人体に影響がない

とされる爆風圧（0.01MPa）以下となる危険限界距離のいずれに対

しても，十分な離隔距離があることを確認した。 

 また，敷地内危険物タンクについては，軽油タンクの火災を想

定し，原子炉建屋外壁面が許容温度（200℃）を下回ることを確認

した。 

(3) 爆発 六条（外部火災）において説明 

 平成 21 年 11 月 17 日付け平成 20･12･24 原第 3 号をもって設置

変更許可を受けた設計方針に同じ。 

 発電所敷地外 10km以内の範囲において，爆発により安全施設に

影響を及ぼすような石油コンビナート施設はないため，爆発によ

る安全施設への影響については考慮する必要はない。 

 発電所敷地外 10km 以内の危険物貯蔵施設又は発電所敷地周辺

道路の燃料輸送車両から爆発が発生する場合を想定しても，離隔

距離の確保により，安全機能を損なわない設計とする。航行中の

船舶が漂流し爆発が発生する場合を想定しても，離隔距離の確保

等により，安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記以外の安全施設については，離隔距離の確保，代替

設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間での修復等

の対応又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を

損なわない設計とする。 

 なお，詳細評価については，「原子力発電所の外部火災影響評価

ガイド（平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 13061912 号 原子力規制

委員会決定）」に基づく審査資料「東海第二発電所 外部火災影響

評価について」のとおり。 

 

(4) 近隣工場等の火災 六条（外部火災）において説明 

 設置許可基準規則を参照し，想定される外部人為事象として新

たに抽出した事象である。 

ａ．石油コンビナート施設等の火災 

 発電所敷地外 10km以内の範囲において，火災により評価対象施

設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設はないため，火災

による安全施設への影響については考慮する必要はない。 

 発電所敷地外 10km以内の範囲において，石油コンビナート施設

以外の危険物貯蔵施設又は発電所敷地周辺道路の燃料輸送車両か

ら火災が発生する場合を想定しても，離隔距離の確保等により，

安全機能を損なわない設計とする。航行中の船舶が漂流し火災が

発生する場合を想定しても，離隔距離の確保等により，安全機能

を損なわない設計とする。 

ｂ．発電所敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災 

 発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災発生時の輻射

熱による評価対象施設の建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選

定した，火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度等を許

容温度以下とすることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 ・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は火災・爆

発の設計方針について

別添 4－1に記載 
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（航空機墜落による火災） 

 航空機が発電用原子炉施設周辺で落下確率が 10-7回／炉・年以

上になる地点へ落下することを想定し，発電用原子炉施設に対す

る火災の影響を評価した結果，6 号炉及び 7 号炉の外壁面温度が

許容温度（200℃）を下回ることを確認した。 

 

 なお，詳細評価については，「原子力発電所の外部火災影響評価

ガイド（平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 13061912 号 原子力規制

委員会決定）」に基づく審査資料「別添 4-1 柏崎刈羽原子力発電

所 6 号及び 7号炉 外部火災影響評価について」のとおり。 

 

 

ｃ．航空機墜落による火災 

 原子炉建屋周辺に航空機が墜落し，燃料火災が発生した場合，

直ちに公設消防へ通報するとともに，自衛消防隊が出動し，速や

かに初期消火活動を行う。 

 航空機が外部事象防護対象施設である原子炉建屋等の周辺で落

下確率が 10－７回／炉・年以上になる地点へ墜落することを想定し

ても，火災の影響により安全機能を損なわない設計とする。 

 また，上記以外の安全施設については，建屋による防護，消火

活動，代替設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間

での修復等の対応又はそれらを適切に組み合わせることにより,

安全機能を損なわない設計とする。 

ｄ．二次的影響（ばい煙等） 

 石油コンビナート施設の火災，発電所敷地内に設置する危険物

貯蔵施設等の火災及び航空機墜落による火災に伴うばい煙等発生

時の二次的影響に対して，外気を直接設備内に取り込む機器，外

気を取り込む空調系統及び屋外設置機器に分類し，影響評価を行

い，必要な場合は対策を実施することにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は火災・爆

発の設計方針について

別添 4－1に記載 
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(2) 有毒ガス 

 

 

 有毒ガスの漏えいについては固定施設（石油コンビナート等）

と可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考えられる。発

電所周辺には周辺監視区域が設定されているため，発電用原子炉

施設と近隣の施設や周辺道路との間には離隔距離が確保されてい

ることから，有毒ガスの漏えいを想定した場合でも，中央制御室

の居住性が損なわれることはない。また，敷地港湾の前面の海域

を移動中の可動施設から有毒ガスの漏えいを想定した場合も同様

に，離隔距離が確保されているため，中央制御室の居住性が損な

われることはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電所敷地内に貯蔵している化学物質については，貯蔵設備か

らの漏えいを想定した場合でも，非常用換気空調系等により中央

制御室の居住性が損なわれることはない。 

 

 

 

 なお，評価結果の詳細については，「添付資料 12 有毒ガス影響

評価について」のとおり。 

(5) 有毒ガス 

 設置許可基準規則を参照し，想定される外部人為事象として新

たに抽出した事象である。 

 有毒ガスの漏えいについては固定施設（石油コンビナート施設

等）と可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考えられる。

発電所周辺には周辺監視区域が設定されているため，発電用原子

炉施設と近隣の施設や周辺道路との間には離隔距離が確保されて

いることから，有毒ガスの漏えいを想定した場合でも，中央制御

室の居住性を損なうことはない。また，敷地港湾の前面の海域を

移動中の可動施設から有毒ガスの漏えいを想定した場合も同様

に，離隔距離が確保されていることから，中央制御室の居住性を

損なうことはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電所敷地内に貯蔵している化学物質については，貯蔵施設か

らの漏えいを想定した場合でも，中央制御室の居住性を損なうこ

とはない。 

 また，中央制御室換気系については，外気取入ダンパを閉止し，

閉回路循環運転を行うことにより中央制御室の居住性を損なうこ

とはない。 

 なお，評価結果の詳細については，「添付資料 11．有毒ガス影

響評価について」のとおり。 

(3) 有毒ガス 

 

 

 有毒ガスの漏えいについては固定施設（石油コンビナート施設

等）と可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考えられる。 

 発電所周辺地域には，以下の交通運輸状況及び産業施設がある。 

 発電所周辺地域の主要道路としては，一般国道 431号線があり，

鉄道路線としては，西日本旅客鉄道株式会社山陰本線及び一畑電

気鉄道株式会社北松江線がある（第 4－2図参照）。 

 島根原子力発電所前面の海域にフェリーの航路等一般航路があ

るが，発電所からの離隔距離が確保されている（第 4－3図参照）。 

 発電所周辺の石油コンビナート施設については，発電所敷地外

10km以内の範囲において，石油コンビナート施設は存在しない（第

4－4 図参照）。なお，発電所に最も近い石油コンビナート地区は

南南東約 120kmの福山・笠岡地区である。 

 また，発電所敷地外 10km 以内の範囲において，石油コンビナー

ト施設以外の主要な産業施設がある。 

 これらの主要道路，鉄道路線，一般航路及び石油コンビナート

施設等は，発電所から離隔距離が確保されており，危険物を積載

した車両及び船舶を含む事故等による発電所への有毒ガスを考慮

する必要はない。 

 

 

 

 中央制御室の換気系については，外気隔離ダンパが設置されて

おり，外気隔離ダンパを閉止し，再循環運転を行うことにより中

央制御室の居住性が損なわれることはない。 

 

 

・記載箇所の相違 

（比較内容は，添付資料

の比較表に記載） 

【柏崎 6/7】 

 添付資料 12 に評価内

容を記載 

【東海第二】 

 添付資料 11 に評価内

容を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

化学物質に対する中

央制御室の居住性への

評価は第 26条にて実施 
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第 4－2図 発電所周辺の鉄道及び主要道路図 

 

 

第 4－3図 発電所周辺の主要航路図 

 

 

第 4－4図 コンビナート施設の位置 
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(3) 船舶の衝突 

 

 

 

 

 最も距離の近い航路でも柏崎刈羽原子力発電所より 30km の離

隔距離があり，航路を通行する船舶の衝突により，安全施設が安

全機能を損なうことはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 小型船舶が発電所近傍で漂流した場合でも，敷地前面の防波堤

等に衝突して止まることから取水性に影響はない。また，カーテ

ン・ウォール前面に小型船舶が到達した場合であっても，深層か

ら取水することにより，取水機能が損なわれるような閉塞は生じ

ない設計とする。 

 

 

 また，船舶の座礁により重油流出事故が発生した場合は，オイ

ルフェンスを設置する措置を講じる。 

 

 

 

 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料 13 船舶の衝突影響評価に

ついて」のとおり。 

(6) 船舶の衝突 

 設置許可基準規則を参照し，想定される外部人為事象として新

たに抽出した事象である。 

 航路を通行する船舶の衝突に対し，航路からの離隔距離を確保

することにより，安全施設が安全機能を損なわない設計とする。 

 発電所周辺の海上交通としては，発電所の北方約 3km に茨城港

日立港区，南方約 6kmに茨城港常陸那珂港区，南方約 18kmに茨城

港大洗港区があり，それぞれ日立－釧路間，常陸那珂－苫小牧間，

常陸那珂－北九州間，大洗－苫小牧間等の定期航路がある。最も

距離の近い航路でも発電所より約 1.4km の離隔距離があり，航路

を通行する船舶が港湾内に侵入する可能性は低い。 

 港湾内に入港する燃料輸送船等（全長約 100m×全幅約 16.5m，

満水時の喫水約 5m）の事故が港湾内で発生した場合でも，取水口

前面のカーテンウォールにより阻害されること，取水口は呑み口

が広い（幅約 40m）ため，取水性が損なわれることはない。 

 小型船舶（漁船等，全長約 20m×全幅約 5m，満水時の喫水約 2m）

が発電所近傍で漂流した場合でも，防波堤等に衝突して止まるこ

とから取水性を損なうことはない。また，万が一防波堤を通過し，

カーテンウォール前面に小型船舶が到達した場合であっても，吞

み口が広いため，取水性を損なうことはない。 

 

 

 船舶の座礁により，重油流出事故が発生した場合は，オイルフ

ェンスを設置する措置を講じる。 

 

 

 したがって，船舶の衝突によって取水路が閉塞することはなく，

安全施設が安全機能を損なうことはない。 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料 12．船舶の衝突影響評価に

ついて」のとおり。 

(4) 船舶の衝突 

 

 

 

 

 島根原子力発電所周辺海域の航路としては，北東方向約６kmに

加賀港から潜戸までの観光遊覧船が運航している。また，東北東

方向約 21km に七類港から隠岐諸島までの高速船及びフェリーが

運航している。発電所はこれらの航路の進行上にはなく，航路ま

での距離が離れていることから船舶の侵入はない。 

 

 

 

 

 

 また，取水口前面には防波堤及び東防波堤があること，防波堤

及び東防波堤の港口付近での漁業操業は行われていないことか

ら，小型船舶が漂流し，港湾内に侵入する可能性は極めて低い。

仮に取水口側に侵入した場合でも，取水口の上端高さ T.P.－12.5

～－9.5mに対して，朔望平均干潮位（L.W.L）T.P.－0.02mに小型

船舶の喫水約 1.5mを考慮しても船舶の下端は T.P.－３m程度であ

ることから，取水路の閉塞はない（第 4－5～7図参照）。 

 なお，燃料輸送船等が座礁し，運搬している重油等が流出する

ような場合についても，深層から取水していることから，取水機

能に影響はない。また，必要に応じて，オイルフェンスを設置す

る措置を講じることができる。 

 したがって，船舶の衝突によって取水路が閉塞することはなく，

安全施設の安全機能を損なうことはない。 

 

 

 

 

 

 

・プラント立地箇所の相

違による航路からの

距離の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉には，カー

テンウォールは無く，沖

合で深層から取水して

いる 

112



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

   

 

第 4－5図 取水口，防波堤及び東防波堤の位置 

 

 

 
第 4－6図 取水口～取水ピット平面図 

 

 

第 4－7図 取水口～取水ピット断面図 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 添付資料に当該図を

記載 
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(4) 電磁的障害 

 

 

 安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，制御盤へ入線

する電源受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部から

の信号入出力部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，通信ライ

ンにおける光ケーブルの適用等により，影響を受けない設計とし

ている。したがって，電磁的障害により安全施設の安全機能を損

なうことはない。なお，評価結果の詳細は「添付資料 14 電磁的

障害影響評価について」のとおり。 

 

 

 

 

5. 外部事象に対する安全施設への影響評価 

 3.及び 4.にて評価した，外部事象による安全施設への影響を表

6 に示す。 

 

(7) 電磁的障害 

 設置許可基準規則を参照し，想定される外部人為事象として新

たに抽出した事象である。 

 安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，計装盤へ入線

する電源受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部から

の信号入出力部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体

や金属シールド付ケーブルの適用等により，影響を受けない設計

としている。 

 したがって，電磁的障害により安全施設が安全機能を損なうこ

とはない。 

 なお，評価結果の詳細は「添付資料 13．安全保護回路の主なサ

ージ・ノイズ，電磁波対策について」のとおり。 

 

 

5. 自然現象，外部人為事象に対する安全施設への影響評価 

 発電所で考慮する自然現象及び外部人為事象に対して，安全施

設への影響評価を第 5-1表に示す。 

 なお，洪水及び高潮の自然現象並びに飛来物（航空機落下），ダ

ムの崩壊，有毒ガス及び船舶の衝突の外部人為事象に関しては，

発電所の施設への影響がないことから，第 5-1表から除外してい

る。 

(5) 電磁的障害 

 

 

 安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，制御盤へ入線

する電源受電部にラインフィルタの設置，外部からの信号入出力

部にラインフィルタや絶縁回路の設置，鋼製筐体や金属シールド

付ケーブルの適用等により，影響を受けない設計としている。 

 

 したがって，電磁的障害により安全施設の安全機能を損なうこ

とはない。 

 評価結果の詳細は，「添付資料 15 電磁的障害影響評価につい

て」のとおり。 

 

 

5. 外部事象に対する安全施設の影響評価について 

 ３．及び４．にて評価した，外部事象による安全施設への影響

を第 5－1表に示す。 

 なお，自然現象の洪水，並びに人為事象の飛来物（航空機落下）

及びダムの崩壊に関しては，島根原子力発電所への影響がないこ

とから，第 5－1表から除外している。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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へ
の
影
響
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１
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１
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に
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の
影
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評
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・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 立地条件及び設備構

成を踏まえて評価した

結果による相違 
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に
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る
安
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設
へ
の
影
響
（
２
／
１
０
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・評価結果の相違 
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成を踏まえて評価した

結果による相違 
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（
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結果による相違 
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（
４
／
１
０
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・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 立地条件及び設備構

成を踏まえて評価した

結果による相違 
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・評価結果の相違 
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結果による相違 
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・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

立地条件及び設備構

成を踏まえて評価した

結果による相違 
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・評価結果の相違 
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・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 立地条件及び設備構

成を踏まえて評価した

結果による相違 

126



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 
  

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 立地条件及び設備構

成を踏まえて評価した

結果による相違 

127



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

6. 自然現象/人為事象の重畳について 

 実用発電用原子炉及びその付属施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則第 6 条解釈第 3 項及び第 5 項において，設計上の

考慮を要する自然現象の重畳について要求がある。さらに，第 6 条

解釈第 7 項において，人為事象についての要求があることから，

自然現象，人為事象の重畳について検討する。 

 重畳の検討についての概略を以下に示す。 

【検討手順概略】 

① 1.「設計上考慮する外部事象の抽出」で収集した自然現象（地

震及び津波を含む）及び人為事象を基本的な組み合わせ対象と

して設定 

 

 

② 柏崎刈羽原子力発電所の敷地周辺で発生しない事象を除外 

③ 自然現象及び人為事象ごとに影響モード（荷重，閉塞，熱影響

等）を整理し，事象の特性（相関性，発生頻度等）を踏まえて

全ての組み合わせを網羅的に検討し，影響が増長する組み合わ

せを特定。組み合わせを考慮した場合に発電用原子炉施設に与

える影響パターンを以下の観点で分類。 

  a. 組み合わせた場合も影響が増長しないもの（影響が小さ含

む） 

  b. 同時に発生する可能性が極めて低いもの 

  c. 増長する影響について，単一の事象の検討で包絡されてい

る，又は単一の事象の設計余裕に包絡されているもの 

  d. c 以外で影響が増長するもの 

  影響が増長するケース（上記 c 及び d）については，それらを

4 つのタイプに分類し，新たな影響モードが生じるモードにつ

いても考慮。 

④ 組み合わせの検討結果としての影響度合いを明示。（上記 c 及

び d と分類されたものについて）「重畳の結果を個別に評価す

るもの」，「ほかの重畳事象で代表させるもの」，「単一の事象（関

連して発生する可能性がある自然現象も含む。）の設計余裕に

包絡されているもの（上記 c）」に整理し詳細検討 

⑤ アクセス性・視認性についても参考として記載 

 図 7 に自然現象/人為事象の組み合わせ事象の評価フローを示

す。フロー内の各タスクの詳細については 6.1 節以降で説明する。 

 

6. 自然現象の重畳について 

 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則第六条解釈第 3 項及び第 5 項において，設計上の

考慮を要する自然現象の組合せについて要求がある。 

重畳の検討についての概略を以下に示す。 

 

 

【検討手順概略】 

① 「1.1 外部事象の収集」にて発電所敷地で想定される自然現

象（地震及び津波除く。）として抽出した 11事象から，「3.2 個

別評価」にて発電所では被害が考えられないと評価した洪水及

び津波に包含される高潮を除いた 9 事象に地震及び津波を加え

た 11事象を組合せ対象として設定。 

② 自然現象ごとに影響モード（荷重，閉塞，温度等）を整理し，

事象の特性（相関性，発生頻度等）を踏まえて全ての組合せを

網羅的に検討し，影響が増長する組合せを特定。組合せを考慮

した場合に発電用原子炉施設に与える影響パターンを以下の観

点で分類。 

 

ａ．組み合わせた場合も影響が増長しないもの（影響が小さくな

るものを含む） 

ｂ．同時に発生する可能性が極めて低いもの 

ｃ．増長する影響について，個別の事象の検討で包絡されている

又は個々の事象の設計余裕に包絡されているもの 

ｄ．ｃ以外で影響が増長するもの 

 影響が増長するケース（上記ｃ及びｄ）については，それらを

4 つのタイプに分類し，新たな影響モードが生じるか否かについ

ても考慮。 

③ 影響が増長するケースに対し，影響度合いを詳細検討し，設

計上の考慮や安全設備の防護対策が必要となった場合は対策を

講ずる。 

 

 

④ アクセス性・視認性についても記載。 

 第 6－1図に自然現象の組合せ事象の評価フローを示す。フロー

内の各タスクの詳細については 6.2以降で説明する。 

6. 自然現象の組み合わせについて 

 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則第６条解釈第３項及び第５項において，設計上の

考慮を要する自然現象の組み合わせについて要求があることか

ら，自然現象の重畳について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 6－1図に自然現象の組み合わせ事象の評価フローを示す。 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，これま

での審査実績（PWR）の

評価手法に基づき自然

現象の重畳を評価。な

お，組み合わせ事象の評

価の考え方は各社同様 
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図 7 自然現象/人為事象の組み合わせの評価 

 

 

 

第 6－1図 自然現象の組合せの評価 

 

 

 

第 6－1図 自然現象の組み合わせの評価 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，これま

での審査実績（PWR）の

評価手法に基づき自然

現象の重畳を評価。な

お，組み合わせ事象の評

価の考え方は各社同様 
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6.1 検討対象 

6.1.1 検討対象事象 

 検討対象とする外部事象は，1.1 と同様に，文献より集約，整

理した 83 事象（自然現象 55 事象，人為事象 28 事象）から類似

事象・随伴事象の観点で設計上考慮すべき事象を整理した 61 事

象（自然現象 42 事象及び人為事象 19 事象）に対して，地震，津

波を加えた 63 事象とする。 

 

6.1.2 単一の事象における評価基準の重畳検討への適合性 

 単一の自然現象/人為事象として一次評価（1.2.1 参照）で評価

基準 A～D と判定された事象についても，重畳を考えた場合には

プラントの安全性に影響を及ぼす可能性があるため，検討対象の

評価基準を見直す。単一の自然現象/人為事象で設定した評価基準

及び重畳の検討への適用性について表 7 に示す。また，人為事象

のうち，意図的事象については重畳の検討の対象外とする。 

 

表 7 評価基準の重畳検討への適用性 

 

 

6.1 検討対象 

6.1.1 検討対象事象 

 検討対象とする事象は，「1.1 外部事象の収集」と同様に文献

より抽出された自然現象 55 事象のうち国内外の基準を基に発電

所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）として選定

した 11事象から，「3.2 個別評価」にて発電所では被害が考えら

れないと評価した洪水及び津波に包含される高潮を除いた 9 事象

に，地震及び津波を加え，第 6.1－1表に示す 11事象とする。 

 

 

(1) 組み合わせを検討する自然現象 

 自然現象の組み合わせについては，発電所敷地で想定される自

然現象（地震，津波を除く。）として抽出された 10 事象から，洪

水を除いた９事象に，地震，津波及び人為事象として整理した森

林火災を加えた 12事象で網羅的に組み合わせの検討を実施する。 

 

・設計方針の相違 

（検討対象事象） 

【柏崎 6/7】 

 「1.1」で収集し整理

した事象のすべてが対

象。また，自然現象に加

え人為事象を対象とし

ている 

（東海第二は，「1.3」で

国内外の基準を基に選

定した事象のみが対象。

また，自然現象のみが対

象であり，島根２号炉と

同様の考え方） 
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6.1.3 重畳検討対象の抽出結果 

 抽出された，重畳の検討対象となる自然現象及び人為事象を以

下の表 8 に示す。 

表 8 重畳検討対象 

 

 

 

 

第 6.1－1表 重畳検討事象 

 

 

 

 

 

6.2 事象の特性の整理 

6.2.1 相関性のある自然現象の特定 

 自然現象は，特定の現象が他の現象を誘発する，同様の原因（低

気温時に頻発等）により発生する等の因果関係を有し，同時期に

発生する事象群が存在する。これらの相関性を持つ自然現象を特

定する。相間性のある自然現象を抽出した結果を第 6.2－1表に示

す。 

 一方，森林火災，生物学的事象は，各事象が独立して発生する

ものであることから，相関性はないものとする。 

 

第 6.2－1表 相関性のある自然現象 

 

 

 組み合わせを検討する島根原子力発電所で想定される自然現象

は以下に示すとおりである。 

  ・風（台風） 

  ・竜巻 

  ・凍結 

  ・降水 

  ・積雪 

  ・落雷 

  ・地滑り 

  ・火山の影響 

  ・生物学的事象 

  ・森林火災 

  ・地震 

  ・津波 

・設計方針の相違 

（検討対象事象） 

【柏崎 6/7】 

 「1.1」で収集し整理

した事象のすべてが対

象。また，自然現象に加

え人為事象を対象とし

ている 

（東海第二は，「1.3」で

国内外の基準を基に選

定した事象のみが対象。

また，自然現象のみが対

象であり，島根２号炉と

同様の考え方） 

 

 

・設計方針の相違 

（事象の整理） 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 事象間の相関性や影

響モード毎に分類して

いるが，島根２号炉は分

類をせず，事象の組み合

わせ毎にそれぞれを考

慮 
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 6.2.2 影響モードのタイプ分類 

 組合せを考慮するに当たって，自然現象の影響モードを第 6.2

－2 表のタイプごとに分類する（第 6.2－1 図参照）。ただし，第

6.2－2表で分類されている自然現象は現象ごとに大枠で分類した

ものであり，実際に詳細検討する際には各現象の影響モードごと

に検討する。 

 ここで生物学的事象については，海生生物（くらげ等）と動物

（ネズミ等）で影響タイプが異なるため，分けて考慮する。 

 

第 6.2－2表 影響モードのタイプ分類 

 

 

 

第 6.2－1図 影響モード分類 

 

 ・設計方針の相違 

（事象の整理） 

【東海第二】 

 事象間の相関性や影

響モード毎に分類して

いるが，島根２号炉は分

類をせず，事象の組み合

わせ毎にそれぞれを考

慮。なお，柏崎 6/7も添

付資料 17 において東海

第二と同様の説明をし

ている 

132



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

6.2 重畳影響分類 

6.2.1 重畳影響分類方針 

 自然現象の組み合わせについては，画一的な整理（検討除外基

準の設定等）が難しいことから，6.1.3 で抽出された事象の全て

の組み合わせに対して網羅的に検討を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1-1 事象数 

 影響が厳しい事象が重畳することは稀であることから，基本的

には 2 つの事象が重畳した場合の影響を検討する。ただし，発生

頻度が高い事象については，考慮する組み合わせに関係なく，ベ

ースとして負荷がかかっている状況を想定する（図 8 参照）。例

えば，地震と降下火砕物の組み合わせを考慮する場合も，ベース

負荷として積雪や降水の影響についても考慮する。 

 また，相関性のある事象については同時に発生しているものと

して考慮する（相関性のある事象については添付資料 17 参照）。 

 

 

図 8 ベース負荷の考え方 

 

 

6.3 重畳影響分類 

6.3.1 重畳影響分類方針 

 「6.1検討対象」で選定した自然現象の組合せに対して網羅的

に検討を実施する。 

・例えば瞬間型同士の重畳については，同時に発生する可能性が

極めて小さいことから基本的には重畳を考慮する必要がないが，

影響モードや評価対象設備によっては影響持続時間が長くなるこ

とがあるため，個別に検討が必要となる。（例：竜巻の直接的な影

響は瞬間型だが，竜巻により避雷設備が壊れた場合には避雷設備

が修復されるまで影響が持続する。そのため，竜巻と落雷は両方

とも瞬間型に分類されるが，組合せを考慮する必要がある。） 

 

 また，組合せを考慮する事象数，規模及び相関性をもつ自然現

象への配慮について以下に示す。 

 

① 事象数 

 影響が厳しい事象が重畳することは稀であることから，基本的

には２つの事象が重畳した場合の影響を検討する。ただし，発生

頻度が高い事象については，考慮する組合せに関係なく，ベース

として負荷がかかっている状況を想定する（第 6.3－1 図参照）。

例えば，火山の影響との組合せを考慮する場合も，ベース負荷と

して凍結，積雪，降水，風（台風）の影響についても考慮する。 

 

 

第 6.3-1図 ベース負荷の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 組み合わせに当たっては，発生頻度が比較的高いと考えられる

風（台風），凍結，降水又は積雪について，その他の自然現象と組

み合わせる前に同時に発生するものとして取り扱う。 

 ただし，凍結と降水，降水と積雪は同時に発生することは考え

られない又は与える影響が自然現象を重ね合わせることで個々の

自然現象が与える影響より緩和されることを考慮し，12事象のう

ち，風（台風），凍結，降水，降雪以外の自然現象との組み合わせ

は，風（台風）＋降水及び風（台風）＋凍結＋積雪の２事象をあ

らかじめ想定する。 

 以上を踏まえた自然現象の組み合わせを第 6－1表に示す。 

 

第 6－1 表 自然現象の組み合わせ 

 

 

 

・設計方針の相違 

（事象数） 

【柏崎 6/7】 

 ベース負荷として発

生頻度が高い事象であ

る積雪，降水の影響を考

慮。東海第二は，ベース

負荷として凍結，積雪，

降水，風（台風）の影響

を考慮しており，島根２

号炉も発生頻度が高い

と考えられる風（台風），

凍結，降水，積雪につい

て同時に発生するもの

として取り扱っている 
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6.2.1-2 規模 

 組み合わせる事象の規模については，基本的には単純性・保守

性のために，主事象として設計基準で想定している規模，副事象

として年超過確率 10-2（プラント寿命期間を考慮して設定）の規

模の事象を想定する。ただし，随伴事象等相関性が高い事象の組

み合わせについては，設計基準規模の事象同士が重畳することを

考慮する。 

 

② 規模 

 設計への考慮や防護対策が必要となった組合せについて，組み

合わせた事象の規模を想定し設計に反映する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 相関性を持つ自然現象への配慮 

 6.3.1①のとおり，相関性を持つ自然現象は同時に発生すること

を想定し，相関性を持つ事象のセット＋他事象の組合せを考慮す

る（第 6.3－2図参照）。 

 相関性を持つ事象のセット＋他事象を検討するための前処理と

して，相関性を持つ事象のセット内で単一事象時に想定している

影響モード以外の新たな影響モードの有無及び増長されるモード

の有無を確認し，特別な配慮が必要か検討した結果を以下に示す。 

 

 

第 6.3－2図 相関性を持つ自然現象への配慮 

 

 ・設計方針の相違 

（規模） 

【柏崎 6/7】 

 主事象として設計基

準規模，副事象として年

超過確率 10－２規模の組

み合わせを想定 

（東海第二は設計基準

規模同士の組み合わせ

を想定しており，島根２

号炉と同様） 

 

・設計方針の相違 

（事象の整理） 

【東海第二】 

 事象間の相関性や影

響モード毎に分類して

いるが，島根２号炉は分

類をせず，事象の組み合

わせ毎にそれぞれを考

慮。なお，柏崎 6/7も添

付資料 17 において東海

第二と同様の説明をし

ている 
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各自然現象について，影響モードの相関評価を行う。 

・低温系，高温系 

 低温系，高温系の影響モードを第 6.3－1表に示す。 

凍結と積雪には電気的影響（短絡）の影響モードが存在し，重畳

により送電線の相間短絡の可能性が高まるが，相間短絡により発

生する事象は外部電源喪失であり，非常用ディーゼル発電機は相

間短絡の影響を受けない。 

 なお，電気的影響以外は同一の影響モードがなく，重畳した場

合も影響が増長するような影響モードは存在せず，また，新たな

影響モードについても起こりえない。 

 

第 6.3－1表 低温系，高温系の影響モード 

 

 

・風水害系 

 風水害系の影響モードを第 6.3－2表に示す。 

風（台風）と竜巻は同じ荷重（風，飛来物）の影響モードが存在

するが，竜巻の基準風速が風より大きいことから，風（台風）の

荷重は竜巻評価に包絡される。 

 竜巻に伴う止水対策（水密扉等）への影響については，設計基

準竜巻に対して機能が損なわれない設計とする。 

 また，竜巻に伴う落雷対策への影響については，避雷設備が損

傷する可能性があるが，落雷以外の事象への影響は存在しない（他

事象との重畳を評価する際には考慮不要）。 

 

第 6.3－2表 風水害系の影響モード 

 

 

  

・設計方針の相違 

（事象の整理） 

【東海第二】 

 事象間の相関性や影

響モード毎に分類して

いるが，島根２号炉は分

類をせず，事象の組み合

わせ毎にそれぞれを考

慮。なお，柏崎 6/7も添

付資料 17 において東海

第二と同様の説明をし

ている 
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・地震系（津波） 

 地震系（津波）の影響モードを第 6.3－3表に示す。 

基準地震動Ｓｓの震源と基準津波の震源は異なることから，独立

事象として扱うことが可能であり，かつ，各々の発生頻度は十分

に小さく同時に発生する確率は極めて低い。しかし，基準地震動

Ｓｓの震源による津波と基準地震動Ｓｓの余震，基準津波と基準

津波を発生させる地震の余震は同時に敷地に到達する可能性があ

る。 

 よって，基準地震動Ｓｓの震源による津波と基準津波のうち規

模の大きい基準津波と，基準津波を発生させる地震の余震を便宜

上弾性設計用地震動Ｓｄとし，基準津波と余震との重畳を考慮し，

安全機能が損なわれない設計とする。 

 

第 6.3－3表 地震系（津波）の影響モード 

 

 

・地震系（火山の影響） 

 地震系（火山の影響）の影響モードを第 6.3－4表に示す。 

火山性地震における，火山のプラントへの影響については，敷地

と火山に十分な離隔があることから，地震の本震と同時にプラン

トに襲来する可能性は低く，ある程度の時差をもって襲来するも

のと思われる。 

 

第 6.3－4表 地震系（火山の影響）の影響モード 

 

 

 以上より，相関性をもつ事象のセットについて，単一事象時に

想定している影響モード以外の新たな影響モードがないこと，増

長される影響モードが存在しないことが確認されたため，相関性

をもつ事象のセット＋他事象での増長する影響を確認する際に，

相関性をもつ事象について特別に配慮する必要はない。 

  

・設計方針の相違 

（事象の整理） 

【東海第二】 

 事象間の相関性や影

響モード毎に分類して

いるが，島根２号炉は分

類をせず，事象の組み合

わせ毎にそれぞれを考

慮。なお，柏崎 6/7も添

付資料 17 において東海

第二と同様の説明をし

ている 
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6.2.1-3 影響パターン 

 組み合わせを考慮した場合に発電用原子炉施設に与える影響パ

ターンを以下の 3 つの観点で分類した。 

 

 

図 9 影響パターン選定フロー 

 

 上記 a, b に該当する自然現象の組み合わせについては，安全

施設の安全機能が損なわれない。 

 上記 c, d に該当する自然現象の組み合わせについては，事象

が単独で発生した場合の影響と比較して，複数の事象が重畳する

ことで影響が増長される組み合わせとなるが，その増長する影響

パターンについては図 10 のとおり 4 つに分類した。 

6.3.2 影響パターン 

組合せを考慮した場合に発電用原子炉施設に与える影響パターン

を以下の３つの観点で分類した。 

 

第 6.3－3図 影響パターン選定フロー 

 

 上記 a,b に該当する自然現象の組合せについては，安全施設は

安全機能を損なわない。 

 また，発生頻度が極めて低い事象（地震，津波，竜巻及び火山

の影響）同士について，事象が重畳する可能性について第 6.3－5

表，第 6.3－6表に整理した。 

 

 

(2)  組み合わせの評価 

 第 6－1 表に示すＡ，Ｂ及び１から 45 までの組み合わせについ

て評価する。島根原子力発電所において想定される自然現象とプ

ラントに及ぼす影響を第 6－2表に示す。評価に当たっては，組み

合わせた事象によるプラントに及ぼす影響について，以下の観点

から評価を行った。 

 ⅰ） 個々の事象の設計に包含されるか， 

 ⅱ） 同時に発生するとは考えられないか， 

 ⅲ） 与える影響が自然現象を重ねることで個々の自然現象が

与える影響より緩和されるか 

 評価結果を第 6－3表に示す。荷重による影響以外については，

上記のⅰ）からⅲ）のいずれかに該当することから新たな評価が

必要となる自然現象の組み合わせがないことを確認した。 

 ただし，上記評価のうち，「第四条 地震による損傷の防止」及

び「第五条 津波による損傷の防止」において考慮する事象はそ

れぞれの条項で考慮する。また，その他の荷重における具体的な

事象の組み合わせについては，(3)で検討する。 

 

第 6－2表 島根原子力発電所において想定される自然現象と 

プラントに及ぼす影響 

 

・事象を組み合わせても

影響が増長しない，同

時に発生する可能性

が極めて低い，個々の

事象の設計に包含さ

れるという観点で組

み合わせの評価を実

施することは各社同

様 
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第 6.3－5表 事象の組合せ 

 

 

第 6.3－6表 事象の継続時間及び発生頻度 

 

 

① 地震（事象１）と津波（事象２）の組合せについて 

津波は地震発生後に来襲することから，同時に来襲することはな

いため，重畳を考慮する必要はない。 

② 地震（事象１）と竜巻（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲す

る可能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 

③ 地震（事象１）と火山の影響（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲す

る可能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 

④ 津波（事象１）と地震（事象２）の組合せについて 

津波発生時に余震と重畳する可能性があるため，重畳を考慮する。 

⑤ 津波（事象１）と竜巻（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲す

る可能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 

  

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，後段の

第 6－4 表及び第 6－5

表に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，後段の

6.(3)に記載 
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 ⑥ 津波（事象１）と火山の影響（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲す

る可能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 

⑦ 竜巻（事象１）と地震（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲す

る可能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。ただし，

竜巻により安全施設の耐震性に悪影響を及ぼす場合は，必要に応

じてプラントを停止し，補修を行うことで，事象の影響の重畳を

防止する。 

⑧ 竜巻（事象１）と津波（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲す

る可能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。ただし，

竜巻により耐津波設備に影響を及ぼす場合は，必要に応じてプラ

ントを停止し，補修を行うことで，事象の影響の重畳を防止する。 

⑨ 竜巻（事象１）と火山の影響（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲す

る可能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 

⑩ 火山の影響（事象１）と地震（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲す

る可能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 

⑪ 火山の影響（事象１）と津波（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲す

る可能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 

⑫ 火山の影響（事象１）と竜巻（事象２）の組合せについて 

両者は独立事象であり，発生頻度は低いことから，同時に来襲す

る可能性は極めて低いため，重畳を考慮する必要はない。 

 

 よって，発生頻度が極めて低い事象同士については，④津波（事

象１）と地震（事象２）の組合せのみ重畳を考慮する。 

 

 上記 c,d に該当する自然現象の組合せについては，事象が単独

で発生した場合の影響と比較して，複数の事象が重畳することで

影響が増長される組合せとなるが，その増長する影響パターンに

ついては第 6.3－4図のとおり４つに分類した。 

 ・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，後段の

6.(3)に記載 
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図 10 重畳による増長パターン分類 

 

6.2.2 重畳影響分類結果 

 事象の重畳影響について 6.2.1 に基づき，a, b, c, d に分類

（c, d についてはさらにⅠ，Ⅱ，Ⅲ-1，Ⅲ-2 に分類）した結果

について表 9 に示す。 

 

 

 

 

第 6.3－4図 重畳による増長パターン分類 

 

6.3.3 重畳影響分類結果 

 事象の重畳影響について 6.3.1に基づき，a，b，c，dに分類（c，

d についてはさらにⅠ，Ⅱ，Ⅲ－1，Ⅲ－2 に分類）した結果につ

いて第 6.3－7表，第 6.3－8表に示す。 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉も同様の

増長パターンを考慮し，

第 6－3 表にて事象の組

み合わせ毎に評価を実

施している 
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・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 上述の設計方針が異

なることに伴う相違 

【再掲】 

第 6－1 表 自然現象の組み合わせ 
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 ・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 上述の設計方針が異

なることに伴う相違 

142



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 
表
 9
 自

然
現
象
／
人
為
事
象
の
重
畳
 
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
（
3/
3
）
 

 

 

 

 

 ・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 上述の設計方針が異

なることに伴う相違 
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6.3 個別評価 

 プラントへの影響が想定される重畳（6.2.2 で c,d に分類され

たもの）について，個別に検討を実施する。ここで，「重畳の結果

を個別に評価するもの」，「ほかの重畳事象で代表させるもの」，「単

一の事象の検討で包絡されている，又は単一の事象の設計余裕に

包絡されているもの（6.2.2 の c）」に整理し検討する。（例：積

雪＋降水の堆積荷重は，積雪＋火山の堆積荷重以下であることか

らそちらで代表させる。） 

 検討結果を表 10 に示す。荷重評価については，荷重の大きさ

等の観点で代表性のある，地震，積雪，火山の組み合わせに対し

て影響評価を実施し，問題ないことを確認した。 

  ・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 上述の設計方針が異

なることに伴う相違 
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第 6－3表 組み合わせにより安全施設に与える影響についての 

評価結果 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 上述の設計方針が異

なることに伴う相違 

 なお，島根２号炉は，

想定する全ての組み合

わせについて影響モー

ドを考慮した評価結果

を記載 
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・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 上述の設計方針が異

なることに伴う相違 

 なお，島根２号炉は，

想定する全ての組み合

わせについて影響モー

ドを考慮した評価結果

を記載 

146



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 
表
 1
0 
事
象
の
重
畳
 個

別
検
討
対
象
抽
出
結
果
（

3／
6）

 

 

第
6.
3－

8
表
 
事
象
の
重
畳
 
個
別
検
討
結
果
 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 上述の設計方針が異

なることに伴う相違 

 なお，島根２号炉は，

想定する全ての組み合

わせについて影響モー
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を記載 
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・評価結果の相違 
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・評価結果の相違 
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・評価結果の相違 
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6.4 詳細評価 

 プラントへの影響が想定される重畳（6.3.2 で c，dに分類され

たもの）について，第 6.3－8表に示した個別検討結果より，抽出

された組合せは以下となる（事象１×事象２の順）。 

   ・地震（荷重）×積雪（荷重） 

   ・地震（荷重）×風（台風）（荷重） 

   ・積雪（荷重）×地震（荷重） 

   ・積雪（荷重）×津波（荷重） 

   ・積雪（荷重）×火山の影響（荷重） 

   ・津波（荷重）×地震（荷重） 

   ・津波（荷重）×積雪（荷重） 

 ・津波（荷重）×風（台風）（荷重） 

 ・火山の影響（荷重）×積雪（荷重） 

 ・火山の影響（荷重）×風（台風）（荷重） 

 ・風（台風）（荷重）×地震（荷重） 

・風（台風）（荷重）×津波（荷重） 

・風（台風）（荷重）×火山の影響（荷重） 

 

 上記組合せのうち，地震（荷重）×積雪（荷重）と積雪（荷重）

×地震（荷重），地震（荷重）×風（台風）（荷重）と風（台風）

（荷重）×地震（荷重），積雪（荷重）×津波（荷重）と津波（荷

重）×積雪（荷重），津波（荷重）×風（台風）（荷重）と風（台

風）（荷重）×津波（荷重），火山の影響（荷重）×風（荷重）と

風（荷重）×火山の影響（荷重）及び積雪（荷重）×火山の影響

（荷重）と火山の影響（荷重）×積雪（荷重）については，事象

１と事象２を入れ替えたとしても発生する事象は同一であること

から，統合する。 

 よって，第 6.4－1表に示す組合せについて，設計上考慮するこ

ととする。 

 ・記載方針の相違 

【東海第二】 

 想定する組み合わせ

は島根２号炉と同様 
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第 6.4－1表 自然現象の重畳を設計上考慮する組合せ 

 

 

 ・記載方針の相違 

【東海第二】 

 想定する組み合わせ

は島根２号炉と同様 
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6.3.1 アクセス性・視認性について 

 自然現象及び人為事象が安全施設に及ぼす影響としては，荷重

だけでなく，アクセス性及び視認性に対する影響も考えられるこ

とから，これらの観点についても影響を評価する。 

 アクセス性及び視認性の観点からの影響評価結果を以下に示

す。 

 

アクセス性への影響確認結果 

 設計基準においては，屋内設備と屋内での対応により事象収束

が可能であることから，自然現象による屋外のアクセス性への影

響については基本的には考慮する必要がない。ただし，設計基準

においても積雪の設計基準を設定する際に建屋屋上等の除雪に期

待しており，除雪の際には屋外アクセスルートを使用することか

ら，積雪については考慮する必要がある。アクセス性に支障が出

るような規模の積雪については気象予報により事前の予測が可能

であることから，積雪状況等を見計らいながら除雪するという対

処となる。 

 これらの影響及び対応については，重大事故時と差異がないこ

とから，以下に第四十三条での検討結果（積雪以外を含む）をま

とめたものを示す。 

 アクセス性への影響として，保管場所の耐性，作業環境，アク

セスルート（屋外/屋内）が考えられることから成立性について確

認し，表 11 のような影響が存在することが確認された。事象の

重畳を考慮した場合も，作業量や作業時間の増加が考えられるが，

作業不能となることは考えにくく，また気象予報等により作業が

困難なレベルの強風等が想定される場合はプラントを停止する等

の対応も考えられる。 

 

6.4.1 アクセス性・視認性について 

 自然現象が安全施設に及ぼす影響としては，荷重だけでなく，

アクセス性及び視認性に対する影響も考えられることから，これ

らの観点についても影響を評価する。 

 アクセス性及び視認性の観点からの影響評価結果を以下に示

す。 

 

アクセス性への影響確認結果 

 設計基準においては，屋内設備と屋内での対応により事象収束

が可能であることから，自然現象による屋外のアクセス性への影

響については考慮する必要が無い。 

 

 

 ・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，第 6－

3 表の評価欄にアクセ

ス性及び視認性の観点

からの評価を各重畳事

象に対して記載 
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表 11 アクセス性についての影響及び対応 

 

 

 

  ・記載箇所の相違 
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視認性評価結果 

 視認性の観点からは，降水等により中央制御室外の状況や津波

を監視するカメラの視認性の低下，及び屋外作業の視認性の低下

を及ぼす可能性がある。 

 中央制御室外の状況や津波を監視するカメラについては，降水

等による視認性の低下や，竜巻等による機能喪失の可能性がある。

カメラは位置的分散が図られているものの，重畳を考慮した場合

にはすべてのカメラに期待できない状況も考えられる。その場合

にも，中央制御室に設置する気象情報を出力する端末，潮位計等

の代替設備により必要な機能を確保することができる。 

 また，降水や霧・靄等によって屋外作業等の視認性が低下する

おそれがあるが，その場合も作業時間増加や作業効率が悪化する

ものの作業不能となることは考えにくい。 

 

視認性への影響確認結果 

 視認性の観点からは，降水等により中央制御室外の状況や津波

を監視するカメラの視認性の低下を及ぼす可能性がある。 

 

 中央制御室外の状況や津波を監視するカメラについては，降水

等による視認性の低下や，竜巻等による機能損失の可能性がある。

カメラは位置的分散が図られているものの，重畳を考慮した場合

には全てのカメラに期待できない状況も考えられる。その場合に

も，中央制御室に設置する気象情報を出力する端末，潮位計等の

代替設備により必要な機能を確保することができることから，自

然現象による視認性への影響については考慮する必要が無い 

 ・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，第 6－

3 表の評価欄にアクセ

ス性及び視認性の観点

からの評価を各重畳事

象に対して記載 
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  (3) 設計上考慮すべき荷重評価における自然現象の組み合わせ

について 

 荷重により安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定

される自然現象は，地震，津波，風（台風），竜巻，積雪，地滑り

及び火山の影響である。 

 以下では，地震，津波，風（台風），竜巻，積雪，地滑り及び火

山の影響の組み合わせについて検討する。 

 

ａ．「荷重」の影響モードを持つ自然現象の特徴について 

 組み合わせを検討するため，(2)において選定した「荷重」の影

響モードを持つ自然現象の特徴として，発生頻度，影響の程度等

を第 6－4表に整理した。 

 これらの自然現象のうち，地震，津波，竜巻，地滑り及び火山

の影響による荷重は，発生頻度が低い偶発荷重であるが，発生す

ると荷重が大きいことから，設計用の主荷重として扱う。これに

対して風及び積雪荷重は，発生頻度が主荷重と比べて相対的に高

い変動荷重であり，発生する荷重は主荷重と比べて小さいことか

ら，従荷重として扱う。 

 

ｂ．荷重の組み合わせについて 

(a) 主荷重同士の組み合わせについて 

 主荷重同士の組み合わせについては，随伴事象，独立事象であ

るかを踏まえ，下記のとおりとする。組み合わせを第 6－5表に示

す。 

 

①地震と津波の組み合わせについて 

基準地震動の震源（海域活断層）からの本震と当該本震に伴う

津波は，伝播速度が異なり同時に敷地に到達することはないこと

から，組み合わせを考慮する必要はない。ただし，当該地震に伴

う津波と余震は同時に敷地に到達することを想定し，地震荷重と

津波荷重の組み合わせを考慮する。 

なお，基準地震動と基準津波を独立事象として扱う場合は，そ

れぞれの発生頻度が十分小さいことから，地震荷重と津波荷重の

組み合わせを考慮しない。 

 

②地震と竜巻の組み合わせについて 

 両者は独立事象であり，それぞれ頻度が十分小さいことから重

畳を考慮しない。 

（荷重評価における比

較は添付資料の比較表

にて実施） 
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  ③地震と地滑りの組み合わせについて 

降水による地滑りの発生を考慮しているため両者は独立事象で

あり，地震の発生頻度及び最大荷重継続時間（仮に５分と設定）

を踏まえると，地震の最大荷重継続時間内に地滑りが発生する頻

度は十分小さいことから重畳を考慮しない。 

 

④地震と火山の影響の組み合わせについて 

 基準地震動の震源と，火山とは十分な距離があることから，独

立事象として扱い，それぞれの頻度が十分小さいことから，重畳

を考慮しない。 

 

⑤津波と地震の組み合わせについて 

基準津波と当該津波の波源を震源とする本震は，伝播速度が異

なり同時に敷地に到達することはないため，津波荷重と地震荷重

の組み合わせを考慮する必要はない。 

基準津波（海域活断層）と当該津波の波源を震源とする余震は，

同時に敷地に到達することを想定し，津波荷重と地震荷重の組み

合わせを考慮する。 

一方，基準津波（日本海東縁部）と当該津波の波源を震源とす

る余震については，当該津波の波源が敷地から遠く，余震の敷地

への影響が明らかに小さいことから，津波荷重と地震荷重の組み

合わせを考慮しない。さらに，当該津波については，基準地震動

よりも頻度が高く地震動レベルの小さい地震を独立事象として想

定したとしても，当該津波の発生頻度及び最大荷重継続時間（仮

に120分と設定）を踏まえると，当該津波の最大荷重継続時間内に

基準地震動以外の地震が発生する頻度は十分小さいことから，津

波荷重と地震荷重の組み合わせを考慮しない。 

なお，基準津波と基準地震動を独立事象として扱う場合は，そ

れぞれの発生頻度が十分小さいことから，津波荷重と地震荷重の

組み合わせを考慮しない。 

 

⑥津波と竜巻の組み合わせについて 

 両者は独立事象であり，それぞれ頻度が十分小さいことから重

畳を考慮しない。 

（荷重評価における比

較は添付資料の比較表

にて実施） 
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  ⑦津波と地滑りの組み合わせについて 

両者は独立事象であり，津波の発生頻度及び最大荷重継続時間（仮

に 120 分と設定）を踏まえると，津波の最大荷重継続時間内に地

滑りが発生する頻度は十分小さいことから重畳を考慮しない。 

 

⑧津波と火山の影響の組み合わせについて 

 基準津波の波源と，火山とは十分な距離があることから，独立

事象として扱い，それぞれの頻度が十分小さいことから，重畳を

考慮しない。 

 

⑨竜巻と地震の組み合わせについて 

 ②のとおり。 

 

⑩竜巻と津波の組み合わせについて 

 ⑥のとおり。 

 

⑪竜巻と地滑りの組み合わせについて 

両者は独立事象であり，竜巻の発生頻度及び最大荷重継続時間（仮

に５分と設定）を踏まえると，竜巻の最大荷重継続時間内に地滑

りが発生する頻度は十分小さいことから重畳を考慮しない。 

 

⑫竜巻と火山の影響の組み合わせについて 

 両者は独立事象であり，それぞれの荷重が水平方向又は垂直方

向であり直交する向きであることから重畳を考慮しない。 

 

⑬地滑りと地震の組み合わせについて 

両者は独立事象であり，地滑りの発生頻度及び最大荷重継続時

間（仮に地滑りによる土砂の衝突荷重の継続時間を５分，土砂の

堆積荷重の継続時間を１ヶ月と設定）を踏まえると，地滑りによ

る土砂の衝突荷重については，最大荷重継続時間内に地震が発生

する頻度は十分小さいことから重畳を考慮しない。 

一方，地滑りによる土砂の堆積荷重については，地震荷重との

組み合わせを考慮する。 

（荷重評価における比

較は添付資料の比較表

にて実施） 
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  ⑭地滑りと津波の組み合わせについて 

両者は独立事象であり，地滑りの発生頻度及び最大荷重継続時

間（仮に地滑りによる土砂の衝突荷重の継続時間を５分，土砂の

堆積荷重の継続時間を１ヶ月と設定）を踏まえると，地滑りの最

大荷重継続時間内に津波が発生する頻度は十分小さいことから重

畳を考慮しない。 

 

⑮地滑りと竜巻の組み合わせについて 

両者は独立事象であり，地滑りの発生頻度及び最大荷重継続時

間（仮に地滑りによる土砂の衝突荷重の継続時間を５分，土砂の

堆積荷重の継続時間を１ヶ月と設定）を踏まえると，地滑りの最

大荷重継続時間内に竜巻が発生する頻度は十分小さいことから重

畳を考慮しない。 

 

⑯地滑りと火山の影響の組み合わせについて 

両者は独立事象であり，地滑りの発生頻度及び最大荷重継続時

間（仮に地滑りによる土砂の衝突荷重の継続時間を５分，土砂の

堆積荷重の継続時間を１ヶ月と設定）を踏まえると，地滑りの最

大荷重継続時間内に火山の影響が発生する頻度は十分小さいこと

から重畳を考慮しない。 

 

⑰火山の影響と地震の組み合わせについて 

 火山の影響と基準地震動については④のとおり。 

 火山性地震については，火山と敷地とは十分な距離があること

から，火山性地震とこれに関連する事象による影響はないと判断

し，重畳を考しない。 

 

⑱火山の影響と津波の組み合わせについて 

 火山の影響と基準津波については⑧のとおり。 

 火山活動に関する検討結果から，敷地に影響を及ぼすような津

波が到達することはなく，火山事象に伴う津波による影響はない

と判断し，津波と火山の影響の重畳は考慮しない。 

 

⑲火山の影響と竜巻の組み合わせについて 

 ⑫のとおり。 
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  ⑳火山の影響と地滑りの組み合わせについて 

両者は独立事象であり，火山の影響の発生頻度及び最大荷重継

続時間（仮に１ヶ月と設定）を踏まえると，火山の影響の最大荷

重継続時間内に地滑りが発生する頻度は十分小さいことから重畳

を考慮しない。 

 

(b) 主荷重と従荷重の組み合わせについて 

 設計基準対象施設の荷重評価において，主荷重（地震，津波，

竜巻，地滑り，火山の影響）と従荷重である積雪荷重及び風荷重

が同時に発生する場合を考慮し，主荷重と組み合わせるべき積雪

荷重及び風荷重について検討する。 

 主荷重と従荷重の組み合わせについては，第 6－6表のとおりと

する。主荷重及び従荷重それぞれの荷重継続時間が短い事象につ

いては，同時に発生することが考えにくいことから荷重の組み合

わせを考慮しない。 

 

①地震による荷重と風荷重及び積雪荷重の組み合わせについて 

 地震と風については，ともに最大荷重の継続時間が短く，同時

に発生する確率が低いため，本組み合わせは考慮しない。ただし，

屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，風荷重

の影響が地震荷重に対して大きい構造，形状及び仕様の施設にお

いては，本組み合わせを考慮する。 

 

 地震と積雪については，積雪荷重の継続時間が長いため組み合

わせを考慮し，施設の形状，配置により適切に組み合わせる。組

み合わせるべき荷重について，島根原子力発電所周辺は多雪地域

ではないため，建築基準法による「積雪荷重と他の荷重の組み合

わせ」を考慮する必要はないが，原子力発電所の重要性を鑑み，

設計基準積雪深（100cm）に平均的な積雪荷重を与えるための係数

0.35を考慮した荷重を地震荷重に組み合わせる。（添付資料 16） 

ただし，積雪による受圧面積が小さい施設又は常時作用してい

る荷重に対して積雪荷重の影響が小さい施設においては，本組み

合わせは考慮しない。 

 

 

（荷重評価における比

較は添付資料の比較表

にて実施） 
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②津波による荷重と風荷重及び積雪荷重の組み合わせについて 

 津波と風については，ともに最大荷重の継続時間が短く，同時

に発生する確率が低いため，本組み合わせは考慮しない。ただし，

屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，風荷重

の影響が津波荷重に対して大きい構造，形状及び仕様の施設にお

いては，本組み合わせを考慮する。 

 津波と積雪については，積雪荷重の継続時間が長いため組み合

わせを考慮し，施設の形状，配置により適切に組み合わせる。組

み合わせるべき荷重について，島根原子力発電所周辺は多雪地域

ではないため，建築基準法による「積雪荷重と他の荷重の組み合

わせ」を考慮する必要はないが，原子力発電所の重要性を鑑み，

設計基準積雪深（100cm）に平均的な積雪荷重を与えるための係数

0.35を考慮する。（添付資料 16） 

ただし，積雪による受圧面積が小さい施設又は常時作用してい

る荷重に対して積雪荷重の影響が小さい施設においては，本組み

合わせは考慮しない。 

 

③竜巻による荷重と風荷重及び積雪荷重の組み合わせについて 

 竜巻と風については，風荷重が竜巻による荷重に包含されるた

め，本組み合わせは考慮しない。 

 竜巻と積雪については，積雪による影響は広い範囲で比較的長

い期間及ぶが，竜巻の影響は極低頻度かつ範囲も限定的で極めて

短い期間であり，また竜巻通過前に積雪があったとしても，竜巻

による風圧によって積雪荷重が緩和されることから，本組み合わ

せは考慮しない。 

 

④地滑りによる荷重と風荷重及び積雪荷重の組み合わせについて 

降水による地滑りの発生を考慮しているため，地滑りと積雪が

同時に発生することは考えられないため，本組み合わせは考慮し

ない。 

地滑りと風の組み合わせについては，地滑りによる荷重の継続

時間が他の主荷重と比較して長いため，組み合わせを考慮し，施

設の形状，配置により適切に組み合わせる。 

（荷重評価における比

較は添付資料の比較表

にて実施） 
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⑤火山の影響による荷重と風荷重及び積雪荷重の組み合わせにつ

いて 

火山の影響と積雪及び風の組み合わせについては，火山の影響

による荷重の継続時間が他の主荷重と比較して長いため，３つの

荷重が同時に発生する場合を考慮し，施設の形状，配置により適

切に組み合わせる。 

組み合わせるべき荷重について，風荷重については，平成12年

５月31日建設省告示第1454号に定められた松江市において適用さ

れる風速とする。 

積雪荷重については，島根原子力発電所周辺は多雪地域ではな

いため，建築基準法による「積雪荷重と他の荷重の組み合わせ」

を考慮する必要はないが，原子力発電所の重要性を鑑み，設計基

準積雪深（100cm）に平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35

を考慮した荷重を組み合わせる。（添付資料 16） 

 組み合わせる火山の影響の荷重については，島根原子力発電所

で想定される降下火砕物（湿潤状態）による荷重を考慮する。 

 

 なお，地震又は津波による荷重と風荷重及び積雪荷重の組み合

わせについては，以下の理由から考慮する必要はない。 

 ①地震又は津波と風については，ともに最大荷重の継続時間が

短く，同時に発生する確率が低く，積雪が加わる確率はさら

に低くなること 

 ②主荷重は従荷重と比較して大きく，主荷重が支配的であるこ

とを踏まえると，主荷重と従荷重の組み合わせに対し，さら

に従荷重を組み合わせたとしても，その影響は比較的小さい

と考えられること 

 

 

 

（荷重評価における比

較は添付資料の比較表

にて実施） 
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第 6－4表 荷重の影響モードをもつ自然現象の特徴 

 

 

 

第 6－5表 主荷重同士の組み合わせ 
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第 6－6表 主荷重と従荷重の組み合わせ 

 

 

 

(4) まとめ 

 島根原子力発電所において想定される自然現象を網羅的に組み

合わせて評価した。 

 評価の結果，組み合わせた事象がプラントに及ぼす荷重以外の

影響については，個別の事象の設計に包含されること，事象の組

み合わせが起こり得ないこと，又は，それぞれの事象の影響が打

ち消し合う方向であることから，安全施設の安全機能を損なわな

いことを確認した。 

 荷重の影響モードをもつ自然現象の組み合わせについて，主荷

重同士については地震と津波又は地滑り，主荷重と従荷重の組み

合わせについては，地震と風（台風）又は積雪，津波と風（台風）

又は積雪，地滑りと風（台風），火山の影響と風（台風）及び積雪

を設備の構造等を踏まえて適切に考慮する。 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 
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・設計方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，設計上

考慮する事象として地

滑りを選定 
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16．設計基準事故時に生ずる応力の考慮について 

 

 重要安全施設は，当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそ

れがあると想定される自然現象（地震及び津波を除く。以下同じ。）

により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生

ずる応力を，それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して，適

切に組み合わせて設計する。 

 なお，過去の記録，現地調査の結果，最新知見等を参考にして，

必要のある場合には，異種の自然現象を重畳させるものとする。 

 重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象は，設置許可基準規則第六条第1項において選定した自然

現象に含まれる。また，重要安全施設を含む安全施設は，設置許

可基準規則第六条第1項において選定した自然現象又はその組合

せにより，安全機能を損なわない設計としている。安全機能が損

なわれなければ設計基準事故に至らないため，重要安全施設に大

きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象又はその組

合せと設計基準事故に因果関係はない。 

 したがって，因果関係の観点からは，重要安全施設に大きな影

響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により重要安全施

設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を組み合わせ

る必要はなく，重要安全施設は，個々の事象に対して，安全機能

を損なわない設計とする。 

 また，重要安全施設は，設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生

すると考えられる自然現象により当該重要安全施設に作用する衝

撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮する。 

 

 

添付資料 3 

 

設計基準事故時に生じる応力の考慮について 

 

 重要安全施設は，当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそ

れがあると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用す

る衝撃及び設計基準事故時に生じる応力を，それぞれの因果関係

及び時間的変化を考慮して，適切に組み合わせて設計する。 

 

 なお，過去の記録及び現地調査の結果を参考にして，必要のあ

る場合には，異種の自然現象を重畳させるものとする。 

 重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象は，設置許可基準規則第六条第１項において選定した自

然現象に含まれる。また，重要安全施設を含む安全施設は，設置

許可基準規則第六条第１項において選定した自然現象又はその組

合せにより，安全機能を損なわない設計としている。安全機能が

損なわれなければ設計基準事故に至らないため，重要安全施設に

大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象又はその

組合せと設計基準事故に因果関係はない。 

 したがって，因果関係の観点からは，重要安全施設に大きな影

響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により重要安全施

設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力を組み合わせ

る必要はなく，重要安全施設は，個々の事象に対して，安全機能

を損なわない設計とする。 

 また，時間的変化の観点から，重要安全施設は，設計基準事故

の影響が及ぶ期間に発生すると考えられる自然現象により当該重

要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力を適

切に考慮する。 
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  東海第二発電所において，重要安全施設に大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象によって影響を受けると考え

られる屋外に設置されている重要安全施設は，残留熱除去系海水

系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（以下「非常用海水ポンプ」

という。）である。これらの重要安全施設は，設置許可基準規則第

六条第1項において選定した自然現象（大きな影響を及ぼすおそれ

があると想定される自然現象を含む。）により安全機能を損なわな

い設計としている。したがって，因果関係の観点からは，重要安

全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象

により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生

ずる応力を組み合わせる必要はなく，自然現象により重要安全施

設に作用する衝撃による応力の評価と変わらない。 

 一方，時間的変化の観点からは，事故の影響が長期間に及ぶこ

とが考えられる原子炉冷却材喪失事故の発生頻度は低く，また，

屋外に設置されている重要安全施設に対して大きな影響を及ぼす

自然現象の発生頻度も低いことから，原子炉冷却材喪失事故の影

響が及ぶ期間中に重要安全施設に大きな影響を及ぼす自然現象が

発生するとは考えられない。 

 仮に，事故の影響が長期間に及ぶことが考えられる原子炉冷却

材喪失事故の期間中に，発生頻度が高く，重要安全施設に及ぼす

影響が小さな自然現象が発生したとしても，自然現象によって影

響を受けると考えられる非常用海水ポンプに，設計基準事故時に

生ずる応力が作用することはないため，自然現象により当該重要

安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を組み

合わせる必要はなく，自然現象により重要安全施設に作用する衝

撃による応力の評価と変わらない。 

 

 島根原子力発電所２号炉において，重要安全施設に大きな影響

を及ぼすおそれがあると限定される自然現象によって影響を受け

ると考えられる屋外に設置されている重要安全施設は，原子炉補

機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ，排気筒及び燃

料移送ポンプ等である。これらの重要安全施設は，設置許可基準

規則第六条第１項において選定した自然現象（大きな影響を及ぼ

すおそれがあると想定される自然現象を含む）により安全機能を

損なわない設計としている。したがって，因果関係の観点からは，

重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自

然現象により重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に

生じる応力を組み合わせる必要はなく，自然現象により重要安全

施設に作用する衝撃による応力の評価と変わらない。 

 

 一方，時間的変化の観点からは，事故の影響が長時間に及ぶこ

とが考えられる原子炉冷却材喪失事故の発生頻度は低く，また，

屋外に設置されている重要安全施設に対して大きな影響を及ぼす

自然現象の発生頻度も低いことから，原子炉冷却材喪失事故の影

響が及ぶ期間中に重要安全施設に大きな影響を及ぼす自然現象が

発生するとは考えられない。 

 仮に，事故の影響が長時間に及ぶことが考えられる原子炉冷却

材喪失事故の期間中に，発生頻度が高く，重要安全施設に及ぼす

影響が小さな自然現象が発生したとしても，自然現象によって影

響を受けると考えられる屋外に設置された原子炉補機海水ポン

プ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ，排気筒及び燃料移送ポン

プ等に事故時の荷重が施設に付加されることはないため，自然現

象により重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じ

る応力を組み合わせる必要はなく，自然現象により重要安全施設

に作用する衝撃による応力の評価は変わらない。 

 

 

 

・屋外設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・屋外設備の相違 
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・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 表中の「考慮すべき事

象の除外基準」欄の詳細

例（カッコ書き）は，別

添資料１「１．設計上考

慮する外部事象の抽出

＜参考１＞」に記載 
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添付資料 3 

 

防護すべき安全施設及び重大事故等対象施設への考慮 

 

１．防護すべき安全施設 

 地震及び津波以外の自然現象（故意によるものを除く）及び人

為事象（以下「外部事象」という。）に対する安全施設への要求に

ついては「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び

設備の基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）

にて規定されている。設置許可基準規則における安全施設は，「発

電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」における安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に

属する構築物，系統及び機器を指していることから，各外部事象

に対して防護する安全施設は，安全重要度分類のクラス 1，クラ

ス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器とする。 

 

 

 設置許可基準規則には安全施設に対し，以下のように規定され

ている。 

 

【抜粋】実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設

備の基準に関する規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 防護すべき安全施設及び重大事故等対処設備への考慮 

 

(1) 防護すべき安全施設 

 地震及び津波以外の自然現象及び発電所敷地又はその周辺にお

いて想定させる発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを

除く。）（以下「外部人為事象」という。）に対する安全施設への要

求については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造

及び設備の基準に関する規則」（以下，設置許可基準規則という。）

にて規定されている。設置許可基準規則における安全施設は，「発

電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」の安全重要度分類のクラス１，クラス２及びクラス３に属す

る構築物，系統及び機器を指していることから，各外部事象に対

して防護する安全施設は，安全重要度分類のクラス１，クラス２

及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

設置許可基準規則には安全施設に対し，以下のように規定されて

いる。 

 

【抜粋】実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設

備の基準に関する規則 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 5 

 

防護すべき安全施設及び重大事故等対処設備への考慮 

 

1. 防護すべき安全施設 

 地震及び津波以外の自然現象及び（故意によるものを除く）人

為事象（以下，「外部事象」という。）に対する安全施設への要求

については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及

び設備の基準に関する規則」（以下，「設置許可基準規則」という。）

にて規定されている。設置許可基準規則における安全施設は，「発

電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」（以下，「重要度分類指針」という。）の安全重要度クラス１，

２，３に属する構築物，系統及び機器を指していることから，各

外部事象に対して防護する安全施設は，安全重要度クラス１，２，

３に属する構築物，系統及び機器とする。 

 

 

 設置許可基準規則には安全施設に対し，以下のように規定され

ている。 

 

設置許可基準規則 第六条 外部からの衝撃による損傷防止【抜

粋】 
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 設置許可基準規則 第二条 用語の定義より抜粋 

 ・「安全施設」とは，設計基準対象施設のうち，安全機能を有す

るもの 

 ・「安全機能」とは，発電用原子炉施設の安全性を確保するため

に必要な機能 

 重要度分類指針※より抜粋 

 ・安全機能を有する構築物，系統及び機器をそれが果たす安全

機能の性質に応じて，以下の 2 種に分類 

  (1) 異常発生防止系（以下「PS」という。） 

  (2) 異常影響緩和系（以下「MS」という。） 

 ・PS 及び MS のそれぞれに属する構築物，系統及び機器を，そ

の有する安全機能の重要度に応じ，それぞれクラス 1，クラ

ス 2 及びクラス 3 に分類 

 ※：発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する

審査指針 

 

２．重大事故等対処施設への考慮 

 設計基準事象に対して耐性を確保する必要があるのは設計基準

事故対処設備であり，重大事故等対処施設ではないが，第四十三

条の要求を踏まえ，設計基準事象によって，設計基準事故対処設

備の安全機能と重大事故等対処設備が同時にその機能が損なわれ

ることがないことを確認する。 

 重大事故等対処設備については，設置許可基準にて以下のよう

規定されている。 

 

 

設置許可基準規則 第二条 用語の定義より抜粋 

・「安全施設」とは，設計基準対象施設のうち，安全機能を有する

もの 

・「安全機能」とは，発電用原子炉施設の安全性を確保するために

必要な機能 

重要度分類指針※より抜粋 

・安全機能を有する構築物，系統及び機器をそれが果たす安全機

能の性質に応じて，以下の 2種に分類 

(1) 異常発生防止系（以下「ＰＳ」という） 

(2) 異常影響緩和系（以下「ＭＳ」という） 

・ＰＳ及びＭＳのそれぞれに属する構築物，系統及び機器を，そ

の有する安全機能の重要度に応じ，それぞれクラス１，クラス２

及びクラス３に分類 

※ 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審

査指針 

 

(2) 重大事故等対処設備への考慮 

 設計基準事象に対して耐性を確保する必要があるのは設計基準

事故対処設備であり，重大事故等対処設備ではないが，第四十三

条の要求を踏まえ，設計基準事象によって，設計基準事故対処設

備の安全機能と重大事故等対処設備が同時にその機能が損なわれ

ることがないことを確認する。 

 重大事故等対処設備については，設置許可基準にて以下のよう規

定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設置許可基準規則 第二条 用語の定義より抜粋 

 ・「安全施設」とは，設計基準対象施設のうち，安全機能を有す

るもの 

 ・「安全機能」とは，発電用原子炉施設の安全性を確保するため

に必要な機能 

 重要度分類指針より抜粋 

 ・安全機能を有する構築物，系統及び機器をそれが果たす安全

機能の性質に応じて，以下の２種に分類 

  (1)異常発生防止系（以下，「ＰＳ」という。） 

  (2)異常影響緩和系（以下，「ＭＳ」という。） 

 ・ＰＳ及びＭＳのそれぞれに属する構築物，系統及び機器を，

その有する安全機能の重要度に応じ，それぞれクラス１，２，

３に分類 

 

 

 

2. 重大事故等対処設備への考慮 

 設計基準事象に対して耐性を確保する必要があるのは設計基準

事故対処設備であり，重大事故等対処設備ではないが，設置許可

基準規則第四十三条の要求を踏まえ，設計基準事象によって，設

計基準事故対処設備の安全機能と重大事故等対処設備が同時にそ

の機能が損なわれることがないことを確認する。 

 重大事故等対処設備については，設置許可基準規則にて以下の

よう規定されている。 
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【抜粋】実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設

備の基準に関する規則 

 

【抜粋】実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設

備の基準に関する規則 

 

 

設置許可基準規則 第四十三条 重大事故等対処設備【抜粋】 
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添付資料 4 

 

設計基準設定において参考とする年超過確率評価について 

 

1. 設計基準の設定について 

 設計基準を設定する際には，過去の経験データを参照し，十分

余裕をもった値を設定するべきであることから，観測記録の最大

値，及び規格・基準類を参照すれば十分とも考えられる。ただし，

福島第一原子力発電所事故の教訓から極低頻度事象を想定するこ

とが必要であると認識されることから，過去 50 年程度の観測記

録や，同程度の過去データをもとに作成されていると考えられる

規格・基準類を参照するだけでなく，不確かさを踏まえた上で可

能な限り確率論的な考え方も参考として導入することが必要と考

えられる。また，設計基準を設定する際の参考として年超過確率

を評価・確認するということは，今後新たなデータが出てきた場

合に知見を反映し，その感度を見ることができるという利点があ

る。 

 

Ⅰ 規格・基準類 

  選定した自然現象に関する規格・基準類が存在する場合，そ

れに参照する。 

Ⅱ 観測記録 

  柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺における観測記録を調査

の上，観測史上 1 位を参照する。 

Ⅲ 年超過確率評価 

  柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺における観測記録をもと

に年超過確率評価を実施し，上記Ⅰ，Ⅱにより設定した設計基

準値について年超過確率を確認する。自然現象の特性に応じた

想定すべき年超過確率の規模（後述）を，Ⅰ，Ⅱにより設定し

た設計基準値が下回る場合には，年超過確率評価をもとにした

設計基準値の見直しを図る。 

 

 

15. 比較的短期での気象変動に対する考慮について 

 

 

 

添付資料 6 

 

過去の経験データを用いた設計基準の設定の妥当性について 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 設計基準の設定に年

超過確率評価結果を参

照しているが，島根２号

炉は，これまでの審査実

績（PWR）に基づき規格・

基準及び観測記録を基

に設計基準を設定（以

下，①の相違） 
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図 1 設計基準の設定 

 

2. 設計基準設定の参考とする年超過確率の規模について 

2.1 自然現象の特性整理 

 想定すべき年超過確率については，対象とする自然現象の特性

に応じた設定とする必要がある。プラントが苛酷な状況となる可

能性があり，影響の有無，程度の評価を行うべき外部事象（2 次

評価の対象となる，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，

落雷，地滑り，火山，生物学的事象）のうち，年超過確率評価が

可能な事象は，風（台風）・竜巻・低温（凍結）・降水・積雪・落

雷となる。これらの事象について特性を整理した検討フロー及び

結果について図 2 に示す。 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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図 2 自然現象の特性整理フロー 

 

2.2 年超過確率検討事例 

 整理された各自然現象についての設定する際には以下のような

事例と比較し，参考とした。 

  ① 基準地震動について，年超過確率を参照すると 10-4～10-5 

に相当する値になっている。 

  ② 基準津波について，年超過確率を参照すると 10-4～10-5 

に相当する値になっている。 

  ③ 従来の安全設計評価指針では，評価すべき事象のうち，運

転時の異常な過渡変化については“発電用原子炉施設の寿

命期間中に予想される事象”，事故については“発電用原子

炉施設の寿命期間中にまれではあるが発電用原子炉施設の

安全性を評価する観点から想定する必要のある事象”とし

ている。プラント寿命期間中（数十年程度）に 1 回の頻度

は 10-1/年～10-2/年程度となることから，過渡変化は 10-1/

年～10-2/年，事故は 10-3/年～10-4/年程度の発生頻度と考

えられる。 

  ④ 諸外国のその他自然現象に関する基準を参照すると，国に

より対象とする自然現象の種類や基準に差は見受けられるもの

の，年超過確率 10-2～10-5（おおむね年超過確率 10-4）となる値を

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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基準としている（欧州各国ストレステスト報告書より）。 

 

2.3 各自然現象に適用する年超過確率 

 2.1 にて整理した特性を考慮し，各自然現象に対して適用する

年超過確率の値を検討する。その他自然現象に適用する年超過確

率の共通する考え方としては，2.2 ③の事故の発生頻度 10-3/年～

10-4/年程度を目安とするが，各自然現象のプラントへの影響度等

に応じた設定とする。 

 

【竜巻】 

 ・竜巻については，データの不確かさが比較的大きいことから

10-3～10-4 より 1 桁下げた範囲（10-4～10-5）でのさらに保守

側の 10-5 値を確認するものとする。また，ガイドにおいても

10-5（暫定値）としている。 

 

【落雷】 

 ・影響範囲が広範囲であり共通要因による損傷の可能性が大き

い地震・津波（10-4～10-5）から 1 桁上げた範囲（10-3～10-4）

での保守側の 10-4 値を確認する。 

 

【風（台風）・低温・降水・積雪】 

 ・プラントの安全性に影響を与えるような規模の大きな事象に

ついて事前に対処が難しい地震・津波（10-4～10-5）から 1 桁上げ

た範囲（10-3～10-4）での保守側の 10-4 値を確認する。 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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3. 過去の経験データからハザードを設定することの妥当性 

 上記 1.のとおり，設計基準設定の際には，過去の経験データの

観測史上 1 位及び規格・基準類以外にも，参考として年超過確率

評価を実施し，最も厳しい値を採用しているが，それらは全て過

去の経験データに基づいた設定と言える。 

 基本的にプラント寿命は，大規模な気候変動の周期よりも短い

と考えられるが，各自然現象について将来的な気候変動により厳

しい傾向となることは否定できない。そのため，過去の経験デー

タを用いて，将来的なハザードを予測するということについては

十分な吟味が必要であり，特にプラント寿命の間に変化が予想さ

れる事象については，特別な配慮を与える必要がある。 

 

 

 将来的な気候変動として現時点でも予想されるものとしては地

球温暖化が挙げられ，地球温暖化が進行した際には，気温上昇や

台風の強度が強まる傾向が考えられるものの，現時点の柏崎周辺

での経験データからは地球温暖化による有意な影響は観測されて

いない（図 3 参照）ことから，設計基準への特別な配慮は不要と

考える。 

 

 ただし，気候変動を完全に予測することは難しいため，最新の

データ・知見をもって気候変動の影響に注視し，必要に応じて見

直しを実施していくものとする。 

 なお，台風の勢力の変化について，下記文献では，日本を含む

東アジア諸国に過去襲来した台風の最大風速の年平均値が 1970 

年代後半からの過去約 40 年間で 8m/s 程度の上昇傾向にあると

している。 

  Wei Mei, Shang-Ping Xie, Intensification of landfalling 

typhoons over the northwest Pacific since the late 

1970’s, Nature Geoscience, vol. 9, Oct. 2016 

 上記文献は，各台風の寿命中の最大風速に着目しているが，台

風は新潟県に襲来するまでに勢力が弱まり風速が小さくなる傾向

にある（添付資料 5 参照）こと，すでに述べたようにサイト周辺

の最大風速の観測データに有意な変動は見られないことから，年

超過確率の算出に影響を与えるものではない。また，風（台風）

の年超過確率の算出に当たっては，柏崎市の観測記録に比べ風速

の大きい傾向にある新潟市の観測記録を参照したことによる保守

性があり，仮に柏崎市の観測記録から算出した年超過確率 10-4 の

(1) 気象変動に対する考慮 

 設計基準設定の際には，①規格・基準類からの要求，②観測記

録より，地域性を考慮した値としているが，これらは過去の経験

データに基づいた設定と言える。 

 

 基本的にプラント寿命は，大規模な気候変動の周期よりも短い

と考えられるが，各自然現象について将来的な気候変動により厳

しい傾向となることは否定できない。そのため，過去の経験デー

タを用いて，将来的なハザードを予測するということについては

十分な吟味が必要であり，特にプラント寿命の間に変化が予想さ

れる事象については，最新のデータ・知見をもって気候変動の影

響に注視し，必要に応じて設計基準の見直し等の配慮を行う必要

がある。 

 一般的に，将来的な気候変動として現時点でも予想されるもの

としては地球温暖化が挙げられ，地球温暖化が進行した際には，

気温上昇や台風の強度が強まる傾向が考えられる。一方で，東海

第二発電所周辺の地域特性が反映された気候変動を把握する観点

から，最寄りの気象官署である水戸地方気象台（水戸市）の過去

数十年の観測記録を確認（第 15－1 図参照）し，以下のとおり考

察した。 

 

 

 

 

 

 

 

・降水量は，増加傾向が見受けられるものの，設計基準降水量と

比較して余裕のあるものである。 

・積雪深は，有意な増加傾向は見受けられない。 

・風速は，最大風速では，有意な増加（又は台風の強度が強まる。）

傾向は見受けられない。 

 最大瞬間風速では，増加傾向が見受けられるものの，設計竜巻

の最大風速 100m／s を想定しており，観測記録はこれに十分包

絡される。 

 

 

 

 

 設計基準設定の際には，過去の気象データの極値及び規格基準

類のうち，最も厳しい値を採用しているが，それらは過去の経験

データに基づいた設定と言える。 

 

 基本的にプラント寿命は，大規模な気候変動の周期よりも短い

と考えられるが，各自然現象について将来的な気候変動により厳

しい傾向となることは否定できない。そのため，過去の経験デー

タを用いて，将来的なハザードを予測するということについては

十分な吟味が必要であり，特にプラント寿命の間に変化が予想さ

れる事象については，最新のデータ・知見を持って気候変動の影

響に注視し，必要に応じて設計基準の見直し等の配慮を行う必要

がある。 

 将来的な気候変動として現時点でも予想されるものとしては地

球温暖化が挙げられ，地球温暖化が進行した際には，気温上昇や

台風の強度が強まる傾向が考えられる。一方で，発電所周辺の地

域特性が反映された気候変動を把握する観点から，図１に示す発

電所敷地に最も近い気象官署である松江地方気象台（松江市）の

気象データの推移を確認し，以下のとおり考察した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・風速は，最大風速では，有意な増加（又は台風の強度が強まる）

傾向は見受けられない。 

 最大瞬間風速では，増加傾向が見受けられるものの，設計竜巻

の最大風速として 92m/s を想定しており，観測記録はこれに十

分包絡される。 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は評価に

年超過確率は用いてい

ないため，設計竜巻の最

大風速に対し，風速の増

加傾向が十分包絡され

ることを確認 
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値に上記文献の上昇傾向（40 年間で 8m/s 程度）を加味したとし

ても，新潟市の観測記録から算出した年超過確率 10-4 の値

39.0m/s に包絡される（添付資料 5 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・気温は，最低気温では，上昇傾向が見受けられるものの，設計

基準に対して緩やかになる方向である。 

 最高気温では，若干の上昇傾向が見受けられるものの，設備の

機能に悪影響を与えるようなレベルの気温上昇ではなく，安全

施設への影響はないと判断した。 

 

 

 これらのことから，過去数十年の東海第二発電所周辺の気候変

動の記録からは，降水量，最大瞬間風速及び最高気温・最低気温

は増加・上昇の傾向が確認されたものの，安全施設への影響はな

いことを確認している。 

 ただし，気候変動を完全に予測することは難しいため，今後も

最新のデータ・知見をもって気候変動の影響に注視し，必要に応

じて設計基準の見直し等を実施していくものとする。 

 

 

 

・気温は，最低気温では，上昇傾向が見受けられ，設計基準に対

して緩やかになる方向に推移している。 

 最高気温では，若干の上昇傾向が見受けられるものの，設備の

機能に悪影響を与えるようなレベルの気温上昇ではなく，安全

施設への影響はないと判断した。 

・降水量は，有意な増加傾向は見受けられない。 

・積雪深は，有意な増加傾向は見受けられない。 

 これらのことから，発電所周辺の気候変動の記録からは，最高

気温及び最大瞬間風速は増加の傾向が確認されたものの，安全施

設への影響はないことを確認している。 

 

 ただし，気候変動を完全に予測することは難しいため，今後も

最新のデータ・知見をもって気候変動の影響に注視し，必要に応

じて設計基準の見直し等を実施していくものとする。 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は気温，降

水量，積雪深に対する考

察を記載 
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図 3 気候トレンド 

 

 

 

第 15－1図 気候トレンド（水戸地方気象台観測記録） 

 

 

 

図１ 松江地方気象台の気象トレンド（１／２） 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

プラント立地箇所の

相違による観測記録の

相違 
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図１ 松江地方気象台の気象トレンド（２／２） 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

プラント立地箇所の

相違による観測記録の

相違 
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添付資料 5 

 

風（台風）影響評価について 

 

1. 基本方針 

 予想される最も苛酷と考えられる条件として設計基準を設定の

上，安全施設の機能が風荷重に対して維持され，安全機能が損な

われないよう設計する。 

 

2. 設計基準風速の設定 

 設計基準風速の設定は，以下の(1)及び(2)を参照するとともに，

参考として(3)を評価・確認のうえ，最大風速（地上高 10m，10 分

間平均風速の日最大風速）のうち最も保守的となる値を採用する。 

 

 なお，最大瞬間風速等の風速変動といった局所的かつ一時的な

影響であれば，竜巻の最大瞬間風速の影響に包絡されるが，ここ

では風（台風）の影響範囲，継続性を鑑み，風（台風）に対して

設計基準風速を設定する。 

 設計基準風速の設定に当たっては，最大風速を採用することに

より，その風速の 1.5～2 倍程度の最大瞬間風速(1)を考慮すること

になること，現行の建築基準法では最大瞬間風速等の風速変動に

よる影響を考慮した係数を最大風速に乗じ風荷重を算出すること

が定められていることから，設計基準風速としては最大風速を設

定する。（詳細は次頁参照） 

 

(1) 規格・基準類 

 風に対する建築物の規格・基準として，発電用原子炉施設建設

時の建築基準法施行令第 87 条（以下「旧建築基準法施行令」と

いう。）においては，日本最大級の台風の最大瞬間風速（63m/s，

地上高 15m）に基づく風荷重に対する設計が要求されていた。 

 その後，建築基準法施行令第 87 条の風荷重規定は 2000 年に改

正され，それ以降，建築物については，地域ごとに定められた基

準風速の風荷重に対する設計が要求されており，柏崎市及び刈羽

村の基準風速は 30m/s（地上高 10m，10 分間平均風速）である。 

 屋外設備のうち，タンクについては，消防法（危険物の規制に

関する技術上の基準の細目を定める告示第 4 条の 19）において，

日本最大級の台風の最大瞬間風速（63m/s，地上高 15ｍ）に基づ

く風荷重に対する設計が，現在でも要求されている。 

 

 

3. 風（台風）影響評価について 

 

(1) 基本方針 

 予想される最も過酷と考えられる条件として設計基準を設定の

上，安全施設のうち外部事象防護対象施設は，設計基準風速の風

荷重に対して機械的強度を有することにより安全機能を損なわな

い設計とする。 

(2) 設計基準風速の設定 

 設計基準風速の設定は，以下の(2－1)及び(2－2)をもとに，局

地的要因による影響を考慮した最大風速（地上高 10m，10 分間平

均風速の日最大風速）値を設定する。 

 

 なお，最大瞬間風速等の風速変動といった局所的かつ一時的な

影響であれば，竜巻の最大瞬間風速の影響に包絡されるが，ここ

では風（台風）の影響範囲，継続性を鑑み，風（台風）に対して

設計基準風速を設定する。 

 設計基準風速の設定に当たっては，最大風速を採用することに

より，その風速の 1.5倍～2倍程度の最大瞬間風速(1)を考慮するこ

とになること，現行の建築基準法では最大瞬間風速等の風速変動

による影響を考慮した係数を最大風速に乗じ風荷重を算出するこ

とが定められていることから，設計基準風速としては最大風速を

設定する。 

 

(2－1) 規格・基準類 

 風に対する建築物の規格・基準として，発電用原子炉施設建設

時の建築基準法施行令第 87条（以下「旧建築基準法施行令」とい

う。）においては，日本最大級の台風の最大瞬間風速（63m／s，地

上高 15m）に基づく風荷重に対する設計が要求されていた。 

 その後，建築基準法施行令第 87 条の風荷重規定は 2000 年に改

正され，それ以降，建築物については，地域ごとに定められた基

準風速の風荷重に対する設計が要求されており，東海村の基準風

速は 30m／s（地上高 10m，10分間平均風速）である。 

 屋外設備のうち，タンクについては，消防法（危険物の規制に

関する技術上の基準の細目を定める告示第 4条の 19）において，

日本最大級の台風の最大瞬間風速（63m／s，地上高 15m）に基づ

く風荷重に対する設計が，現在でも要求されている。 

添付資料 7 

 

風（台風）影響評価について 

 

1. 基本方針 

 予想される最も苛酷と考えられる条件として設計基準を設定の

上，安全施設の機能が風荷重に対して維持され，安全機能が損な

われないよう設計する。 

 

2. 設計基準風速の設定 

 設計基準風速の設定は，以下の(1)及び(2)を参照し，最大風速

（地上高 10m，10 分間平均風速の日最大風速）のうち最も保守的

となる値を採用する。 

 

 なお，最大瞬間風速等の風速変動といった局所的かつ一時的な

影響であれば，竜巻の最大瞬間風速の影響に包絡されるが，ここ

では風（台風）の影響範囲，継続性を鑑み，風（台風）に対して

設計基準風速を設定する。 

 設計基準風速の設定にあたっては，最大風速を採用することに

より，その風速の 1.5～２倍程度の最大瞬間風速（１）を考慮するこ

とになること，現行の建築基準法では最大瞬間風速等の風速変動

による影響を考慮した係数を最大風速に乗じ風荷重を算出するこ

とが定められていることから，設計基準風速としては最大風速を

設定する。 

 

(1) 規格・基準類 

 風に対する建築物の規格・基準として，発電用原子炉施設建設

時の建築基準法施行令第 87条（以下「旧建築基準法施行令」とい

う。）においては，日本最大級の台風の最大瞬間風速（63m/s，地

上高 15m）に基づく風荷重に対する設計が要求されていた。 

 その後，建築基準法施行令第 87 条の風荷重規定は 2000 年に改

正され，それ以降，建築物については，地域毎に定められた基準

風速の風荷重に対する設計が要求されており，松江市の基準風速

は 30m/s（地上高 10m，10分間平均風速）である。 

 屋外設備のうち，タンクについては，消防法（危険物の規制に

関する技術上の基準の細目を定める告示第４条の 19）において，

日本最大級の台風の最大瞬間風速（63m/s，地上高 15ｍ）に基づ

く風荷重に対する設計が，現在でも要求されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 設計基準の設定に年

超過確率評価結果を参

照しているが，島根２号

炉は，これまでの審査実

績（PWR）に基づき規格・

基準及び観測記録を基

に設計基準を設定（以

下，①の相違） 
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(2) 観測記録 

 気象庁の気象統計情報における風速の観測記録(1)（別紙 1）によ

れば，柏崎市の地域気象観測システム（アメダス），新潟地方気象

台（新潟市）及び高田特別地域気象観測所（上越市）で観測され

た観測史上 1 位の最大風速及び最大瞬間風速は下記のとおりであ

る。また，新潟県内（佐渡島，粟島を除く）の各観測地点におけ

る観測記録（別紙 2）を参照した結果，新潟市の観測記録を上回

ることがないことを確認した。 

 ただし，刈羽村については，風速等を観測する気象庁の地域気

象観測システム（アメダス）が設置されていないため，気象庁の

気象統計情報に観測記録はない。 

 

 

 台風の風速記録（別紙 3）において，新潟市に台風が接近又は

通過の際の風速の観測記録を参照した結果，新潟県に台風が襲来

するまでに台風の勢力は弱まり風速が小さくなっているため，台

風の影響には地域性があり，風（台風）の設計基準風速設定の際

は，その地域性を考慮する必要があることを確認した。 

 

 

 

 

 

 柏崎市：最大風速 16m/s 

  （2006 年 4 月 11 日，統計期間：1978 年 11 月～2013 年 3 月） 

     最大瞬間風速 32.5m/s 

  （2012 年 4 月 3 日，統計期間：2008 年 3 月～2013 年 3 月） 

 新潟市：最大風速 40.1m/s 

  （1929 年 4 月 21 日，統計期間：1886 年 1 月～2013 年 3 月） 

     最大瞬間風速 45.5m/s 

  （1991 年 9 月 28 日，統計期間：1937 年 1 月～2013 年 3 月） 

 上越市：最大風速 23.1m/s 

  （1959 年 4 月 5 日，統計期間：1922 年 1 月～2013 年 3 月） 

     最大瞬間風速 42.0m/s 

  （1998 年 9 月 22 日，統計期間：1937 年 1 月～2013 年 3 月） 

 

 

 

(2－2) 東海村の観測記録 

 東海村については，風速等を観測する気象庁の地域気象観測シ

ステム（アメダス）が設置されていないため，気象庁の気象統計

情報に観測記録はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 観測記録 

 気象庁の気象統計情報における風速の観測記録（別紙１）によ

れば，敷地に最も近い気象官署である松江地方気象台（松江市）

で観測された観測史上１位の最大風速及び最大瞬間風速は下記の

とおりであり，風速の観測記録は台風も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最大風速 28.5m/s 

 （1991年９月 27日，観測期間：1941～2018年） 

 最大瞬間風速 56.5m/s 

 （1991年９月 27日，観測期間：1941～2018年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は長期間

にわたる気象資料が得

られている気象官署の

うち，気候的に発電所敷

地と比較的類似してお

り敷地に最も近い松江

地方気象台の観測記録

を参照 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は気候的

に発電所敷地と比較的

類似しており敷地に最

も近い松江地方気象台

の観測記録（風速の観測

記録は台風も含む）を参

照している 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 プラント立地箇所の

相違による観測記録又

は規格・基準値の相違

（以下，②の相違） 
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 ここで，設計基準風速の設定にあたり，各風速の定義は以下の

通り。 

 気象庁の風の観測については，風速（地上高 10ｍ，10 分間平

均）及び瞬間風速（地上高 10ｍ，3 秒間平均）を記録している。

「最大風速」は，風速（地上高 10ｍ，10 分間平均）の日最大風

速を，「最大瞬間風速」は，瞬間風速（地上高 10ｍ，3 秒間平均）

の日最大瞬間風速をいい，一般的に最大瞬間風速と最大風速の比

は 1.5～2 倍程度とされている(1)。（例えば，最大風速 40m/s の場

合は，60～80m/s 程度の瞬間的な風が吹く可能性がある） 

 

 旧建築基準法施行令では，最大瞬間風速（63m/s，地上高 15m）

を参照していたが，現行の建築基準法施行令では，地上高 10ｍに

おける 10 分間平均風速を基準としている。ただし，現行の建築

基準法施行令でも，風荷重の算出において，最大瞬間風速等の風

速変動による影響を考慮し，設計基準風速に地表面粗度等により

求まるガスト影響係数を乗じ速度圧を算出することが定められて

いる。これにより，旧建築基準法施行令では全国ほぼ一律で定め

られていた風荷重を，現在では建築物の周辺状況及び構造特性等

に応じて定めることが可能となった。発電所敷地の自然環境を踏

まえ，安全設計上考慮する設計基準風速の定義は，現行の建築基

準法に準拠し，地上高 10ｍでの 10 分間平均風速を採用する。 

 以上を踏まえると，設計基準風速は，上記の柏崎市，新潟市及

び上越市における観測史上 1 位の最大風速（地上高 10m，10 分間

平均風速の日最大風速）のうち，保守的に最も風速が大きい新潟

市の最大風速である 40.1m/s とする。 

 

(3) 年超過確率評価 

 年超過確率の評価は，気象庁「異常気象リスクマップ」(1)（別

紙 4）の手法により新潟市における統計期間（1961～2012 年）内

の最大風速から評価した。評価結果となるハザード曲線を図 1 に

示す。また，上記(1)及び(2)での最大値（最大風速 40.1m/s）に

ついて年超過確率を確認した結果，6.4×10-5 となった。参考とし

て，新潟市の最大風速について年超過確率 10-4 の値は，39.0m/s

となった。 

 ここで，設計基準風速の設定に当たり，各風速の定義を確認す

る。 

 気象庁の風の観測については，風速（地上高 10m，10分間平均）

及び瞬間風速（地上高 10m，3 秒間平均）を記録している。「最大

風速」は，風速（地上高 10m，10分間平均）の日最大風速を，「最

大瞬間風速（地上高 10m，3秒間平均）は，瞬間風速（地上高 10m，

3 秒間平均）の日最大瞬間風速をいい，一般的に最大瞬間風速と

最大風速の比は 1.5倍～2倍程度とされている。（例えば，最大風

速 40m/sの場合は，60m／s～80m／s程度の瞬間的な風が吹く可能

性がある） 

 旧建築基準法施行令では，最大瞬間風速（63m／s，地上高 15m）

を参照していたが，現行の建築基準法施行令では，地上高 10m に

おける 10分間平均風速を基準としている。ただし，現行の建築基

準法施行令でも，風荷重の算出において，最大瞬間風速等の風速

変動による影響を考慮し，基準風速に地表面粗度等により求まる

ガスト影響係数を乗じ速度圧を算出することが定められている。

これにより，旧建築基準法施行令ではほぼ全国一律で定められて

いた風荷重を，現在では建築物の周辺状況及び構造特性等に応じ

て定めることが可能となった。このような状況を踏まえ，安全設

計上考慮する設計基準風速の定義は，現行の建築基準法に準拠し，

地上高 10mで 10分間平均風速を採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここで，設計基準風速の設定にあたり，各風速の定義を確認す

る。 

 気象庁の風の観測については，風速（地上高 10ｍ，10分間平均）

及び瞬間風速（地上高 10ｍ，３秒間平均）を記録している。「最

大風速」は，風速（地上高 10ｍ，10 分間平均）の日最大風速を，

「最大瞬間風速」は，瞬間風速（地上高 10ｍ，３秒間平均）の日

最大瞬間風速をいい，一般的に最大瞬間風速と最大風速の比は 1.5

～２倍程度とされている（１）。（例えば，最大風速 30m/sの場合は，

45～60m/s程度の瞬間的な風が吹く可能性がある） 

 

 旧建築基準法施行令では，最大瞬間風速（63m/s，地上高 15m）

を参照していたが，現行の建築基準法施行令では，地上高 10ｍに

おける 10分間平均風速を基準としている。ただし，現行の建築基

準法施行令でも，風荷重の算出において，最大瞬間風速等の風速

変動による影響を考慮し，設計基準風速に地表面粗度等により求

まるガスト影響係数を乗じ速度圧を算出することが定められてい

る。これにより，旧建築基準法施行令では全国ほぼ一律で定めら

れていた風荷重を，現在では建築物の周辺状況及び構造特性等に

応じて定めることが可能となった。このような状況を踏まえ，安

全設計上考慮する設計基準風速の定義は，現行の建築基準法に準

拠し，地上高 10ｍでの 10分間平均風速を採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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図 1 最大風速（新潟市）ハザード曲線 

 

 

 

 以上より，設計基準風速として使用する値としては，(2)観測記

録の値である新潟市における観測史上 1 位の最大風速（地上高

10m，10 分間平均風速の日最大風速）である 40.1m/s を定める。 

 

 ただし，タンクについては，消防法に従い，日本最大級の台風

の最大瞬間風速に基づいた風荷重に対する設計が要求されている

ことから，設計対象物に応じ，消防法にて要求される風荷重と上

記設計基準風速の風荷重を比較し，大きい方を採用する。 

 なお，建屋等に対しては，消防法に基づく風荷重の要求はない

が，仮に消防法に基づくタンクの風荷重の計算方法を，7 号機原

子炉建屋に当てはめた場合であっても，風荷重の値は 2.94kN/m2 

であり，建築基準法に基づく風荷重（2.91kN/m2）とおおむね同じ

であり，設計用地震力に比べ十分小さいことから，安全機能を損

なうことはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上を踏まえると，設計基準風速は，地域性を考慮した上で，

現行の建築基準法に準拠した東海村の基準風速である 30m／s と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2－3) 最寄りの気象官署の観測記録 

 気象庁の気象統計情報における風速の観測記録（第 3－1表）に

よれば，東海第二発電所の最寄りの気象官署である水戸地方気象

台（水戸市）で観測された観測史上 1 位の最大風速は下記のとお

りであり，設計基準風速に包絡される。 

  水戸市：最大風速 28.3m／s 

  （1961年 10月 10日，統計期間 1897年 1月～2012年 3月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上より，設計基準風速は，保守的に最も風速が大きい(1)規

格・基準類の値である建築基準法施行令において要求されている

風速（地上高 10m，10 分間平均風速の日最大風速）である 30m/s

とする。 

 ただし，タンクについては，消防法に従い，日本最大級の台風

の最大瞬間風速に基づいた風荷重に対する設計が要求されている

ことから，設計対象物に応じ，消防法にて要求される風荷重と上

記設計基準風速の風荷重を比較し，大きい方を採用する。 

 なお，建物等に対しては，消防法に基づく風荷重の要求はない

が，仮に消防法に基づくタンクの風荷重の計算方法を，２号機原

子炉建物に当てはめた場合，風荷重の値は 2.94kN/m２であり，建

築基準法に基づく風荷重は 2.10kN/m２であるが，設計用地震力に

比べ十分小さいことから，安全機能を損なうことはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①，②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・プラント立地箇所の相

違による風荷重の相違 
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3. 安全施設の健全性評価 

 安全施設が，40.1m/s（地上高 10ｍ，10 分間平均）の風（台風）

によって安全機能を損なわない設計であることを評価・確認する

ため，40.1m/s の風（台風）に対する風荷重が安全施設に作用し

た場合の影響について評価し，安全機能が維持されることを確認

した。 

 本評価における基本的な考え方は，以下のとおり。また，図 2 に

風（台風）に対する安全施設の評価フローを示す。 

 ○防護対象である安全施設のうち，外部事象防護対象施設につ

いて，以下の①又は②に分類の上，評価し，安全機能が維持

できることを確認した。 

 

  ①頑健性のある建屋内に設置されている設備については，

40.1m/s の風（台風）に対する風荷重が作用した場合にお

ける当該の建屋の健全性を確認することにより，安全機能

を損なわないことを確認した。（別紙 5） 

  ②建屋外に設置されている設備については，当該の設備に

40.1m/s の風（台風）に対する風荷重（タンクについては，

40.1m/s の風荷重及び消防法に基づく風荷重）が作用した

場合においても，安全機能を損なわないことを確認した。

（別紙 5） 

 ○上記以外の安全施設については，風（台風）に対して機能維

持する，又は，風（台風）による損傷を考慮して，代替設備

による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が

可能な設計とすることにより，安全機能が維持可能である場

合には影響評価完了とする。（別紙 5） 

 

 なお，風（台風）の設計基準風速は，竜巻影響評価における設

計竜巻の最大風速に，台風の発生に伴う飛来物の影響は，竜巻影

響評価にて想定している設計飛来物の影響に包絡されており，安

全施設の安全機能が損なわれるおそれはない。 

 

 

 また，水戸地方気象台（水戸市）で観測された観測史上 1 位の

最大瞬間風速は下記のとおりである。 

  水戸市：最大瞬間風速 44.2m／s 

  （1939年 8月 5日，統計期間 1937年 1月～2012年 3月） 

 

(3) 評価対象施設等の健全性評価 

 評価対象施設等が，30m／s（地上高 10m，10分間平均）の風（台

風）によって安全機能を損なうことのない設計であることを評

価・確認するため，30m／sの風（台風）に対する風荷重が安全施

設に作用した場合の影響について評価し，安全機能が維持される

ことを確認した。 

 本評価における基本的な考え方は，以下のとおり。 

 

○ 評価対象施設等を評価し，安全機能が維持できることを確認

する。また，安全機能が維持されない場合には対策を実施する。 

 

 

① 頑健性のある建屋内に設置されている設備については，30m

／s の風（台風）に対する風荷重が作用した場合における当該

の建屋の健全性を確認することにより，安全機能を損なわない

ことを確認した。（第 3－2表） 

② 屋外に設置されている設備については，30m／sの風（台風）

に対する風荷重が作用した場合における当該設備の健全性を確

認することにより，安全機能を損なわないことを確認した。（第

3－2表） 

 

○ その他の構築物，系統及び機器については，機能を維持する

こと，若しくは損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安

全上支障のない期間での修復等の対応が可能な場合，安全機能

が維持可能であることから影響評価の対象外とする。 

 

 

 なお，台風の発生に伴う飛来物の影響は，竜巻影響評価にて想

定している設計飛来物の影響に包絡されており，安全施設の安全

機能が損なわれるおそれはない。 

 

 

 

 

 

3. 安全施設の健全性評価 

 安全施設が，「２．設計基準風速の設定」にて設定した設計基準

風速によって，安全機能を損なうことのない設計であることを評

価・確認するため，風荷重が安全施設に作用した場合の影響につ

いて評価し，安全機能が維持されることを確認した。 

 

 本評価における基本的な考え方は，以下のとおり。また，図１

に風（台風）に対する安全施設の評価フローを示す。 

(1) 安全施設のうち安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安

全評価上その機能に期待するクラス３に属する構築物，系統及

び機器について，以下の①又は②に分類のうえ，評価を実施し，

安全機能が維持できることを確認した。 

①頑健性のある建物内に設置されている設備については，設計基

準風速に対する風荷重が作用した場合における当該建物の健全

性を確認することにより，安全機能を維持できることを確認し

た。（別紙２） 

②建物外に設置されている設備については，設計基準風速に対す

る風荷重が作用した場合における当該設備の健全性を確認する

ことにより，安全機能を維持できることを確認した。（別紙２） 

 

 

(2) 上記以外の安全施設については，風（台風）に対して機能維

持する，又は，風（台風）による損傷を考慮して，代替設備に

より必要な機能を確保すること，若しくは安全上支障のない期

間での修復等の対応が可能な設計とすることにより，安全機能

を維持できる場合には影響評価完了とする。 

 

 なお，台風の発生に伴う飛来物の影響は，竜巻影響評価にて想

定している設計飛来物の影響に包絡されており，安全施設の安全

機能が損なわれるおそれはない。 
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4. 重大事故等対処設備に対する考慮 

 図３の風（台風）に対する重大事故等対処設備の評価フローに

基づき，40.1m/s の風（台風）に対し，必要な安全機能を維持で

きることを確認した。また，別紙５に重大事故等対処設備を内包

する建屋の健全性確認結果を示す。 

 なお，風（台風）に対する重大事故等対処設備の設計方針は，

設置許可基準規則第 43 条（重大事故等対処設備）にて考慮する。 

 

5. 参考文献 

(1) 気象庁：http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

 

4. 重大事故等対処設備に対する考慮 

 図２の風（台風）に対する重大事故等対処設備の評価フローに

基づき，2.にて設定した設計基準風速に対し，必要な安全機能を

維持できることを確認した。 

 

 なお，風（台風）に対する重大事故等対処設備の設計方針は，

設置許可基準規則第 43条（重大事故等対処設備）にて考慮する。 

 

5. 参考文献 

(1) 気象庁：http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，重大事

故等対処設備に対する

影響評価について，各設

備に対応する設置許可

基準規則の条文に記載 
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図 2 風（台風）に対する安全施設の評価フロー 

 

  

 

図１ 風（台風）に対する安全施設の評価フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・影響評価を実施する設

備の相違 

【柏崎 6/7】  

設備の設置場所が異

なることによる相違 

なお，評価フローの考

え方に相違なし 
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図 3 風（台風）に対する重大事故等対処設備の評価フロー 

 

  

 

 

図２ 風（台風）に対する重大事故等対処設備の評価フロー 
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